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令和２年本別町議会第３回定例会会議録（第１号）  

令和２年９月８日（火曜日） 午前１０時００分開会  

───────────────────────────────────────── 

○議事日程  

日程第 １  会議録署名議員の指名 

日程第 ２  議会運営委員長報告 

日程第 ３  会期決定の件 

日程第 ４  諸般の報告 

日程第 ５  行政報告 

日程第 ６ 議案第６１号 令和２年度本別町一般会計補正予算（第１３回）につ

いて 

日程第 ７ 議案第６２号 令和２年度本別町国民健康保険特別会計補正予算（第

３回）について 

日程第 ８ 議案第６３号 令和２年度本別町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第２回）について 

日程第 ９ 議案第６４号 令和２年度本別町介護保険事業特別会計補正予算（第

２回）について 

日程第１０ 議案第６５号 令和２年度本別町介護サービス事業特別会計補正予

算（第４回）について 

日程第１１ 議案第６６号 令和２年度本別町公共下水道特別会計補正予算（第２

回）について 

───────────────────────────────────────── 

○会議に付した事件  

日程第 １  会議録署名議員の指名 

日程第 ２  議会運営委員長報告 

日程第 ３  会期決定の件 

日程第 ４  諸般の報告 

日程第 ５  行政報告 

日程第 ６ 議案第６１号 令和２年度本別町一般会計補正予算（第１３回）につ

いて 

日程第 ７ 議案第６２号 令和２年度本別町国民健康保険特別会計補正予算（第

３回）について 

日程第 ８ 議案第６３号 令和２年度本別町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第２回）について 

日程第 ９ 議案第６４号 令和２年度本別町介護保険事業特別会計補正予算（第

２回）について 

日程第１０ 議案第６５号 令和２年度本別町介護サービス事業特別会計補正予
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算（第４回）について 

日程第１１ 議案第６６号 令和２年度本別町公共下水道特別会計補正予算（第２

回）について 

───────────────────────────────────────── 

○出席議員（１２名）  

議 長 １２番 高 橋 利 勝 副議長 １１番 藤 田 直 美 

 １番 水 谷 令 子  ２番 柏 崎 秀 行 

 ３番 梅 村 智 秀  ４番 石 山 憲 司 

 ５番 篠 原 義 彦  ６番 大 住 啓 一 

 ７番 山 西 二三夫  ８番 黒 山 久 男 

 ９番 方 川 一 郎  １０番 阿 保 静 夫 

───────────────────────────────────────── 

○欠席議員（０名）  

───────────────────────────────────────── 

○説明のため出席した者の職氏名  

町 長 髙 橋 正 夫 副 町 長 大和田   収 

会 計 管 理 者 花 房 永 実 総 務 課 長 村 本 信 幸 

農 林 課 長 篠 原 順 彦 保 健 福 祉 課 長 飯 山 明 美 

住 民 課 長 久 司 広 志 子 ど も 未 来 課 長 大 橋 堅 次 

建 設 水 道 課 長 坪  忠 男 企 画 振 興 課 長 高 橋 哲 也 

老 人 ホ ー ム 所 長 前 佛 清 治 国 保 病 院 事 務 長 藤 野 和 幸 

総 務 課 主 幹 上 原 章 司 住 民 課 主 幹 小 坂 祐 司  

建 設 水 道 課 主 幹 宮 崎 恒 一 建設水道課長補佐 小 出 勝 栄 

総 務 課 主 査 石 川 雅 康 教 育 長 佐々木 基 裕 

教 育 次 長 阿 部 秀 幸 社 会 教 育 課 長 高 橋  優 

農 委 事 務 局 長 倉 崎 景 一 代 表 監 査 委 員 畑 山 一 洋 

選 管 事 務 局 長 村 本 信 幸   

───────────────────────────────────────── 

○職務のため議場に出席した者の職氏名  

事 務 局 長 三 品 正 哉 総 務 担 当 主 査 越 後  忠 
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◎開会宣告  

○議長（高橋利勝） ただいまから、令和２年第３回本別町議会定例会を開会します。

開会宣告（午前１０時００分）  

───────────────────────────────────────── 

◎開議宣告  

○議長（高橋利勝） これから、本日の会議を開きます。  

───────────────────────────────────────── 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名  

○議長（高橋利勝） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行ないます。  

 会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定によって、阿保静夫議員、柏崎秀行議

員及び水谷令子議員を指名します。  

───────────────────────────────────────── 

◎日程第２ 議会運営委員長報告  

○議長（高橋利勝） 日程第２ 議会運営委員長から報告を行ないます。 

 議会運営委員長、阿保静夫議員、御登壇ください。 

○議会運営委員長（阿保静夫）〔登壇〕 報告いたします。 

 令和２年６月１８日第２回定例会において閉会中の調査付託を受けた議会の会期、日

程等の議会運営に関する事項について報告いたします。 

 議会の運営に関する事項。 

まず、会期について申し上げます。 

 本定例会の会期は、本日９月８日から９月２３日までの１６日間とするよう予定をい

たしました。 

 次に、一般質問の締め切りについて申し上げます。 

 一般質問の通告は、９月１０日正午をもって締め切ることといたしました。 

 次に、陳情文書の取扱いについて申し上げます。 

 本日までに３件の提出がありました。 

 種苗法の改正に関する意見書採択の陳情。 

 以上１件については、議会運営基準１３８運用例５によることとし、後刻議員の回覧

に供することといたします。 

 次に、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し、地方税

財源の確保を求める意見書採択の陳情。国土強靭化に資する道路の整備等に関する意見

書採択の陳情。 

以上２件については、議会運営基準１３８運用例６によることとし、議会運営委員会

発議にて、最終日の本会議で審議する取り運びを予定いたしました。 

次に、提出議案の取り扱いについて申し上げます。 

 提出議案中、認定第１号令和元年度本別町一般会計歳入歳出決算認定について、ない

し認定第９号令和元年度本別町国民健康保険病院事業会計決算認定について、以上９件

の議案については、議長及び議会選出監査委員を除く１０名の委員で構成する、令和元
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年度各会計決算審査特別委員会を設置し、これに付託をして審査する取り運びを予定い

たしました。 

 以上報告いたします。 

○議長（高橋利勝） これで報告済みといたします。 

───────────────────────────────────────── 

◎日程第３ 会期決定の件  

○議長（高橋利勝） 日程第３ 会期決定の件を議題とします。  

 お諮りします。  

 本定例会の会期は、９月８日から９月２３日までの１６日間とすることにしたいと思

います。御異議ありませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（高橋利勝） 異議なしと認めます。  

 したがって、会期は、本日９月８日から９月２３日までの１６日間とすることに決定

いたしました。  

───────────────────────────────────────── 

◎休会の議決  

○議長（高橋利勝） お諮りします。  

 議事の都合により、９月９日から１５日及び１９日から２２日までの１１日間を休会

にしたいと思います。  

 御異議ありませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（高橋利勝） 異議なしと認めます。  

 したがって、９月９日から１５日及び１９日から２２日までの１１日間を休会とする

ことに決定いたしました。  

───────────────────────────────────────── 

◎日程第４ 諸般の報告  

○議長（高橋利勝） 日程第４ 諸般の報告を行ないます。  

 報告第１２号公用車両の交通事故に起因する和解及び損害賠償額を定めることについ

て報告を求めます。  

久司住民課長。  

○住民課長（久司広志） 報告第１２号専決処分報告、公用車両の交通事故に起因する

和解及び損害賠償額を定めることについて、地方自治法第１８０条第１項の規定により、

専決処分しましたので同条第２項の規定により報告いたします。 

 それでは、内容について御説明申し上げます。 

令和２年７月１６日午前９時００分頃、公用車両ヴァンガード帯広○○○○○○○○

が、中川郡本別町新町２９番地８十勝ＮＯＳＡＩ本別家畜診療所駐車場において、駐車

のため後退右折にて駐車区画へ進入したところ、十勝農業共済組合所有の車両に接触し、

損傷させた事故について、下記のとおり和解し損害賠償額を定めました。 
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１の和解の相手方につきましては、住所、帯広市川西町基線５９番地２８。 

氏名、十勝農業共済組合。 

組合長理事、○○○○様。 

２の和解の要旨につきましては、本件の事故にかかる損害賠償額を一金１７万１,９５

２円と定め、本別町がネッツトヨタ帯広株式会社に対し支払うものでございます。 

なお、この損害賠償額につきましては、全額、町村有自動車共済金により賄われます。 

交通事故の防止につきましては、今後、公用車の交通安全の徹底について定期的に注

意を促すなど再発防止に努めてまいります。 

 以上、公用車両の交通事故に起因する和解及び損害賠償額を定めることについて、専

決処分報告とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

〇議長（高橋利勝） これで報告済みといたします。  

次に、報告第１３号令和２年度本別町一般会計補正予算（第１２回）について報告を

求めます。  

村本総務課長。  

〇総務課長（村本信幸） 報告第１３号専決処分報告、令和２年度本別町一般会計補正

予算（第１２回）について、地方自治法第１８０条第１項の規定により専決処分したの

で、同条第２項の規定により報告致します。  

今回の補正は、ただ今報告いたしました公用車両の交通事故に起因する損害賠償金で

あります。  

 予算書の１ページをお開きください。  

歳入歳出予算補正。  

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１７万２ ,０００円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ７７億７ ,１８８万２ ,０００円とする内容であります。 

３ページ、４ページをお開きください。  

下段の２、歳出でありますが、８款土木費、２項道路橋りょう費、１目道路橋りょう

総務費、２１節補償補填及び賠償金１７万２ ,０００円の補正は、相手方車両修繕費を損

害賠償金として支払うものであります。  

上段１、歳入の２０款諸収入、４項１目６節雑入１７万２ ,０００円は、この費用の全

額が町村有自動車損害共済金で賄われるため計上いたしました。  

以上、簡単でありますが専決処分報告とさせていただきます。  

〇議長（高橋利勝） これで報告済みといたします。  

次に、報告第１４号令和２年度本別町介護サービス事業特別会計補正予算（第３回）

について報告を求めます。  

前佛老人ホーム所長。  

〇老人ホーム所長（前佛清治） 報告第１４号令和２年度本別町介護サービス事業特別

会計補正予算（第３回）について、地方自治法第１８０条第１項の規定により、専決処

分をいたしましたので、同条第２項の規定により報告いたします。  

予算書の１ページをお開き願います。  
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歳入歳出予算補正。  

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１００万円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ３億７ ,４１０万２ ,０００円とするものであります。  

 それでは事項別明細書により御説明させていただきます。  

３ページ、４ページをお開き願います。  

上段の歳入でありますが、３款１項１目寄付金、１節指定寄付金１００万円の補正は、

匿名の方から１００万円の寄付をいただいてございます。  

 下段の歳出でありますが、１款介護サービス事業費、１項１目施設介護サービス事業

費のうち寄付者の意向によりまして、１０節需用費、医薬材料費、医薬材料といたしま

して、血中酸素濃度測定器パルスオキシメータ５台の購入６万６ ,０００円及び１７節 

備品購入費、施設等備品といたしまして、リクライニング車椅子２台の購入及び自走式

車椅子２台の購入４１万６ ,０００円、入浴用移動椅子１台の購入９万９ ,０００円、入

浴マットの購入２６万７ ,０００円、フードプロセッサー１台の購入１５万２ ,０００円

に充てるものであります。  

 以上、専決処分報告とさせていただきます。  

〇議長（高橋利勝） これで報告済みといたします。  

 次に、報告第１５号令和２年度本別町国民健康保険病院事業会計補正予算（第６回）

について報告を求めます。  

 藤野病院事務長。  

〇病院事務長（藤野和幸） 報告第１５号専決処分報告、令和２年度本別町国民健康保

険病院事業会計補正予算（第６回）について、地方自治法第１８０条第１項の規定によ

り、専決処分をいたしましたので、同条第２項の規定により報告いたします。  

 補正予算書の１ページをお開きください。  

 補正の内容は、第２条資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するもので、収

入では、第１款資本的収入、第７項寄付金を７万円増額補正し、資本的収入の総額を９ ,

５４４万円とするものであります。内容は、本別町にお住まいの匿名の方から７万円の

寄付を受け入れたものでございます。  

 支出では、第１款資本的支出、第３項投資を７万円増額補正し、資本的支出の総額は

１億３ ,５２０万８ ,０００円となりますが、寄付者の意向により医療施設等整備基金に

積み立てることといたしました。  

 ２ページ以降の補正予算実施計画及び補正予算説明書につきましては省略させていた

だきます。  

 以上、専決処分報告とさせていただきます。  

〇議長（高橋利勝） これで報告済みとします。  

 次に、報告第１６号令和元年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率につい

て報告を求めます。  

 村本総務課長。  

〇総務課長（村本信幸） 報告第１６号令和元年度決算に基づく健全化判断比率及び資
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金不足比率の報告について。  

健全化判断比率及び資金不足比率につきましては、地方公共団体の財政の健全化に関

する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規定により、監査委員の審査を経て議会に

報告し、公表することが義務付けられており、令和元年度決算に基づく各比率を報告す

るものでございます。  

 次のページをお開きください。  

１、健全化判断比率でありますが、実質赤字比率につきましては、一般会計の実質収

支額は１億２ ,９３１万１ ,０００円の黒字となっておりますので該当はございません。

また、連結実質赤字比率につきましては、本町の全ての会計の収支を合算し、黒字か赤

字かを判断する指標でございますが、全会計合わせて３億８ ,１３６万７ ,０００円の黒

字となっており、連結実質赤字は生じておりません。なお、国民健康保険病院事業会計

における資金不足は、令和元年度において解消しております。  

 次の実質公債費比率ですが、公債費等の借金の返済に一般会計の標準的な収入がどの

程度充てられたかを示す指標でございます。算定結果は１０．３％となっております。  

将来負担比率ですが、地方債残高等の一般会計が背負っている将来負担すべき額と一

般会計の標準的な収入を比べ、負担の大きさを示す指標でございます。  

算定結果は４１．９％となっております。  

参考といたしまして、法律で定める基準比率でございますが、早期健全化基準は実質

赤字比率１５．０％、連結実質赤字比率２０．０％、実質公債費比率２５．０％、将来

負担比率３５０．０％。  

財政再生基準は、実質赤字比率２０．０％、連結実質赤字比率３０．０％、実質公債

費比率３５．０％となっておりまして、健全化判断比率のうち、いずれかが基準比率以

上の場合は、早期健全化計画並びに財政再生計画を定めなければなりませんが、本町は

すべて基準以下となっております。  

 次の２、資金不足比率でありますが、資金不足比率は、事業の規模に対する公営企業

ごとの資金不足額の割合でございますが、水道事業会計、国民健康保険病院事業会計、

簡易水道特別会計、公共下水道特別会計のいずれも資金不足額は生じておらず、該当は

ございません。  

 参考としまして、経営健全化基準の資金不足比率は２０．０％であり、全会計とも基

準以下となっております。  

 以上、令和元年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率についての報告とさ

せていただきます。  

〇議長（高橋利勝） これで報告済みといたします。  

 次に、監査委員から令和２年７月分に関する例月出納検査結果報告書の提出がありま

した。  

 その写しをお手元に配布しておきましたので、御了承願います。  

 これで報告済みとします。  

 次に、令和元年度本別町教育委員会の活動状況に関する点検、評価報告書が教育長か
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ら提出がありました。  

 その写しをお手元に配布しておきましたので、御了承願います。  

 これで報告済みといたします。  

 次に、とかち広域消防事務組合議会の令和２年第２回定例会以降における、主な審議

内容について、お手元に配布のとおり報告いたしましたので、御了承願います。  

 これで報告済みといたします。  

 次に、令和２年第２回定例会以降における議長の主な動静について、お手元に配布の

とおり報告いたしましたので、御了承願います。  

 これで諸般の報告を終わります。  

────────────────────────────────────────── 

◎日程第５ 行政報告  

○議長（高橋利勝） 日程第５ 行政報告を行ないます。  

 髙橋町長、御登壇ください。  

○町長（髙橋正夫）〔登壇〕 令和２年度普通交付税の算定結果について報告をいたしま

す。  

 ７月３１日に総務省から普通交付税の算定結果の通知が示されたところでありますが、

本町は対前年度比３．２％、８ ,１７６万３ ,０００円増額の２６億４ ,３６６万５ ,０００

円となり、２年連続の増額となったところであります。道内におきましては、交付団体

であります１７８市町村のうち１５２市町村で増額となっており、増額率は対前年比、

北海道町村では３．２％、十勝の町村では３．４％となったところであります。  

昨年度より大幅な増額となりました主な要因は、地方団体が地域社会の維持、再生に

向けた幅広い施策に自主的、主体的に取り組むための経費として、本年度より新たに地

域社会再生事業費が創設をされましたこと、また幼児教育、保育の無償化に伴う社会福

祉費の増加、更には本町の特殊要因として、辺地対策事業債、過疎対策事業債等の償還

額算入の増加など、基準財政需要額が１億３ ,９３１万３ ,０００円増加をし、消費税率

の引き上げに伴います基準財政収入額の増を、大幅に上回ったことによるものでありま

す。  

一般財源の不足分を補います財政調整基金及び減債基金につきましては、本年度の当

初予算におきまして、３億２ ,０００万円の取り崩しを計上したところでありますが、今

般の新型コロナウイルス感染症によりまして地域経済が落ち込みを見せるなか、今後の

収支見込から判断いたしますと、同額の積み戻しは困難でありまして、年度末の残高は

昨年度と比較して減少する見通しとなっております。今後も新型コロナウイルス感染症

の終息時期が見通せず、その対策のための財政支出が必要となる一方で、町税の収入が

落ち込むことが懸念され、また、地方交付税の原資となります国税である法人税、所得

税の減収に伴います地方交付税総額の減少など、財政運営は一層厳しい状況となること

が予想されます。  

これからの財政運営の方針といたしましては、地方財政対策、地方交付税制度の改正

など国の動向を注視するとともに、基金依存度の縮小や経常経費の削減等、行政改革の



- 9 - 
 

推進により財政運営の安定化を図り、歳入に見合った歳出の原則のもと、地域の活性化

や諸課題を解決していくための、予算の重点化、効率化の徹底が不可欠であると認識し

ているところであります。  

今後も、町民が夢と希望を持てる施策の展開を進める所存でありますので、町民の皆

さまをはじめ議員各位の御理解と御協力をよろしくお願いいたします。  

次に、第７次本別町総合計画の策定状況について報告いたします。  

令和元年６月から検討を進めてまいりました、第７次の本別町総合計画につきまして

は、これまで、町民の皆さん１４名、職員８名によりますワークショップを用いた地域

づくりセミナーを３回、総合計画策定委員２３名によります審議会を８回、審議会専門

部会を３回、庁内組織によります総合計画推進委員会を３回開催し、新しい総合計画づ

くりに向けて協議を行なってきています。  

総合計画策定審議会では、町民アンケートの結果をどのように計画に反映するかをは

じめ、第６次本別町総合計画の総括点検から、これまでの方向性を継承していくことを

確認するとともに、人口減少や激変する社会情勢に対応した方策をとる必要性について

議論がなされました。また、総花的なものではなく、イメージできるゴールを数値目標

として設定するなどして、わかりやすく、町民の皆さんが手に取って見てもらえるよう

な総合計画にすることなどの意見をいただいているところであります。  

今年に入ってからは、新型コロナウイルス感染症の影響によります審議がままならず、

紙面会議なども行なってきましたが、これまでいただきました御意見を集約した中で、

まちづくりの方向性として、現在の健康的、文化的な生活をあたりまえに持続できる社

会を確立していくこととし、８月２１日の第８回総合計画策定審議会において、総合計

画原々案をお示ししたところであります。  

今後は、審議会にていただきました御意見の修正作業を終えた後、議員協議会におい

て報告させていただきますとともに、パブリックコメントも実施し、町民の皆さんから

も御意見をいただく予定としています。  

なお、パブリックコメントの結果を受け必要な修正を行ないました後、第７次本別町

総合計画基本構想、基本計画についての議案を町議会に提出をさせていただきたいと考

えております。  

議員各位におかれましても今後とも御理解と御支援をいただきますように、よろしく

お願いをいたします。  

 次に、農作物の生育状況について報告をいたします。  

営農指導対策協議会によります第２回目の定期作況調査が９月１０日に実施されるた

めに、農業改良普及センターが９月１日現在の農作物生育状況調査を行ないましたので、

それに基づき報告させていただきます。  

本町の気象経過ですが、植え付け期の５月から６月上旬までの気温は高温で経過し、

日照時間も平年を上回り、干ばつ傾向で推移していました。しかし、６月中旬に入りま

すと一転して７月中旬までの約１カ月間、低温と日照不足が続く状況でありましたが、

幸いにして降雨量が少なく、畑の管理作業、一番牧草の収穫も順調に行なわれてきまし
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た。  

小麦につきましては、春から順調な生育で推移をし、ＪＡの収穫作業も天候に恵まれ

た中で７月２８日に始まり、８月４日に収穫を終了いたします。その結果、乾麦で平均

１０．４俵、製品歩留まりにつきましては９０％程度の確保を予想しているところです。  

８月以降も高温、少雨が続く中干ばつ傾向にありまして、金時、小豆、大豆の生育は

例年より早く進んでいますが、大豆の子実の肥大が緩慢であることから、今後の生育に

期待しているところであります。馬鈴薯は、いもの数が平年より少ないものの、１個当

たりの重さが平年より重いことにより生育は平年並み、また、てん菜も干ばつの影響を

受けていますが、おおむね順調な生育となっているところであります。  

また、飼料作物につきましては、関係機関からの情報として、デントコーンは平年よ

り良い生育とみています。２番牧草については平年並みとしているところです。  

現在のところ、各畑作物はほぼ順調な生育となっていますことから、これからの収穫

時期に向けて好天に恵まれ、平年を超える出来秋となることを期待しているところであ

ります。  

 次に、国の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策で国民生活支援策として実施をい

たしました特別定額給付金事業について報告をいたします。  

令和２年４月２７日を基準日とする本町における給付対象世帯及び対象者数は３ ,６

１１世帯、６ ,７９８人でありまして、事業基準、事業要綱に基づき令和２年５月１２日

申請受付開始、８月１１日を申請期限として、８月１８日の最終の給付をもって給付金

給付事務を終了いたしました。  

最終給付数は、世帯数で３ ,６０８世帯、９９．９２％、給付者数で６ ,７９５人、９

９．９６％で、未申請は３世帯３名となりました。  

 この間の申請の呼びかけ等につきましては、広報ほんべつ、くらしの情報紙かけはし

や同報無線での周知、未申請者には再案内文書の郵送、更には戸別訪問などにより申請

の呼びかけに努めてまいりました。  

なお、申請方法の内訳は、オンライン申請が０．９％、窓口申請が１９．７％に対し、

郵便による申請が７９．４％となり、町民の方々のコロナウイルス感染予防に対する対

策意識の高さが伺われる結果となっています。  

以上、本別町議会第３回定例会行政報告とさせていただきます。どうぞよろしくお願

いしいたします。  

○議長（高橋利勝） これで行政報告を終わります。  

───────────────────────────────────────── 

◎日程第６ 議案第６１号  

○議長（高橋利勝） 日程第６ 議案第６１号令和２年度本別町一般会計補正予算（第

１３回）についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 村本総務課長。 

○総務課長（村本信幸） 議案第６１号令和２年度本別町一般会計補正予算（第１３回）
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について、提案理由の説明を申し上げます。  

今回の補正は、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業、産地生産基盤パワーア

ップ事業費補助金、町道の雑木処理に係る機械借り上げ、勇足中学校校舎ボイラー更新

工事による増額補正及び本別高校の教育を考える会補助金の減額補正が主なものであり

ます。  

 予算書の１ページをお開きください。  

歳入歳出予算補正。  

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９ ,１５６万３ ,０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７８億６ ,３４４万５ ,０００円とする内容であ

ります。  

それでは、歳出から事項別明細書により御説明いたします。  

８ページ、９ページをお開きください。  

２、歳出ですが、２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、４節共済費１０２

万８ ,０００円の増額補正は、追加費用等負担金額の確定によるものであります。  

次の、５目財産管理費、１２節委託料、支障木伐採業務委託料１８２万６ ,０００円の

増額補正は、上押帯神社周辺の町有地及び錦町墓地周辺の支障木の伐採、撤去を行なう

ものであります。  

下段の３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費、２２節償還金利子及び割

引料１ ,１８１万４千円の増額補正は、令和元年度障がい者自立支援給付費及び医療費負

担金等の実績確定により、令和元年度に交付されました国と道費負担金の精算により返

還するものであります。  

下段の３項児童福祉費、１目児童福祉総務費、１節報酬、会計年度任用職員９５万３ ,

０００円の増額補正は、幼児教育、保育無償化実施円滑化事業補助金の採択により、児

童福祉施設費で計上しておりました１名、７か月分を児童福祉総務費に組替えるもので

あります。  

その下、１８節負担金補助及び交付金、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業

補助金５０万円の増額補正は、交付金事業の採択により、認定こども園ほんべつに対し

保育環境改善等事業として補助するものであります。  

 １０ページ、１１ページをお開きください。  

 ２段目の２目児童福祉施設費、１０節需用費、施設管理用消耗品費５０万円の増額補

正は、学童保育所３カ所の感染症防止対策として消毒用エタノール等を購入するもので、

次の３目特別保育費、１０節需用費、施設管理用消耗品費５０万円の増額補正は、勇足

へき地保育所の感染症防止対策として消毒用エタノール等を購入するものでありますが、

いずれも新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金事業の採択によるものでありま

す。  

下段の４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費、１０節需用費、管理用消

耗品費２６７万３ ,０００円の増額補正は、新型コロナウイルス感染症防止対策として、

１０月から来年３月までに使用する公共施設トイレ用のペーパータオル、消毒液等の購
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入及び非接触型体温計、飛まつ防止アクリル板等を購入するものであります。  

次の２目母子保健費、１０節需用費、母子保健対策消耗品費４０万６ ,０００円及び１

７節備品購入費、衛生用施設等備品９万４ ,０００円の増額補正は、新型コロナウイルス

感染症緊急包括支援交付金事業により、子育て世代包括支援センターの感染防止対策消

耗品及び間仕切り用のスクリーン等を購入するものであります。  

１２ページ、１３ページをお開きください。  

２段目の６款農林水産業費、１項農業費、３目農業振興費、１８節負担金補助及び交

付金中、鳥獣被害防止総合対策事業補助金５８２万９ ,０００円の増額補正は、金属柵の

設置戸数の増による調整であります。  

 なお、農業振興基金を財源として充てる予定となっております。  

 その下、産地生産基盤パワーアップ事業費補助金６ ,２１５万１ ,０００円の増額補正

は、収益性向上対策、生産支援事業として、小麦用のコンバイン、自走式スプレーヤー

等のリース導入事業で、１法人に対する補助金であります。なお、この事業は国による

補助事業となっております。  

 一番下段の８款土木費、２項道路橋りょう費、２目道路維持費、１３節使用料及び賃

借料、各種機械借上料２８３万８ ,０００円の増額補正は、町道の雑木処理に係る林業用

バックホー等の機械借り上げであります。  

 １４ページ、１５ページをお開きください。  

 ２段目の５項住宅費、１目住宅管理費、１０節需用費、公営住宅等修繕料１５５万７ ,

０００円の増額補正は執行見込みにより調整するものであります。  

 次の１８節負担金補助及び交付金、住宅新築助成事業補助金２００万円の増額補正は、

申請件数の増による調整であります。  

 下段の１０款教育費、１項教育総務費、４目諸費、１８節負担金補助及び交付金、本

別高校の教育を考える会補助金１ ,２１９万２ ,０００円の減額補正は、新型コロナウイ

ルス感染症拡大に伴う海外研修派遣事業の中止による調整であります。  

 下段の２項小学校費、１目学校管理費、１０節需用費、学校施設修繕料４１６万９ ,

０００円の増額補正は、本別中央小学校温水ボイラー２基の修繕として３９１万６ ,００

０円、仙美里小学校トイレ温水洗浄便座取り付け３台２５万３ ,０００円となっておりま

す。  

 下段の３項中学校費、１目学校管理費、１４節工事請負費 勇足中学校校舎ボイラー

更新工事５８６万３ ,０００円の増額補正は、勇足中学校校舎温水ボイラー１基の更新を

行なうものであります。  

 以上で歳出を終わりまして、４ページ、５ページをお開きください。  

１、歳入ですが、上段の１０款１項１目１節地方交付税２ ,６４９万７ ,０００円の増

額補正は、歳入歳出の差額分を計上するものであります。  

下段の１４款国庫支出金、２項国庫補助金、２目民生費国庫補助金、３節児童福祉費

補助金中、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金２００万円の増額補正は、歳

出で説明いたしました学童保育所、子育て世代包括支援センター等における感染症防止
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対策経費に対し交付されるものであります。  

２段下にございます、１５款道支出金、２項道補助金、４目農林水産業費道補助金、

１節農業費補助金、産地生産基盤パワーアップ事業費補助金６ ,２１５万１ ,０００円の

増額補正は、歳出で説明いたしました収益性向上対策、生産支援事業として全額が補助

されるものであります。  

下段の１７款１項１目寄付金、４節教育費寄付金２０万円の増額補正は、歳出で説明

いたしました仙美里小学校のトイレに温水洗浄便座を整備するため、本別町にお住まい

の匿名の方からの指定寄付金でございます。  

６ページ、７ページをお開きください。  

１８款繰入金、２項基金繰入金、５目１節農業振興基金繰入金５８２万９ ,０００円の

増額補正は、歳出で説明いたしました鳥獣被害防止総合対策事業補助金に充当するもの

であります。  

次の１３目１節個性あるふるさとづくり基金繰入金１ ,２００万円の減額補正は、歳出

で説明いたしました本別高校の教育を考える会補助金の減額による調整であります。  

下段の２０款諸収入、４項１目６節雑入中、北海道市町村振興協会助成金１００万円

の増額補正は、就学前教育、保育施設で実施しております、子ども英語チャレンジ事業

に対する助成金であります。  

以上、令和２年度本別町一般会計補正予算（第１３回）の提案説明に変えさせていた

だきます。よろしく御審議をお願いいたします。  

○議長（高橋利勝） これから質疑を行ないます。  

 質疑は、歳入歳出一括とします。  

 ございませんか。  

 藤田議員。  

○１１番（藤田直美） まず４款衛生費中、２目母子保健費中の委託料、新生児聴覚検

査の内容について伺いたいと思います。  

 これは、検査の委託先でありますとか、対象になる子どもたちはどういう形になるの

か伺いたいと思います。  

○議長（高橋利勝） 飯山保健福祉課長。  

○保健福祉課長（飯山明美） 藤田議員の御質問にお答えいたします。  

 新生児聴覚検査委託料でございますけども、こちらは今年度１０月１日以降に生まれ

た新生児の方に対しての聴覚検査をできる産科の医院に委託をする形になっております。 

 道との締結とかがありますので、基本的に十勝管外で出産されて、検査を受ける場合

も対象になります。  

 検査をする時期としましては、入院中、生まれてから退院するまでの間、なるべく早

い時期にこの検査をしていただくということになります。  

 補助の内容といたしましては、１回目の検査と、そこでもし何か正常ではないような

所見があった時に確認検査という、２回検査がありますけども、今回の検査につきまし

ては初回検査に対して、町のほうで全額補助をするということで計上させていただきま
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した。以上です。  

○議長（高橋利勝） ほかにございませんか。  

 梅村議員。  

○３番（梅村智秀） それでは、１２ページ、１３ページお伺いをいたします。  

 まず６款農林水産業費の１８節負担金補助及び交付金、補助金のうち鳥獣被害防止総

合対策事業５８２万９ ,０００円でございます。  

 こちら金属柵の設置というところの御説明がございましたが、まず事業内容の詳細、

またこの補正の必要性等についてお伺いをいたします。  

 続きまして、８款土木費、１３節使用料及び賃借料、借り上げ料を各種機械２８３万

８ ,０００円、道路維持事業でございます。  

 こちら町道の雑木処理に際する林業用のバックホーの借上というところの御説明がご

ざいましたが、こちらも事業内容、補正の必要性や理由等についてお伺いをいたします。  

 続きまして、１４ページ、１５ページ、１０款教育費、１８節負担金補助及び交付金、

補助金のうち、本別高校の教育を考える会１ ,２１９万２ ,０００円の減額補正でござい

ますが、こちらの内容の詳細と補正の必要性、理由等についてお伺いをいたします。  

 続きまして、３項中学校費の１４節工事請負費、勇足中学校校舎ボイラー更新工事５

８６万３ ,０００円、こちら給湯ボイラー１基の更新というところでございましたが、こ

ちらの内容の詳細、補正の必要性、理由等についてお伺いをいたします。  

○議長（高橋利勝） 篠原農林課長。  

○農林課長（篠原順彦） 梅村議員の鳥獣害防止総合対策事業の補正についての内容に

ついて、御説明いたします。  

 事業主体につきましては、ＪＡ本別町でございます。  

 今年度の申し込み戸数といたしましては１９戸。電牧柵で８ ,１２０メートル、金属柵

で３万３ ,１００メートルでございます。  

 事業費ですが、６ ,２７４万９ ,０００円で要望しておりましたが、交付額が５ ,６９２

万円で５８２万９ ,０００円の交付額が減額となったことから、金属柵でおきまして３ ,

２００メートル分が設置できなくなることにより、鹿による食害を防止できないために

農業振興基金を使い、農業者の経営安定に努めてまいりたいと思っております。  

○議長（高橋利勝） 宮崎建設水道課主幹。  

○建設水道課主幹（宮崎恒一） ただいまの梅村議員の御質問にお答えします。  

 まず補正内容につきましては、林業用バックホーの借上が５万８ ,３００円、これが税

込み価格です。それの４０日分で２３３万２ ,０００円。これの運搬料を１２回見ており

ます。これが１２回分で１９万８ ,０００円。  

 そして、高所作業車、これが１２メートルから１３メートルものの高所作業車になっ

ております。これが３万８００円、これも税込みで、これを１０日分見ておりまして、

これが３０万８ ,０００円で、合計２８３万８ ,０００円となっております。  

 あと必要性ですが、住民からの町道の雑木処理、こういった要望が近年多くなってき

ております。  
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 これも農業用のトラクターですとか防除用のスプレーヤー、こういったものが大型化

になってきており、人為的なチェーンソーですとか高枝のこぎり等では手に負えないよ

うな状況になってきておりますので、こうした住民からの要望に応えるために、こうい

った補正をいたしまして、そして雑木処理を行なっていきたいと考えております。以上

です。  

○議長（高橋利勝） 阿部教育次長。  

○教育次長（阿部秀幸） それでは梅村議員の御質問にお答えしたいと思います。  

 まず初めに、１８節の本別高校の教育を考える会の１ ,２１９万２ ,０００円について

でございます。これにつきましては、前段説明の中でもございましたとおり、当初予算

で議員の皆さんに予算を通していただいたものではございますが、新型コロナウイルス

の状況が、オーストラリアにつきましても発生が現在も収まらないということでござい

まして、現地のほうもそれぞれ学生の皆さん含めてオンラインでリモート授業をしてい

るような状況にもなっているということをお聞きしているところです。  

 子どもたちの安全、安心を考えますと、とても向こうに派遣するような状況には、今

年度はないということで、高校を考える会の役員会の中にお諮りをいたしまして、協議

をした上で決定をしてきているところでございます。  

 ただし、当初見込んでいた額から３０万円だけ、今後のオーストラリア、ミッチェル

との交流を継続していく上で、交流を図っていたほうがいいのではないかと、ただただ

ここで派遣をしないことで終わるということではなく、来年以降も続くという趣旨の中

で３０万円を残させていただいて、その中で向こうとの通信料、要はオンラインによっ

て向こうの学校が落ち着いた時に交流を結ぼうということの準備として、ポケットＷｉ

－Ｆｉを４台で６カ月分９万２ ,４００円。それと通信機器として６５型のモニター、大

きいものを体育館等に置いて交流できればと思っていますので、これに１３万円。それ

からこれに要するウェブカメラを３万円、あとスピーカーマイクとして２万円。あと雑

費の中で消耗費、あと郵便料等も出てくるものですから、これに２万７ ,６００円という

ことの内訳で３０万円を残させていただいて、今回残りの分について減額をさせていた

だくこととさせていただきました。  

 続きまして、勇足中学校の校舎ボイラー更新工事についてであります。これにつきま

しては、勇足中学校の校舎のボイラー現在１基、校舎用として当然暖房機能を果たすよ

うに平成１５年にボイラーの改修工事を更新して以降、１７年が経過している現状でご

ざいます。  

 これまで、必ず冬に使用する前に年１回の保守点検を行ないつつ、内部清掃と点検を

行なってきているところでございます。昨年の保守点検では、指摘事項はございません

でした。ただ、過去に平成３０年と平成元年、この２年度に渡って一部修繕を行なって

きております。昨年の検証の中ではなかったのですが、冬に入りまして、２月に入って

からすぐにボイラーの調子が悪いと、温まらなくなってきているということで、学校か

ら連絡があって、保守をしている業者のほうにも見ていただいたのですが、原因が分か

らなかったので、それで経過を見ましょうということで調整をしながら期間をおいて複
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数回見ていただいております。その時に確認した中では、真空ボイラーになっているの

でございますが、機器的に真空にならなくて温水にすることができない状況になってい

るというところまで突き止めました。  

 ただ、時期がもう２月末に入ってきておりまして、現状新型コロナの関係で２月２７

日から学校が臨時休業になってしまいましたので、とりあえず新年度まで我慢しようと

いうお話と、学校のほうには１カ月延びてしまったということも見えてきたので、我慢

しようということで我慢をしたことと、学校においては教職員、職員室だけストーブを

用意して、なんぼかでも炊けているのですが寒くてだめだということで、ストーブを用

意しながら対応してきております。  

 今回、そういう状況がございまして、今後冬に向かって修繕作業を計上できなかった

状況もございましたので、冬に向かって更新をしたいということで今回計上させていた

だいたところでございます。  

○議長（高橋利勝） 梅村議員。  

○３番（梅村智秀） それでは改めてお伺いをいたします。  

 １２ページ、１３ページ、６款農林水産業費の部分でございます。負担金補助、鳥獣

被害防止総合対策事業の部分でございますが、こちらについては現状の認識といたしま

して、本町においてもいわゆる鹿による、鹿だけではないのでしょうけども、主に鹿に

よる農作物の被害というものが甚大なものがあるということが継続されているという認

識の上での御提案だということでよろしいのかという確認でございます。  

 続きまして、８款の土木費、１３節の借り上げ料の部分でございますが、こちらにつ

いて当初の予算では８３２万４ ,０００円でございました。今回の補正で２８３万８ ,０

００円というところで、当初予算の３０％超にもなっているところでございます。  

 これ当初の見込みとして、いかがだったのかなと感じるところもあるのですが、御答

弁の中では近年そうした支障木の、住民からの相談があるというところでございまして、

近年というところであれば、本来冬期間に主にこうした雑木処理というものは行なって

いたという認識があるのですけども、この本年の単年度で済むものなのか、次年度につ

いても予算的なものとして、検討していく事案なのかについて御認識をお伺いいたしま

す。  

 続きまして、１０款の教育費、負担金補助の本別高校の教育を考える会の減額１ ,２１

９万２ ,０００円の部分でございます。こちらの当然、これは周知の中である、いわゆる

世界的にこの新型コロナウイルスの感染が拡大しており、なかなかそうした、いわゆる

対面式であるとか現地へ訪問するということが困難であるというところは共通認識にあ

るというところでございます。  

 御答弁の中からでございますが、いわゆるその中ででも接点をきちんと持っていこう

と、その中で具体的にはオンラインの中で接点を持っていこうというところで、これが

途絶えることなく、しっかりとしたそもそものミッチェルとの国際理解教育というとこ

ろは、形は変わりながらも継続されていくものだという理解でよろしいのかという点と、

この辺について考える会を始め、生徒さんとか保護者さんとかというものとも、十分な
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協議がなされた上での御提案、または場合によってはさらに進化させていく、深めてい

くとかそういったところのお考えもあるのかという点について、お伺いをいたします。  

 続きまして、１４節の工事請負費、勇足中学校の校舎ボイラー更新工事の部分でござ

いますが、こちらの真空式のバコティンヒーターかなと察するところでございますが、

こちらに不具合があると、当然冬に向かってというところでございまして、このヒータ

ー自体、今の使い方と言いますか、機種によって温水の給水経路を３回路とか４回路に

したりもできると思うのですが、具体的に温水の利用の部分についてなのですけども、

校舎内のどこで利用できるものなのかという点について、お伺いいたします。  

○議長（高橋利勝） 篠原農林課長。  

○農林課長（篠原順彦） 梅村議員の御質問にお答えします。  

 梅村議員、おっしゃるとおりでございます。  

○議長（高橋利勝） 宮崎建設水道課主幹。  

○建設水道課主幹（宮崎恒一） 梅村議員の再質問にお答えします。  

 今までの予算の中での執行状況だったのですが、これはほとんどバックホーにつきま

しては、側溝の土砂上げですとか横断管の入れ替え、あとのり面の修理、そういったも

のをメインにやってきております。  

 そして、その中で予算を見ながら冬に雑木処理等を行なってきております。ただ、近

年と言ったのは、それが追い付かない状況で、それで今年なのですが夏場でもすぐ処理

をしていただきたいという声が結構出ていたものですので、それと合わせてこのバック

ホー、グラップルでやれば、例えば１カ所やれば４、５年は大丈夫かなということもあ

りますので、これは計画的に次年度以降も進めていきたいと考えております。以上です。  

○議長（高橋利勝） 阿部教育次長。  

○教育次長（阿部秀幸） それでは、梅村議員の再質問にお答えしたいと思います。  

 まず本別高校の教育を考える会についてでございます。先ほどもお話したとおり、残

った３０万円で、リモートで向こうのミッチェルのほうと交流授業をしながら深めてい

こうと、今後に繋がるような形をとることで、次年度の２年生に対しても繋がっていく

だろう、全校で集まってというようなイメージを描きながら、向こうと協議を進めてい

ると、まだ向こうが落ち着かないという状況もあるのでできないというところで、その

準備だけはしておこうというところでございます。  

 それから勇足中学校の部分でございますが、今お話のあった回路の部分、経路の部分

につきましては１階と２階の２回路という形で、あくまで校舎の中だけのものという形

になってございます。以上でございます。  

○議長（高橋利勝） 梅村議員。  

○３番（梅村智秀） 改めてお伺いをいたします。  

 １２ページ、１３ページ、８款土木費の１３節借上料の部分でございますが、こちら

バックホーの中でグラップルを使って支障木の処理をしていけば、その箇所について４、

５年は大丈夫だというような御答弁をいただきまして、今後もその計画的にというとこ

ろでございましたが、当然本町においても町道総延べ４００キロメートル以上あるのか



- 18 - 
 

なというところで、そのうちの農作業車が通るようなところとか、大型車が通るような

ところというのが、これから徐々に処理していく中で、当然そういった今年度着手でき

なかったところについても、今後巡回等を深めて次年度やっていくというようなお考え、

そういった必要性というのは今感じていらっしゃるというような理解でよろしいのかと

いう確認が１点でございます。  

 続きまして、１４ページ、１５ページ、１０款の１８節負担金補助及び交付金の部分、

本別高校の教育を考える会、ミッチェルへの海外研修の部分でございますが、こちらの

３０万円を使って次年度以降に繋がるようなオンラインのつながりを作っていこうとい

うような御答弁をいただいたところですが、そもそもこれ額もそうですし、事業内容と

してもこれまでの中にはなかった新しいものとして提案されたものでございますが、こ

れが実質こういった現況下におきながらもできなくなった、なくなってしまったという

ところについて、今後の影響、またこの新型コロナウイルスの感染拡大というものは収

束の見込みというのが世界的にも立っていない中で、今後この事業ができなくなったよ、

予定どおりできなくなったよというところについての、今後及ぼすであろう影響等につ

いて、またその対策等についてどのようにお考えか、改めお伺いをいたします。  

 最後、工事請負費の部分でございますが、勇足中学校の校舎ボイラー更新工事、１階

と２階の２回路、給湯として使っているというところでございましたが、こちらいわゆ

る蛇口として使える部分については何カ所くらいあるのか、また利用できるのはどのよ

うな方々なのかについて、お伺いをいたします。  

○議長（高橋利勝） 宮崎建設水道課主幹。  

○建設水道課主幹（宮崎恒一） ただ今の御質問にお答えします。  

 当然、雑木処理１年ですべての町道の処理はできませんので、今後何年かで計画的に

こういったグラップルを借りながら雑木処理、こういった対応を進めていきたいと考え

ております。以上です。  

○議長（高橋利勝） 阿部教育次長。  

○教育次長（阿部秀幸） 再度質問にお答えしたいと思います。  

 まず本別高校の教育を考える会の部分でございます。これにつきましては先ほどもお

話させていただきましたが、確かに当初には上げておりません。本来ですと現地に行っ

て、交流をしてというところではありましたが、そこで断ち切ってしまうと次年度以降

向こうとの交流ができないということは当然ですし、子どもたちもおそらく悔いが残る

のではないかということもありますから、きちんとした形での交流事業を行なっていき

たいという思いも含めて、役員会の中でお諮りをして御理解をいただいたというところ

でございます。  

 おそらくそうすることで、２年生だけが交流するということではございません。次年

度以降含めて、一応全校を対象に体育館等を使いながら今の１年生も含めて次年度行く

であろう今の１年生も含めて、そういう形をとってリモートで向こうとの英語による交

流ができると、なおいいだろうということも含めて打ち合わせをさせていただいたとこ

ろでございます。  
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 それから、勇足中学校のボイラーの更新工事でございますが、これにつきましては蛇

口で使うものではございません。あくまでも暖房として、パネルヒーターに送り込む温

水を作るためのボイラーであるというところで、御理解をいただきたいと思います。以

上でございます。  

○議長（高橋利勝） ほかにございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（高橋利勝） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行ないます。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（高橋利勝） 討論なしと認めます。  

 これで討論を終わります。  

 これから、議案第６１号令和２年度本別町一般会計補正予算（第１３回）についてを

採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 異議なしと認めます。  

 したがって、議案第６１号令和２年度本別町一般会計補正予算（第１３回）について

は、原案のとおり可決されました。 

 暫時休憩いたします。 

午前１１時０８分  休憩 

午前１１時２０分  再開 

○議長（高橋利勝） 休憩前に引き続き会議を開きます。  

───────────────────────────────────────── 

◎日程第７ 議案第６２号  

○議長（高橋利勝） 日程第７ 議案第６２号令和２年度本別町国民健康保険特別会計

補正予算（第３回）についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 久司住民課長。 

○住民課長（久司広志） 議案第６２号令和２年度本別町国民健康保険特別会計補正予

算（第３回）につきまして、提案内容を御説明申し上げます。  

今回の主な補正内容につきましては、新型コロナウイルス感染症緊急対策における国

民健康保険税の減免及び国からの財政支援、令和元年度の決算に伴います前年度からの

繰越金、基金積立の増額補正が主な内容となってございます。  

予算書の１ページをお開きください。  

歳入歳出予算補正。  

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２ ,１７２万９ ,０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１１億４ ,９６１万５ ,０００円とする内容でご
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ざいます。  

それでは、歳出から事項別明細書により御説明申し上げます。  

５ページ、６ページをお開きください。  

２、歳出ですけども、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、１２節委託料

６万１ ,０００円の増額補正は、オンラインによる資格管理連携業務を国保連に委託する

ものですが、当初、下の１８節、負担金補助及び交付金で計上してございましたが、道

からの補助事業の対象経費として通知があり、委託料に組み換えるものでございます。  

下段の６款保健事業費、１項１目特定健康診査等事業費、１２節委託料１９８万円の

増額補正は、当初、特定健康診査及び特定保健指導に要する金額を計上してございまし

たが、医療費適正化事業が追加になったことによる増額となってございます。  

なお、全額、特別調整交付金で賄われます。  

下段の７款１項１目基金積立金、２４節積立金１ ,２６９万８ ,０００円の増額補正は、

令和元年度の決算により、剰余金を基金に積み立てるものでございます。  

 基金の状況ですけども、令和元年度末現在１億３６０万２ ,０００円、今回の積立金１ ,

２６９万８ ,０００円を加えますと、合計で１億１ ,６３０万円になります。  

下段の８款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目一般被保険者保険税還付金、

２２節償還金利子及び割引料５万２ ,０００円の増額補正は、新型コロナウイルス感染症

緊急対策によります令和元年度分の国民健康保険税の減免により発生した還付金でござ

います。  

次の３目償還金、２２節償還金利子及び割引料６９９万９ ,０００円の増額補正は、令

和元年度決算にともないます特定健康診査等負担金及び保険給付費等交付金普通交付金

の超過分に係る返還金でございます。  

以上で、歳出を終わりまして、３ページ、４ページをお開きください。  

１、歳入ですけども、上段の１款１項国民健康保険税、１目一般被保険者国民健康保

険税、１節医療給付費分現年課税分４４万５ ,０００円の減額補正は、新型コロナウイル

ス感染症対策に係ります令和２年度国民健康保険税医療給付費分の減免及び財源調整と

なってございます。  

その下、２節後期高齢者支援金分現年課税分９万４ ,０００円の減額補正は、新型コロ

ナウイルス感染症対策に係ります令和２年度国民健康保険税後期高齢者支援金分の減額

で、その下、３節介護納付金分現年課税分７ ,０００円の減額補正は、新型コロナウイル

ス感染症緊急対策に係ります令和２年度国民健康保険税の介護納付金分の減免でござい

ます。  

下段の３款道支出金、１項道補助金、１目保険給付費等交付金、２節保険給付費等交

付金特別交付金２１８万９ ,０００円の増額補正は、支出で説明しました特定健康診査等

事業に追加されました医療費適正化事業に対する交付金、また、令和元年度及び令和２

年度国民健康保険税減免分に伴います財政支援によるものでございます。  

下段の６款１項繰越金、１目１節その他繰越金１ ,９６９万７ ,０００円の増額補正は、

一般被保険者分の前年度からの繰越金でございます。  
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下段の８款国庫支出金、１項１目国庫補助金、１節災害等臨時特例補助金２３万６ ,

０００円の増額補正は、令和２年度国民健康保険税減免分に伴います財政支援ございま

す。  

その下、２節社会保障・税番号制度システム整備費補助金１５万３ ,０００円の増額補

正は、歳出で説明しましたオンライン化による資格管理業務委託料のほか、そのシステ

ム修正にかかります国庫補助金で、道から通知があり新規で計上を行なうものでござい

ます。  

以上、議案第６２号令和２年度本別町国民健康保険特別会計補正予算（第３回）につ

きましての説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。  

○議長（高橋利勝） これから質疑を行ないます。  

 質疑は歳入歳出一括とします。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（高橋利勝） 質疑なしと認めます。  

これで質疑を終わります。  

 これから討論を行ないます。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（高橋利勝） 討論なしと認めます。  

 これで討論を終わります。  

 これから、議案第６２号令和２年度本別町国民健康保険特別会計補正予算（第３回）

についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 異議なしと認めます。  

 したがって、議案第６２号令和２年度本別町国民健康保険特別会計補正予算（第３回）

については、原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────── 

◎日程第８ 議案第６３号  

○議長（高橋利勝） 日程第８ 議案第６３号令和２年度本別町後期高齢者医療特別会

計補正予算（第２回）についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 久司住民課長。 

○住民課長（久司広志） 議案第６３号令和２年度本別町後期高齢者医療特別会計補正

予算（第２回）につきまして、提案内容を御説明いたします。  

今回の補正内容につきましては、令和元年度の決算に伴います繰越金の清算となって

ございます。  

予算書の１ページをお開きください。  

歳入歳出予算補正。  
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第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２８万２ ,０００円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億４ ,２４７万３ ,０００円とする内容でございます。 

それでは、歳出から事項別明細書により、御説明いたします。  

３ページ、４ページをお開きください。  

初めに下段の２、歳出ですが、３款諸支出金、２項繰出金、１目一般会計繰出金、２

７節繰出金２８万２ ,０００円の増額補正は、令和元年度の清算に基づきます一般会計へ

の繰出金によるものでございます。  

 上段の１、歳入ですけども、３款１項１目１節繰越金２８万２ ,０００円の増額補正は、

令和元年度からの繰越金でございます。  

以上、議案第６３号令和２年度本別町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２回）に

つきましての説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。  

○議長（高橋利勝） これから質疑を行ないます。  

 質疑は歳入歳出一括とします。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（高橋利勝） 質疑なしと認めます。  

これで質疑を終わります。  

 これから討論を行ないます。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（高橋利勝） 討論なしと認めます。  

 これで討論を終わります。  

 これから、議案第６３号令和２年度本別町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２回）

ついてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 異議なしと認めます。  

 したがって、議案第６３号令和２年度本別町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２

回）については、原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────── 

◎日程第９ 議案第６４号  

○議長（高橋利勝） 日程第９ 議案第６４号令和２年度本別町介護保険事業特別会計

補正予算（第２回）についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 飯山保健福祉課長。 

○保健福祉課長（飯山明美） 議案第６４号令和２年度本別町介護保険事業特別会計補

正予算（第２回）について、提案理由の説明を申し上げます。 

今回の補正は、保険者機能強化推進交付金並びに介護保険保険者努力支援交付金の内

示による調整及び令和元年度の決算に伴う清算であります。 
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予算書の１ページをお開きください。 

歳入歳出予算補正。 

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１,３５９万５,０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１０億３,４４２万８,０００円とする内容であ

ります。 

それでは、事項別明細書により御説明いたします。 

予算書の５ページ、６ページをお開きください。 

２、歳出ですが、４款１項１目基金積立金９１０万円の補正は、前年度繰越金を基金

に積み戻しするものです。 

なお、積立金の状況ですが、令和元年度末の基金残高５,６６６万６,０００円。 

今回積立金９１０万円を合わせますと６,５７６万６,０００円となる見込みでありま

す。 

次の段の５款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、２目償還金１０５万６,０００円

の補正は、前年度の決算に伴う清算で、介護給付費を国、道に償還するものです。 

次の２項繰出金、１目一般会計繰出金３４３万９,０００円の補正は、前年度の決算に

伴う一般会計への清算償還金であります。 

３ページ、４ページをお開きください。 

１、歳入ですが３款国庫支出金、２項国庫補助金、４目保険者機能強化推進交付金２

２５万９,０００円及び５目介護保険保険者努力支援交付金２０４万４,０００円は、交

付内示を受けての増額補正であります。 

下から２段目の７款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、２節地域支援

事業繰入金４３０万３,０００円の減額補正は、保険者機能強化推進交付金及び介護保険

保険者努力支援交付金の交付内示により、繰入金を減額するものです。 

次の段の８款１項１目繰越金１,２１５万３,０００円の補正は、前年度決算に伴う繰

越金であります 

以上、令和２年度本別町介護保険事業特別会計補正予算（第２回）の提案説明に変え

させていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（高橋利勝） これから質疑を行ないます。  

 質疑は歳入歳出一括とします。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（高橋利勝） 質疑なしと認めます。  

これで質疑を終わります。  

 これから討論を行ないます。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（高橋利勝） 討論なしと認めます。  

 これで討論を終わります。  

 これから、議案第６４号令和２年度本別町介護保険事業特別会計補正予算（第２回）

についてを採決します。 
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 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 異議なしと認めます。  

 したがって、議案第６４号令和２年度本別町介護保険事業特別会計補正予算（第２回）

については、原案のとおり可決されました。 

◎日程第１０ 議案第６５号  

○議長（高橋利勝） 日程第１０ 議案第６５号令和２年度本別町介護サービス事業特

別会計補正予算（第４回）についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 前佛老人ホーム所長。 

○老人ホーム所長（前佛清治） 議案第６５号令和２年度本別町介護サービス事業特別

会計補正予算（第４回）につきまして、提案理由の説明を申し上げます。  

今回の補正は、施設の修繕及び医療廃棄物処理業務委託料の増額が主な内容でござい

ます。  

それでは、予算書の１ページをお開き願います。  

 歳入歳出予算補正。  

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９０万４ ,０００円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ３億７ ,５００万６ ,０００円とするものであります。  

 それでは、事項別明細書により歳出から御説明させていただきます。  

３ページ、４ページをお開き願います。  

 下段の２、歳出ですが、１款介護サービス事業費、１項１目施設介護サービス事業費、

１０節需用費、修繕料８７万５ ,０００円の増額補正は、消防設備修理、ボイラー修理及

び当初見込んでいた小破修繕対応修理費がございまして、７月末段階で不足するという

ことで、今後の見込みを含めて増額するもの、次に１２節委託料中、医療廃棄物処理業

務委託料５万５ ,０００円の増額補正は、医療的処置が必要な利用者が増加し、医療廃棄

物の量が増加したことに伴い、今後の見込みを含めて増額するものであります。その他

につきましては執行見込による調整であります。  

戻りまして、上段の１、歳入ですが、４款繰入金、１項他会計繰入金、１目１節一般

会計繰入金８９万４ ,０００円の増額補正は、歳出で説明しました事業執行見込みにより

調整するものであります。  

以上、令和２年度本別町介護サービス事業特別会計補正予算（第４回）の提案説明と

させていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。  

○議長（高橋利勝） これから質疑を行ないます。  

 質疑は歳入歳出一括とします。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（高橋利勝） 質疑なしと認めます。  

 これで質疑を終わります。  
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 これから討論を行ないます。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（高橋利勝） 討論なしと認めます。  

 これで討論を終わります。  

 これから、議案第６５号令和２年度本別町介護サービス事業特別会計補正予算（第４

回）についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 異議なしと認めます。  

 したがって、議案第６５号令和２年度本別町介護サービス事業特別会計補正予算（第

４回）については、原案のとおり可決されました。 

◎日程第１１ 議案第６６号  

○議長（高橋利勝） 日程第１１ 議案第６６号令和２年度本別町公共下水道特別会計

補正予算（第２回）についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 坪建設水道課長。 

○建設水道課長（坪忠男） 議案第６６号令和２年度本別町公共下水道特別会計補正予

算（第２回）について、提案内容を御説明申し上げます。  

今回の補正は、個別排水処理施設整備事業よる浄化槽設置基数増によるものでありま

す。  

補正予算書の１ページをお開きください。  

歳入歳出予算補正。  

第１条、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２１３万７ ,０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４億６ ,８８４万７ ,０００円とする内容でありま

す。  

それでは、歳出から事項別明細書により御説明いたします。  

４ページ、５ページをお開きください。  

下段にあります、２、歳出ですが２款土木費、１項下水道費、２目個別排水処理施設

新設費、１４節工事請負費２１３万７ ,０００円の増額は、共栄及び美里別地区の建物新

築物件２件の浄化槽の設置申込みが、新たにあったため、増額し対応するものです。  

上段の１、歳入ですが、４款１項繰入金、１目一般会計繰入金１０３万７ ,０００円の

増額は、歳出で説明いたしました浄化槽の設置基数増によるものです。  

７款１項町債、１目土木債、１節下水道債１１０万円の増額は、歳出で説明いたしま

した浄化槽の設置基数増によるものです。  

３ページにお戻りください。  

第２表、地方債補正。  

１、変更。内容といたしましては、起債事業の事業費の変更に伴い限度額を変更する
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ものです。  

起債の目的。個別排水処理施設整備事業の限度額３ ,１００万円を３ ,２１０万円に改

めるものであります。  

起債の方法、利率、償還の方法は変更ありません。  

以上、令和２年度本別町公共下水道特別会計補正予算（第２回）の提案説明とさせて

いただきます。どうぞ、よろしく御審議をお願いいたします。  

○議長（高橋利勝） これから質疑を行ないます。  

 質疑は歳入歳出、地方債補正一括とします。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（高橋利勝） 質疑なしと認めます。  

 これで質疑を終わります。  

 これから討論を行ないます。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（高橋利勝） 討論なしと認めます。  

 これで討論を終わります。  

 これから、議案第６６号令和２年度本別町公共下水道特別会計補正予算（第２回）に

ついてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 異議なしと認めます。  

 したがって、議案第６６号令和２年度本別町公共下水道特別会計補正予算（第２回）

については、原案のとおり可決されました。 

◎散会宣告  

○議長（高橋利勝） 以上で、本日の日程は全部終了しました。  

 念のため申し上げます。  

 明日９月９日から１５日までの７日間は休会であり、９月１６日午前１０時再開であ

ります。  

 これをもって通知済みといたします。  

 なお、一般質問の通告は、９月１０日正午をもって締め切ります。  

 質問のある方は、締め切り時間厳守の上、提出願います。  

 本日は、これで散会します。  

 暑い中、御苦労さまでした。  

散会宣告（午前１１時４５分）  
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開議宣告（午前１０時００分） 

───────────────────────────────────── 

◎開議宣告 

○議長（高橋利勝） これから、本日の会議を開きます。 

 なお、マスクの着用につきましては、発言される場合は外しても構いませんので、お

知らせをいたします。 

───────────────────────────────────── 

◎日程第１ 議会運営委員長報告 

○議長（高橋利勝） 日程第１ 議会運営委員長から報告を行ないます。 

 議会運営委員長、阿保静夫議員、御登壇ください。 

○議会運営委員長（阿保静夫）〔登壇〕 報告いたします。 

 意見書の取扱いについて申し上げます。 

 本日までに３件の提出がありました。 

 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の

確保を求める意見書、国土強靱化に資する道路の整備等に関する意見書、種苗法の改定

に関する意見書、以上３件の意見書については、最終日の本会議で審議する取り運びを

予定いたしました。 

 以上、報告いたします。 

○議長（高橋利勝） これで、報告済みといたします。 

───────────────────────────────────── 

◎日程第２ 一般質問 

○議長（高橋利勝） 日程第２ 一般質問を行ないます。 

 順次、発言を許します。 

 ６番大住議員。 

○６番（大住啓一） 議長の許可をいただきましたので、通告いたしました１問につい

て質問をいたします。 

 冒頭に、一昨年９月６日に起きました北海道胆振東部地震から２年が過ぎ亡くなら

れた方々、被害を受けた方々に御冥福をお祈りし心よりお見舞い申し上げます。 

 また、現下コロナ禍の折、感染拡大防止のため日夜御尽力をいただいている医療関係

者の皆様に、敬意と感謝の意を表させていただきます。ありがとうございます。 

 それでは、令和３年度予算編成に向けた行政改革の進め方は、についてお伺いいたし

ます。 

 新年度予算の編成は国・地方を問わず、新型コロナウイルスの影響で、過去に経験の

ない対応が求められています。景気の低迷による税収の落ち込み等に対処するため、行

政改革の推進が求められていますが、行政改革の現状と考え方をお伺いいたします。 

 １点目の国のコロナ対策に伴う新規国債発行が約９０兆円、また過疎法の考え方な
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どを鑑みたとき、地方交付税の減額、さらには町税の減収が懸念されますが、お考えは

いかがでしょうか。 

 ２点目の令和２年度から、会計年度任用職員制度が導入されました。定数外職員約２

２０人の動向と賃金の総支給額の推移はどのようになりましたか。制度導入後、正職員

になった人数は何人でしょうか。また、職員の中で長期休職者数及び出向・派遣職員数、

町外からの通勤している職員の人数は幾人でしょうか。管内町村の中で、同規模程度の

町の職員数はどのようになっているかお伺いたたします。 

 ３点目の行政改革の中で、約１００事業、約４億円の補助金の見直し作業と進捗状況

は、また、十勝町村会等に拠出している負担金見直しの考えはどのようにお考えかお伺

いいたします。 

 ４点目の予算編成に当たっての財政調整基金の残高と全基金、これは約２８億円程

度になろうかと思いますが、この基金の一元化をする考えはあるのかないのかお伺い

いたします。 

 また、今後の財政状況を鑑みたとき、人件費、今年度当初予算で約１８億円でござい

ますが、この人件費の削減も視野に入れるべきと思いますが、先立って町長御自身の給

料削減の考え方をお伺いいたします。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫）〔登壇〕 大住議員の令和３年度の予算編成に向けた行政改革の進

め方の御質問ですが、多くの御質問いただきましたので、答弁も少し多くなるかと思い

ますが、御了解をいただきたいと思います。 

 まず１点目につきましては、国の現状でありますが、令和２年度の新規の国債発行

は、当初予算において３３兆円程度でありましたが、新型コロナウイルス感染症に伴い

まして、１次補正また２次補正の編成により９０兆円を超す規模となったところであ

ります。 

 また、来年度の地方財政対策においては、新型コロナウイルス感染症による経済の落

ち込みから、地方交付税の原資となります国税・所得税・法人税・消費税ですが、これ

の減少に伴いまして、地方交付税の総額の大幅な減少が予想されるところでもありま

す。これらを踏まえますと議員御質問のとおり、本町におきましても新型コロナウイル

ス感染症の終息時期が見通せず、また、町税収の落ち込みが懸念をされ、また、国の地

方交付税総額の減少に伴いまして、普通交付税の交付額の減額は避けられないものと

考えているところであります。 

 次に、過疎地域の自立促進特別措置法、いわゆる過疎法でありますけれども、令和２

年度の末で現行法の期限が切れるのを受けまして、令和３年度以降この過疎地域の持

続的発展を理念にした新法の制定を目指す過疎連盟含めて、方針を示しているところ

であります。本町におきましては、次年度以降も過疎対策事業債の発行などの財政措置

を受けられるものと考えているところであります。 
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 さらに、町税の減収についての懸念につきましては、町税収入は個人町民税と固定資

産税で約８割を占めておりますが、令和３年度の個人町民税では、新型コロナウイルス

感染症の影響で主に飲食、サービス業の事業所におけるパート労働者の給与の落ち込

みなどから、給与所得の減少が見込まれるところであります。 

 また、固定資産税では、令和３年度の評価替えによります評価額が減少、新型コロナ

緊急経済対策によります中小企業に対する償却資産などの減免制度もあり、減少が見

込まれますが、現時点での見込みといたしましては、過去５年間の実績の平均額９億３ ,

６８０万円が５年間の平均でありますが、これは確保できるのではないかと考えてお

りまして、令和２年度の決算でもこの５年間の例年の実績の数字が確保されるものと

見込んでいるところであります。 

 いずれにいたしましても、新型コロナウイルス感染症による地域経済の影響は大き

なものでありまして、今後の財政運営は一層厳しい状況となってくると考えていると

ころであります。 

 ２点目であります。 

 ２点目の御質問でありますが、会計年度任用職員制度の導入前の準職員含む定数外

職員２２０名につきましては、制度導入後の４月１日現在で１８０名となりまして、共

済費を除く賃金・報酬などの支給総額は令和元年度約４億５ ,１００万円が、令和２年

度で約３億２ ,６００万円となっております。制度導入後に正職員となった人数であり

ますが、４月１日に新規採用職員８名、合わせて準職員３０名がおりまして、このうち

２７名を正職員として採用いたしました。残る３名につきましては、定年退職が１名、

自己都合で退職が１名、また、会計年度任用職員を希望した方が１名となっておりま

す。 

 また、職員で長期休暇を取得している人はという御質問でありますが、残念ながら病

気療養中で長期入院されて、療養されている方が１名ということであります。 

 また、出向・派遣職員につきましては、今年の７月１日から本別町社会福祉協議会へ

１名を派遣をしているところであります。町外からの通勤者につきましては、現在、事

務職員で１名、保健師で２名、調理師で１名、看護師で１２名ということになっており

ます。 

 次に、管内の同規模の町村における職員数の現状でありますけれども、一般職員を数

字で申し上げます。一般職員、現業がそれぞれ病院が持っていたり、保育所持っていた

り、現業たくさんあるなしがありますので、一般職員の総数でこれは比較をさせていた

だきたいと思います。 

 まず、本別町は一般職員で１２５名、清水町が１４１名、足寄町が１５２名、池田が

１１０名、広尾が１１１名ということであります。人口を１ ,０００人当たりの職員数

で％で表しますと、本町が１７ .１４人、足寄町が２１ .９４人、池田町が１６ .３０人、

広尾町が１６ .１１人、ちなみに隣村の浦幌ですが２７ .７人、士幌町が１７ .８５人、上
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士幌町が１８ .００人となっておりまして、このような近隣の町村の人数となっている

ところであります。 

 次、３点目の御質問でありますけれども、まず御質問の補助金の見直し作業と進捗状

況についてお答えをいたします。 

 令和２年度の当初予算におきまして、補助金を支出する総数は１２０件で、予算額に

して６億５ ,８３０万７ ,０００円になります。このうち債務負担行為の議決をいただい

た義務的経費に近い性格を持つ給付金・交付金・償還金・利子補給など削減が不可能な

ものについては１６件、２億４ ,１０８万９ ,０００円であります。これを除きますと御

質問にありますとおり１０４件、４億１ ,７２１万８ ,０００円の余剰となっております。 

 現在、行政改革推進本部の補助金等の見直し検討部会におきまして、補助金について

は見直し作業を進めておりまして、その考え方といたしましては、一つ目には昨年度４

２件の補助金に対し、見直しなどの審査を行なっておりますが、審査結果後の反映状況

と影響などを検証しますとともに、さらにほかの補助金についても見直しが必要なも

のについて審査をいたしております。 

 二つ目といたしましては、本来、町が行なうべき公共的な事業を担っていただいてい

る団体と、国や北海道と協調した事業を実施すべき補助を受けている団体などへの補

助金を除きまして、他の補助金については向こう３年間を補助期間の終期設定を全て

行なっていく考えであります。 

 三つ目でありますが、新型コロナウイルス感染症の影響によりまして、予定の事業が

実施されないなどの理由によって事業費の執行の見込みがない、また、事業費が縮減と

なった場合につきましては、補助金交付額の変更によりまして減額の補正を図ってい

く考えであります。 

 次、負担金についてですが、令和２年度の当初予算における負担金として支出するも

のとして、総数ですが１４４件、予算額にして８億９ ,０１３万５ ,０００円となってい

ます。 

 御質問の十勝町村会などに拠出をしております負担金の見直しの考え方であります

けれども、十勝圏の複合事務組合、また、とかち広域消防事務組合のように、広域連携

で事業を実施しているものの負担は３３件、３億３ ,４７２万１ ,０００円で、十勝圏全

体、あるいは十勝東北部の池北三町が合同で実施することにより、広域連携によるス

ケールメリットを生かした事業展開で、共通課題の解決や行政事務執行の効率化が図

られるとともに、事業費の抑制ができているものと考えておりますので、現段階におい

ては、これらは現状のままと考えております。 

 その他の負担金につきましては、昨年度、全負担金の検証を行なっておりますので、

引き続き検証と見直しを進めていくということであります。 

 次に、基金の一元化の御質問でありますが、一般会計における基金は、財政調整基金、

減債基金、その他特定目的基金、１６の基金、これは都市開発基金も含んでいるわけで
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すけれども、６月末時点の全基金の残高は議員御質問のとおり約２８億円となってお

ります。特定目的基金につきましては、特定の行政目的のために資金を積み立て、運用

するよう設定されたもので、設置目的以外の目的に処分は禁じられておりますので、一

方で町の抱える課題と財政状況のもとでは喫緊の行政課題の対応、また、優先度の高い

施策への基金活用が必要であると考えておりますので、このため国の制度や関係団体

との協議などによって実施をする事業のため、明確に区分しなければならない基金を

除きまして、基金の統合・廃止も含めて今後の予算編成に当たり、有効に活用を図る検

討を行なってまいりたいと思います。 

 御質問の人件費の削減につきましては、現時点では削減の考えはございませんので、

以上申し上げて、答弁とさせていただきます。 

○議長（高橋利勝） 大住議員。 

○６番（大住啓一） 町長のほうから、ただいま細かく御答弁いただきました。 

 問題は、認識は同じだと思うのですが、コロナ禍、国難の現段階でございます。した

がいまして、終息するという見通しもまだ立っていないというのが現状かと思う中で、

国のほうとしても１弾、２弾、３弾と、対策を打ってくるということでございます。そ

の分については、国のほうの財源も用意しなければならないということから、９０兆円

で済むか済まないかということも考えられます。 

 したがいまして、地方に１ ,８００ほどある地方公共団体に交付税が１割なり２割な

り、減ってくるのが普通の考え方でないかと思うのですが、その中で町の当初予算につ

いては、ここ過去５年間、平均で６６億円から６７億円ぐらいの当初予算のことになっ

てございます。 

 したがいまして、１割減るということになれば、６０億円ぐらいの予算になるのかな

というふうな考え方しています。６０億円の予算となりますと、行政改革をしないで６

０億円の予算となると、これは町民の皆さんに相当負担といいますか、生活できなくな

るようなことも出てくるということでございます。町長の立場ですから、行政を預かる

立場として、これはあってはならないことということを考えています。 

 それで予算編成会議が、１１月末から１２月の年末にかけては、担当の皆さんが予算

編成をされていくだろうと思います。その中で予算をつくる、その段階の中においてど

のように考えているか、それは私が先ほど質問させていただいた行政改革を進める以

外に何物でもないのではないかと思っております。 

 それで町長の順番、逆になるかもしれませんが、御自身の給料の話はされてなかった

かと思うのですが、１点目、２点目いろいろございますが、まず町税の見通しでござい

ますが、これは９億円ぐらいから余り増減がないのだというようなニュアンスかと思

うのですが、果たしてそのような形になるのかどうなのか。これは今の段階で、９月段

階で多くを求めるのも無理かと思いますけれども、相当シビアな見込額を設定してい

かなければならないのではないかと思っております。 
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 その中で税収が減ってきます。会計年度職員が若干減った、賃金も減っているという

ことで、その辺の部分での努力といいますか、国の制度にのった部分での努力は認める

ところでございますが、同規模町村の職員数等々が今お話ありました。これは数が多け

ればだめだとか、少なければいいというものでもなくて、町民の皆さんが主体になって

いくまちづくりですから、それなりの数がいてもこれは致し方ないことだと思います。

どこで削るかということを考えていかなければならない。その中で正職員になった方

が１００人単位でいるということの、私の聞き間違いだったら訂正していただければ

いいのですが、そういう中身になっているようでございます。 

 それと、行革の補助金と負担金の関係でございますけれども、補助金については町民

の皆さんの生活を第一に考えた中での補助金を設定していくべきであって、これは額

がどうのこうのというのは、それは協議しなければならないということです。行政改革

を担当する、これは国も地方も同じでございますけれども、今あるものを１回、言葉悪

ければ廃止して新しく立ち上げる。これは余り私、横文字は得意ではないのですが、ス

クラップ・アンド・ビルドという考え方でございます。これは行政改革をするものに

とって、一番先に考えなければならないと。ですから今あるものを削っていくというこ

とでなくて、１回白紙の状態にして、要るものをどうするか、要らないものをどうする

かということを深く考えていかなければならないのではないかと思っております。 

 それで、町村会等々に出している負担金でございますが、これはどうしても出さなけ

ればならないというのは、これは負担金ですから、負担金の趣旨からいって理解はする

のですけれども、例えば１００万円出していたものを８０万円にするとか、１０万円出

したものを７万円にするとかという話を、町長も十勝町村会長という重職を何十年も

担ってございますから、その辺の話をきちっとして、どこの町村も今コロナ禍で大変な

ときでございますから、その辺の考え方があるのかないのか、お聞かせいただきたいと

いうことでございます。 

 最後の予算編成に当たっての基金の考え方でございますが、これは２８億円、全基金

がございます。これで基金の性質上、どうしても一元化できない基金あるのは私も承知

してございます。ただ、基金を積んでいて、予算編成のときに有意義な使い方もできな

いようなことでは、言葉悪く言えば宝の持ち腐れになるのではないかというような感

じもいたしますし、その辺がどのようにお考えになっているのかということでござい

ます。 

 それと、国のほうで過疎法の見直し、これは令和３年度については現状のままいくと

いうような流れになるかもしれませんが、将来的に、近い将来ですが、過疎法の見直し

は間違いなく出てくるものだと私は思ってございます。その前段でどのように北海道

町村会、十勝町村会、我々も含めてどのような政府に対して対応していくかというのは

大きな問題でございますけれども、過疎法の見直しがかかった場合に、今、病院の整備

だとかいろいろな道路改良だとか、ほとんどが過疎対策事業費でやっているように認
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識してございます。それらの事業展開していくときに、町村の中で、まちの中でお金を

回す部分も含めれば、やっぱり過疎債の有効利用ということも考えられますので、過疎

法の有効利用も考えた中で予算編成を臨んでいくのが、私は筋でないかなと思ってご

ざいます。 

 町長の御自身の給料の、これは人事院勧告等々が出てからということになろうかと

思いますが、先立って１２月定例会でも提案していただければ審議させていただきま

すし、その辺のお考えと今お話させていただきました基金、これは一元化できる基金に

ついては一元化して、過疎法との絡みの中で有効な予算執行を、６０億円のお金でござ

いますから、執行していくべきでないかと思いますが、その辺の考え方を再度お伺いい

たします。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫） もし、質問で抜けているところがあったら、また質問していただ

けたらと思うのですが、町財政の見込みについてでありますけれども、税収ですね。こ

れ、そのぐらいできるのかということでありますが、先ほど答弁しましたように、本町

では９億円の中ほど、９億５,０００万円ぐらいですね。それで５年間平均でもこのぐ

らいの税収をいただいているところでありますから、これもそれぞれ税務課長を筆頭

にいろいろ分析をしながら令和２年度、３年度へ向けて検討しております。それで必要

であれば、その積算の現状など含めて、税務課長のほうから答弁させていただきますの

でよろしくお願いします。 

 また、４月から任用職員ということになったのですが、これは人数の問題も減ってい

るからいいということでありませんけれども、職員総数もそうですけれども、まさに御

質問のとおりであります。まちの規模のいろいろな行政執行方法が違いますから、職員

が１０人多いとか何人少ないとかというものが、決してそのことがイコールでありま

せんので、それについては、私どもは特に、総体としては職員は多く抱えなければなら

ない。管理部門というのですか、一般事務職部門は相当構造改革含めて職員数が減りま

したけれども、病院や老人ホーム、また現場はなくてはならない人材ですから、ここは

定年退職、例えば定年退職したから次は少し少なくするなんていうことに、なかなかな

るような状況でありませんので、必要な部署についてはきちっと人員配置をしていく

ということでありますから、これもまさに効率よく、そして削減できるところは、また

お互いにスタッフ制も導入しながら事務管理側は、相当人数また減員をしたりしなが

ら今の体制になっているところでありますので、ここは御理解いただきたいなと思っ

ています。 

 また、補助金でありますが、議員御質問のとおり補助金はその都度、補助金検討部会

がありまして、それぞれ一つ一つ細かく検討部会で、これは廃止をするのがいいのか、

また継続するのがいいか、それともまた拡大するのか、それら含めてこれはしっかりと

見直ししていますから、これについては細かく検討部会で検討しながら、補助金のこの
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ありようによってしています。総体としてやっぱり、私どもそれやりながら考えている

のは、御質問ありますように、ずっとやってきたからこれからもやっていかなければな

らないという考え方のやつも、中にはあるのではないかと思うのですね。そこを１回白

紙というか、御質問のように白紙までいかないかもしれませんけれども、ほぼ白紙状態

の中でもう１度、必要なものとまた削減できるもの、また努力していただけるものなど

含めて、大胆に見直しをするというのは、これからも続けていかなければならないこと

でありまして、世の中がこういうことになると、例えば業績のすごくいい職種というか

産業もあってみたり、極端にまた業績が縮小せざるを得ないという部分があったりし

ますから、かといって全額減収分を町が補助金を出すわけにいきませんので、それらを

含めて十分に補助団体等に協議させていただきながら、それぞれ努力させていただく

ということにしていかなければならないというふうに思っております。 

 また、町村会の負担金でありますが、町村会は本当にそれぞれ各町村との協議をしっ

かりしながら、これは積み上げているものですから必要最小限、これは議長会も全部入

りますから、それから期成会だとか項目いっぱいありますので、これも総務課長のほう

から、これらの十勝圏のそれぞれ衛生の管理だとか、また広域消防だとかありますの

で、必要としてそれぞれ広域でやっている部分についての負担金の考え方については、

再度、担当総務課長のほうからお答えをさせていただきたいと思います。 

 基金の考え方でありますが、まさに御質問のとおりであります。私どもも町長に就任

させていただいたときは、財調も４億円から５億円ぐらいしかなかったというのが現

状であります。なぜかというと、悪いという意味でなくて、６億円以上積んだら国から

ペナルティがあるから、それ以上積めないのだということでありましたから、それにし

てもこれだけのまちづくりの中で、それは余りにも私どもは不満だと。そういうことで

目的を変えて、それこそ公共施設の整備基金だとかいろいろ目的を変えて、実は基金を

広く募って積み上げてきたということでありますから、その中でも減債基金のいろい

ろ含めて、先ほど答弁させていただいたように、これはルールとして一元化できないも

のもありますけれども、その一元化にできないものは別にして、一元化できるものは御

質問のように、予算編成のときに非常に職員も含めて苦慮するわけですから、有効に活

用できるよう基金の使用ができるよう、環境にしていくということについては、私もそ

のとおり思っておりますので、これからの予算編成に向けては有効活用含めて基金の

統廃合含めて、それぞれ有効に活用できる体制をとっていきたいなと思っています。 

 過疎法の見直しですが、これは既に全国的に町村会もそうですし、また、議長会もそ

うですし、これは強力に要請しています。十勝的に言うと、ちょっと余談になるかもし

れませんが、過疎に指定されていない、例えば人口が少なくても過疎に指定されていな

い村があったり、町があったりするのですが、ここもそれは人口の減り方からして過疎

でないということになるのですが、過疎法からすると。その中でも函館だとか、釧路が

過疎に入っているのですね。こういうことのそこが悪いという意味でなくて、そういう
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ところも含めて、もともと４ ,０００人とか５ ,０００人のまちがなぜ入れないのだろう

含めて、過疎法の拡大を願いながら、そして過疎法は議員立法ですから、これを今年度

で切れるということでありますから、また、新年度からこの過疎法が順次継続できるよ

うにということで、強力な要請をそれぞれの団体も含めて要請しているところであり

まして、ほぼそのめどが見えてきたということでありますので、先ほど答弁させていた

だいたように、引き続きこの過疎法の私どもはその恩恵に享受できると、そのように考

えておりますので、さらにまた粘り強くこの問題についても要請を続けて、実現させて

いただければなと思っています。 

 また、私を含めての給与の削減でありますが、先ほど申し上げたように職員含めて、

また私どもの給与の削減については、今のところはそういう考えているということで

ありませんで、これを申し上げて答弁とさせていただきたいと思います。 

 以上であります。 

○議長（高橋利勝） 大住議員。 

○６番（大住啓一） 何点か再々質問させていただきますが、ちょっと答弁が分からな

い部分があったのと、再度、質問させていただくということと、税収の見込みについて

担当からというようなお話があったかと思うのですが、私のこの質問した後に見込み

どのぐらいあるのか分かれば、（発言する者あり）後でもいいよ。（発言する者あり）

答弁、先にするの。 

○議長（高橋利勝） 久司住民課長。 

○住民課長（久司広志） 令和３年度の予算編成に向けての税収への考え方についてお

答えをしたいと思います。 

 整理の仕方だったのですが、過去の税収の推移ですとか、令和元年度の実績を踏まえ

て令和２年度の見込みを作ってございます。内容としましては、税収の内容なのですけ

れども、平成２７年当時なのですが、９億円の税収があったところ、年々増加傾向にあ

りまして、令和元年度につきましては９億７,８００万円ほどの実績がございます。そ

れを基に令和２年度の見込みを計算してございます。令和２年度につきましては、９億

６,１００万円ということで見込みを算定してございます。内容につきましては、法人

町民税の減額ですとか、個人町民税のほうが給与所得伸びておりますので、それの増

額、または固定資産税も償却資産が伸びてございますので、その増額を見込んで９億６,

１００万円ということで、令和２年度の見込みを作ってございます。 

 過去５年間の平均なんですけれども、町長のほうから御説明があったのですが、９億

３,６００万円ということで、この数字については確保できるだろうということで計算

をしてございます。 

○議長（高橋利勝） 大住議員。 

○６番（大住啓一） 税金担当のほうから細かくいただきました。 

 要は、本別町の税収の見込みとしては１ ,０００万円単位では変わってくる部分もあ
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りますけれども、ほとんど９億何千万円で遜色がないと、現段階ですね、いう見込額か

という報告でございました。それはそれとして予算編成、これからやっていかなければ

ならないところでございますから、再度質問させていただきますが、先ほど職員数の中

で町長のほうからありましたけれども、町外通勤者が１５名になりますか、足していく

と、技術職も入れれば１５名程度になるかと思います。 

 それと、通勤手当が大体１万円としても、今は１万円から２万円の間ぐらいかと思う

のですが、１２カ月で１８０万円ぐらいになろうかと思うのですが、私の計算が間違っ

てなければ１５人として１５万円、それの１２カ月ですから、そのぐらいになります

ね。それと、税金の関係も出たのですけれども、１５人の方が、町職員の方が町外から

通っていて、本別町に住居があるとすれば当然、道町民税というのは払わなければなら

ない。納税は国民の義務ですから、そうなりますと道町民税で、我々の議員報酬ぐらい

の給料でいくと大体２０万、二十数万円ぐらいになろうかと思う。 

 それで北海道との分け方ですが、四分六ぐらいになるのか半々になるか詳しくは分

かりませんけれども、半分にしても２０万円の道町民税とすれば１０万円ということ

ですね。それでいくと、１人１０万円ですから黙って１５０万円、１６０万円になろう

かと思います。合わせますと３００万円、４００万円弱ぐらいのお金になると。こうい

うことを、行政改革をやる前に、やりながらでもいいのですけれども、進めていくのが

町長のお立場でないかなと思うところでございます。 

 これは居住するのはどこに住んでも構わないということは、日本国憲法の中で保障

はされておりますけれども、地方公務員になった暁には全体の奉仕者でございますか

ら、町民の奉仕者です。これはどう考えても町外から通っているということならない、

お金の計算をざっとしただけでも３００万円からのお金になるということですから、

この辺はどのようにお考えになっているのか、お聞かせいただきたいということと、町

長の給料については、人様の財布の中、私も余り言いたくはないのですけれども、これ

は１２月ぐらいには人事院勧告も勧告されます。これはプラス勧告になるか、マイナス

勧告になるかは分かりませんけれども、その時点で町長も判断するということですか

ら、そのようなことかなと思いますけれども、行政改革で町民の方々に汗をかいてもら

わなければならないときに、まず自分の身を切るというのは大事なことですから、その

辺どのようにお考えになっているかということでございます。 

 それと、今年、話そらすわけではございませんけれども、総合計画の樹立の年でござ

います。これは過疎法が適用になるかならないということが大きな問題になってきま

すし、当然、来年の予算には総合計画が出来上がったとしたら、それは最高上位の計画

ですから、その中での予算編成になろうかと。その辺、予算編成していく上で総合計画

もままならないような内容の行政改革では、いかがかと思います。その辺、どのように

考えているかということですから、今、２点、３点ほどになると思いますけれども、職

員の中での町外の関係、それから過疎法の関係ですか、その辺について予算編成におけ



－ 13 － 

る総合計画の立ち位置といいますか、その辺は皆さん理解していると思いますが、その

辺どのようにお考えなのかお知らせいただきたい。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫） 再々質問の答弁をさせていただきますが、まず、職員数でありま

すが、議員おっしゃるとおり、議員も現職のときからそれは矛盾に感じていたと思うの

ですけれども、一般職、これは私も町長に就任させていただいてから、採用させていた

だくには必ず要件で、本町に住み続けて仕事をしてもらうということでなければ、本町

の職員としてはその任を果たせないので、そのこと条件でということで必ずつけてい

ます。それがどうこうと言いたくありませんけれども、それ以降、一般職の採用につい

ては、それ以降の町外からの通勤はありません。１人いるという答弁しましたけれど

も、それはそれ以前の採用の方で、どうしても事情があって通わなければならないとい

う方が１名であります。 

 あと、現業を含めて、これは本当何ぼ応募してもなかなか人が集まらない、人材が集

まらない、そういう技術職の方含めては、少しずつ増えてきたというのが現状でありま

す。最初はそういうことも含めて住んでいただいたのですが、特に家庭を持っていて本

町に応募していただいて仕事していただくという分については、なかなか私どもの願

いとは一致できませんが、かといってその人材がいなければその職場が回らないとい

うこともありますので、そういうことで現業部門は特に病院、保健師はたまたますぐ近

郊でありますけれども、それと中に調理師さんが１名いますけれども、そういう一般事

務の分と、残念ながらこれはしからばいなければ次の人ということになかなかならな

いという現状も含めて、そこはやむなく町外通勤ということでありますので、そのこと

については、思いは私も同じでありますから、それはこの通勤手当もそのときも議員も

記憶にあると思うのですが、例えば、帯広から通勤しているから、月に１万円だとか、

何万円だとか払うということはだめですよと。あくまでも本別町役場を起点にして、２

キロ以上の方の通勤で手当てはもちろん支給しますけれども、それも自己都合で通勤

する場合は、本別町から町内で一番遠い区域ということの範囲の中の通勤手当を支給

するということでずっとしておりますので、その辺も工夫ということでありませんが、

自己都合で遠くから通うから、その部分通勤手当も支給するというようなことになっ

ておりませんので、その辺も御理解いただきたいなと思っております。 

 あとは過疎法含めてですけれども、総合計画の中で過疎法ができなかったらどうす

るかということでありますけれども、もちろん私どものまちづくりの予算の中で、過疎

法とか、過疎だとか辺地債がなければこれは大変なことですから、これは事業にもなり

ませんので、そのために国も含めて本当によっぽど税収のいい、また、特殊な交付金な

どなどあるそういう財源が豊かなところは適用になりませんけれども、これは大方過

疎法によって地域が、予算が成り立っているのでありますから、先ほども言いましたけ

れども、過疎法は時限立法ですから、また、令和３年から新しく続いていただくという
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ことのめどがつきましたので、これがなければ全国的に、本町だけでなくて予算なんか

つくれるような状況でありませんので、それを含めて国もその推進に向けてしっかり

と方向性を出していただいたということでありますので、それは私どもも引き続き確

実に、また、過疎法これからも適用されるようにこの答弁とさせていただければと思い

ます。 

 また、給与の関係ですけれども、これも前議会でも質問いただきました。何回も質問

いただいています。私どもは本当に申し訳ないと思うのですが、それぞれ職員も構造改

革で財政が大変逼迫したときに、職員の給与も５％、４％、３％、２％、その前には各

種手当も削減を協力してもらいながら、財政再建に向けてきました。町民の皆さんにも

ごみ収集など含めても議会挙げて、また、それぞれ支援をいただきながら、そのような

財政危機状況を乗り切るために努力させていただきました。 

 それ以降、職員の皆さんは何とか回復をしましたけれども、私どもまた教育長、当時

の助役、今の副町長はずっと据え置きのままですから、先だっての議会でも答弁させて

いただきましたけれども、それを比較しますと、既に１億数千万円の規模で、金額で貢

献ということの話にならないかもしれませんが、そのように努力させていただきなが

ら、さらに役職加算も据え置きのまま、そして今回のコロナでもそれぞれ皆さんと合わ

せてそれぞれまた少しかもしれませんが、そういう対応しておりますので、決して町民

の皆さんの負担を強いるのをお願いするときに、自分は、のほほんとしているというよ

うなことでありませんので、そこら辺は一番厳しく受け止めながら、自らもそういうこ

とでずっと気づき、その任に当たっている間はこのような形の中で、私どもも副町長と

教育長には気の毒な部分がありますけれども、でも共にこのまちづくりを担わせてい

ただく立場からすれば、もちろん理解いただきながらずっと続けてまいりますので、何

か首かしげている人がいるかもしれませんが、私どもの思いをぜひこれからもこれは

続けていくと、こういうことで答弁をさせていただきたいと思います。 

 以上であります。 

○議長（高橋利勝） 大住議員。 

○６番（大住啓一） 町長から答弁、何回もいただいています。 

 給料については、これは職員の皆さんの給料を下げれと、一方的な言い方をしている

わけではございません。これはある程度の労働に対する対価といいますか、非常に町民

の皆さんの財産と命を守るという公務員としての立場がございますので、それらは認

識しているつもりでございますけれども、ただ、国の状況、現下のコロナ禍の状況を鑑

みたとき、やはり自分たちでもということになろうかと思います。そのときに町長も、

先頭になっていくべきでないかというふうに思いますが、その辺は先ほど来から答弁

をいただいていますから、それはいいとして、町外通勤者の関係でございます。 

 これは町長おっしゃっている部分は、現業だから云々というお話に聞こえますが、そ

うではなくて、このまちに住んでいただいて、町民の皆さんと一緒に税金も払っていた
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だくと。これは町民税ですね、道町民税という形で、それは例えば隣まちにいれば、そ

ちらに入らなければならないということになります。通勤手当が１万円にしたから、１

万５ ,０００円にしたからいいということではないのですね。これは大昔、よそのまち

ですけれども、十勝の中央、中心市に５０キロ離れたところから通っていて、５万円、

８万円の通勤手当払ったということも数十年前にはございました。我がまちも５万円、

３万円払った時期もあるように聞こえてきています。それは額の問題でなくて、やはり

ここに住んでいただくというのが、基本的な考え方でないですかということでござい

ます。 

 先ほど、私もさっと頭の中で計算しますと、そこそこのお金が浮いてくるといいます

か、まちで使えるということになりますので、それこそ町民の皆さんに喜ばれる予算執

行の方法になるのではないかと、かように思うところでございます。それと、税収が９

億数千万円で、例年どおりぐらいの見込みだということでございます。 

 それと、過疎法の関係は国が相手ですから、今、どうする、こうするということはで

きない、努力はしていただかなければならないと。それで１２月をめどに総合計画を樹

立していくということでございますが、その中で補助金の進捗をどのように捉えるの

か、これは行政改革推進員という方々で、町民の皆さんにもお願いしている分があるか

と思います。それらの行政改革、補助金だけでなくてほかの部分がありますけれども、

これは町民の皆様にも当然お示しをする、これが基本的な話。あと、私どもの議会のほ

うにも当然お知らせいただくべきかと思いますし、総合計画と連動していくというこ

とになれば、それは大きな財源といいますか、総合計画立ち上がるに当たっての根本と

なる部分でございますから、その辺を議会、また町民の皆さんにどのように図っていく

かということをお聞かせいただきたいと思います。 

 それと、過疎法については、私どもも目いっぱいいろいろな部分で対応させていただ

きたいと思いますが、これは過疎なんていう言葉がちょっと余り上品な言葉ではない

のですけれども、これは北海道においては非常になくてはならない時限立法であろう

と何だろうと必要なことだと思います。これは強く政府・国のほうにも求めていかなけ

ればならないのではないかと思っていますが、その辺、本別の特別会計等々も入れて１

００億円ぐらいの予算持っているまちの予算を作成していく上では、非常に難儀をす

る部分でないかと思いますので、その辺、どのように町村会で持っていくのか、全道の

町村会でも話ししていくのか、知事等で話をするのか、その辺も含めてお聞かせいただ

ければと思っております。 

 問題は町外から通っている通勤者の方々に対して、どのように持っていくかという

ことと、財政調整基金の話、これ最後にしますけれども、調整基金の話はですね。８億

数千万円ということで、この間の諸般の報告でありました。この中で２億円ぐらいが、

一般会計に入れなければならないということになります。したがいまして、５億円台に

なろうかと思うのですが、この辺、財政調整基金が特別会計も入れて１００億円ぐらい
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の規模で、８億円の財政調整基金というのは、そんなに多いというほどではないかとい

うふうに私は思っています。 

 それで先ほど来から言っている基金を一元化しまして、目的がどうしても決まって

いる部分、法的に決まっている基金のくくりをしている部分については、これ致し方な

いのですが、ある程度方向性が類似している部分、これについては基金を一元化した中

である程度、議会にも相談して結構ですから、その辺で進めていったらどうかと。財政

調整基金がなくなったから一元化して、それを全部使ってしまえという意味でなくて、

これから柔軟な予算執行していく上で、そのぐらいの考えがあってもしかるべきでな

いかと思ってございますので、３点ほどになりますけれども、御答弁を求めるものでご

ざいます。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫） ３点ほどということで、３点だというふうに私も思っていますけ

れども、まず答弁させていただきますけれども、町外からの通勤者ですが、私どもも一

番気にしていて、ずっと取り組んでいる部分なのですが、基本的には採用するときは、

もちろん御質問のとおり本別町の職員ですから、本別町のために仕事するのですから、

本別町の町民と一緒に住んで、仕事するというのは当たり前のことだということでし

ました。 

 そういう意味では、一般事務の職員は１名が今、事情があって残っているのですが、

ほかは全員本町に住むということであります。ただ、技術職については、先ほども言い

ましたけれども、これは何としてもこういう資格がなければだめだという人を募集す

るわけですから、その方がどうしても通勤をしなければ勤められない、そういう部分に

ついてのやり取りというのは十分していますし、また、就職していただいた後に特に

今、国勢調査ですから、余計そういうことも多く議論になるのですが、１人でも多くも

ちろん町民として住んでいただいて、仕事していただけないかと、そういうことは常に

話しかけながら、とにかく部局のそれぞれ責任者にもその旨、日常から声かけるという

ことでやらさせていただきます。 

 残念ながらそれでもなおかつ諸事情で通勤せざるを得ない、そういう部分について

は、これは何度も申し上げた結果でありますけれども、その人がそれでは次の人という

わけにはいかない。その人がいなければ仕事が回らないということを含めて、やむなく

このような現状になっていることでありますが、ただ、これに甘んじることなく、当た

り前として町民としてここへ住んで仕事していただけるそういう努力は、これからも

努めていかなければならないと思いますので、その辺については私どももしっかりま

た事情を精査しながら、それぞれの地域の皆さん方にもこのお願いはしていって、町民

として住んでいただく対応は、これからも続けていきたいなというふうに思っていま

す。 

 二つ目の過疎法ですが、過疎法は私もがっかりしているわけでありませんけれども、
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既にこれは過疎法が切るということで早いうちから、北海道も北海道知事先頭にして

我々町村長も市長も、それぞれみんなも相当この要請活動があって、ほとんど、ほとん

どいうか、結果をはっきり言ったわけでありませんが、そういうめどがついているとい

うことでありますので、ここはその辺については引き続きこの過疎法でしっかりと地

方財政も確保してくれて、それぞれ事業が潤沢にできるそういう環境を整えていくと

いうことで認識はしていますので、それについても御理解いただきたいと思います。 

 基金の一元化です。基金が、財調が多いとか少ないとかというとは、決して多くはあ

りませんから、それくらいなのですけれども、議員の御質問のとおり、どうしても一元

化できないものについては、これはそこで守らなければなりませんが、その中で先ほど

言ったいろいろな形で積み上げてきたもの中にありますから、それが財調と一元化す

ることによって柔軟に効率よく財調を活用できる。それは使い放しでありませんので、

また、そこはしっかりと財調をそれぞれ一般財源の中で、予算の中で組入れてやるとい

うことは、積み戻しを含めて、その年によって積み戻しが逆に行くとか行けないところ

ありますけれども、そういうやりくりが柔軟にできるように、まさにそれは私どもの一

番願うところでありまして、その辺は先ほども申し上げましたけれども、統合できるも

の、また一元化できるものをしっかりと一元化しながら、今度の予算編成含めてしっか

り対応させていただきたいとこう思いますので、以上申し上げて答弁とさせていただ

きます。 

○議長（高橋利勝） 大住議員。 

○６番（大住啓一） 通勤者の関係でございますから、これは一般の国民の方でしたら

どこから通っても、それは余り問題にならないのですね。 

 先ほど、概算で私も話ししましたけれども、数百万円というお金が町外から通ってい

る方々の部分でかかっていると。今、町長の御答弁では、資格が要る職場、これは当た

り前のことですから、無資格でやるわけにいきません。そういう方々を求めていったと

きに、どうしても来てもらわなければならないので、その辺は聞き方によるのですけれ

ども、どうしてもその辺は折れて採用しているということになれば、これはなかなか難

しい判断という人もいるかもしれませんが、私に言わせたら、採用できて最終判断でき

るのは町長しかこのまちにおりませんから、きちっとした判断をしていただければ、こ

こに住みなさいと言っていただければ済むことなのです。そんな難しいことでないと

思いますが、その辺、どのように思っているかということと、先ほど私もお話させてい

ただきまして、総合計画があるので来年の行革の進め方、予算に対する行革の進め方

等々について、町民の皆様への説明は一番先にやらなければならないと思いますが、私

ども議会に対してどのようにお考えになっているのか、それちょっと。私の言い方が悪

かったかもしれませんが、その辺をお聞かせいただきたいということでございます。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫） 総合計画の部分につきましては、かなり議員の方も精力的に審議
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いただいていますので、これが一定程度、１２月の議会までとは思っておりますので、

方向性がしっかり固まったら、議会も含めて議員の皆様含めてしっかりとまず事前に

お知らせをして、また、よりよい計画になるように審議いただくと、こういう方向で進

めたいなと思っております。 

 また、せっかく議員の方が力込めて策定することですから、それらの内容も含めて十

分に皆さんにお知らせをできる場面を作っていきたいなというふうに思っています。 

 通勤ですけれども、議員のおっしゃるとおり、私どもも本当にそのことについては、

非常に気持ちを込めてずっと取り組んできました。これは本当に、例えばですよ、看護

師さんが、今、どうしてもいないと、１人、やっと応募来てくれた。そこで実は私、隣

まちからどうしても家族あって、こっちに単独で来られないのです。通勤じゃだめです

かと言ったときに、それはやっぱり原則絶対ここに住んでもらわないと困るというこ

とになったときに、そうしたら御遠慮させていただきますと、こうなるのですよ。こ

なったときに、現場が持たないのですよ。そこが私どもの一番の悩みで、それがクリア

できればそれは原則どおり、きちっとここに住まなければだめだということで対応で

きるのですけれども、それができないばかりに現場回らないから、そこのところは介護

士もそうですし、特に今、うちの多いのは看護師ですから、そういう看護師がなかなか

応募がない中での隣の十勝のこの近隣から通いでも、通勤でも来てくれるということ

については、それはそういう事情も十分考慮しながら、そこは背に腹は代えられないと

いう言い方をしたら、失礼ですから、それはできませんが、本当にそのようなことも含

めてこれはやむにやまれぬ措置だと。何回も言いますけれども、そのほかの一般職員に

ついては、ここはしっかりいてくれないと困ると。要するに１人抜けたら、その分につ

いてほかの人が変わりができないと、そういう職場というのはどうしても、その人を配

置しなければならないそういう大変な状況の中で、このような現状になっているとい

うことをぜひ御理解いただきたいと思いますし、また、思っている気持ちは当然であり

ます。買物もしかり、住むこともしかり、また納めていただく税もしかり、いろいろな

ことを含めてまちの人材としての貢献いただくことも含めて、それは住んでいただく

ということ大原則ですけれども、なかなかそこをやりきれないと、そういうことも含め

てここ少し私どもが理由を下げながら、何とか仕事に来てもらうというような現実も

中にあるということ含めて、そこはぜひ御理解いただきたいと。漫然としていいよいい

よと言って、それを認めているということで決してありませんので、その辺について

は、しっかりまた少しでも御理解いただきながら、町民の一員として生活できることが

許される範囲ならば、そのことについても、また、引き続き取り入れながら努力してい

きたいなというふうに思います。 

 以上であります。 

○議長（高橋利勝） 大住議員。 

○６番（大住啓一） 通勤関係については、なかなか私の考えと乖離もしていますし、
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今の御答弁だと、町民の皆さんも議会も整うのは大変かなというふうに思います。 

 それはそれとして、議会の一般質問ですから、この部分については後々またいろいろ

な部分でお話させていただける部分があろうかと思いますので、その分はいいとして

先ほど来から言っている、総合計画に絡んだ中での行政改革の話を町民の皆様にも報

告は当然するべきだと思いますが、議会のほうに議員協議会なり、総合計画の話でなく

てですよ。総合計画に向けて議会に議決を取るということになれば、その前段で行政改

革、全体ですね、補助金だとかその辺どのように考えていて、どういうふうに進んでい

るということも私どものほうに、町民の皆さんも同じですけれども、お知らせしていた

だく考えがあるのかないのか。それ先ほど来から聞いていると思うのですが、その辺、

明快にお答えをいただきたい。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫） それは先ほども、言葉足らずだったかもしれませんが、それは議

会に、多分１２月議会に提案するということがスケジュール的に可能だとするなら、そ

の前段でしっかり中身についてぜひ審議ではできませんけれども、そういうものにつ

いてはお知らせすると、そのことについてはぜひ私ども広くやりたいなというふうに

思っておりますので、そこについては御質問のとおり、受け取っていただければと思い

ます。 

 以上です。 

○６番（大住啓一） 終わります。 

○議長（高橋利勝） 暫時休憩をいたします。 

午前１１時０３分  休憩 

午前１１時１５分  再開 

○議長（高橋利勝） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 一般質問を続けます。 

 ３番梅村議員。 

○３番（梅村智秀） それでは、議席番号３番梅村智秀、通告済み３問につきまして、

まずもって傍聴にお越しいただきました皆様へ、心よりの感謝を込めまして一般質問

を執り行ないます。 

 先立ちまして、平成３０年９月６日に発生いたしました北海道胆振東部地震から２

年余りが経過し、ここに改めて犠牲となられた方々とその御家族、今なお御苦労を強い

られていらっしゃる皆様へ心よりのお見舞いを申し上げます。 

 併せて私自身、地域の防災力強化に貢献できますよう研さんしていく所存でありま

す。 

 それでは１問目、改善せよ、不適切な経理処理で事故隠蔽。 

 通告文の読み上げを行ないます。 

 平成３０年度に２件の事故隠蔽が明らかになり、新聞報道もなされた。その手口たる
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や極めて巧妙かつ悪質なものであり、事実の解明と再発防止が急務であるが、現在まで

の対応と今後の方針について事実と所信をただす。 

 １、町道維持管理の瑕疵を起因とする、こちらは道路に空きました穴、またはグレー

チングのはね上げでございます。平成３０年度の２件の事故について、令和２年４月２

０日の議員協議会にて説明がなされた。本来であれば、町が加入する保険にて支払われ

る保険金をもって被害者に対し損害賠償を行なうところ、共謀の上事故を隠蔽し、全く

関係のない公用車のタイヤ等を購入した旨の文書を偽造し、２件合わせて５５万９,７

６４円、約５６万円の不適切な支払いを行なった。事実の究明とその後の事故処理、町

に対し損害を与え、またしても町民の信頼を大きく損なった責任の所在について、その

実態と見解を伺う。 

 ２、その余の事故隠蔽や不適切な経理処理、材料や消耗品等の扱いについて、改めて

の調査として全職員に聞き取りを行なうことを申し入れたところであるが、その後の

報告が一切ない。その実態と見解を伺う。 

 ３、所管する建設水道課においては、改めて再発防止と町道維持管理を徹底する必要

があるが、その実態と見解を伺う。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫）〔登壇〕 梅村議員の３問目のうちのまず１問目の質問について答

弁をさせていただきます。 

 まず御質問の件につきましては、令和２年度の予算審査特別委員会において委員か

らの質疑中、車２台が損傷を受けた旨のかなり具体性を帯びた質疑があり、当時の担当

課長に事実確認をするように指示したところでありまして、本来、損害賠償として支払

われるべきものを、不適切に他の科目から経理されていたことが判明をしたところで

あります。 

 まず１点目の御質問についてでありますが、町道維持の瑕疵を認め、車両修繕の早急

な対応が必要と判断しての行為とはいえ、議員御質問のとおり、本来であれば町が加入

する全国町村会総合賠償補償保険にて支払われる保険金をもって、被害者の方に損害

賠償を行なうべきところ、２件、５５万９ ,７６４円について不適切な経理処理を行なっ

たものでありまして、法令を遵守するその立場でありながらこのような結果を招いた

ということは、非常にその職員の公務員として許されるべき行為ではないということ

も含め、その職責や関与の度合いを踏まえて、厳正な処分を行なってきたところであり

ます。 

 前課長につきましては、管理監督者の地位にある者でありながら、法令等に反した指

示を行ない、部下に対して非違行為を行なわせ、また、同様の非違行為を繰り返したこ

とを勘案して、減給１０％１カ月の処分とし、また、元主査にあっては上司の命令に

従った行為とはいえ、非違行為であると認識をしており、戒告処分としたところであり

ます。 
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 また、総括的に副町長に対しては、職員に対する指揮監督にある立場でありながら、

監督を怠った旨の厳重注意処分としたところであります。 

 ２点目の建設水道課職員への聞き取り調査の結果についてでありますが、４月２２

日から５月２７日にかけて、元職員も含め３０名に対して、副町長、総務課長により、

聞き取り調査を実施いたしました。 

 今回の件に関しましては、元課長と元主査、現場確認に同行した職員以外は、事故当

初から詳しく知る者はなく、また、車両の修繕についてもその対応も含め、職場内でも

報告されていないことが判明いたしました。 

 また、車両の修理、物品等の購入につきましては、元主査が独りで担当したことも聞

き取り調査で判明したところであります。 

 このことを踏まえて、３点目の再発防止と町道維持管理の徹底についてであります

が、４月２１日に副町長と建設水道課の主査以上の職員で協議を行ない、職場内で意思

疎通をしっかり図ること、また、適切な経理処理を行なうことを申し合わせるととも

に、５月の課長等会議で、課長等がしっかり会計事務の原則を理解をして、指導を徹底

するように指示を行なってまいりました。 

 また、建設水道課におきましても、再発防止に向けてコンプライアンスの徹底を図る

とともに、互いに目を光らせる意味で、不正などがあった場合は、公益通報ができる旨

の確認もしているところであります。 

 車両センターにおいても、課長職である主幹をセンター長として配置をして、セン

ター主査職や役場内の職員と連携をして、道路の維持補修や資材の発注業務に当たる

こととして、特定の職員に権限が集中することがないように取り進めたところであり

ます。発注資材の検収についても、必ずセンター長を通すように徹底を図っているとこ

ろであります。 

 町道の維持補修につきましても可能な限り早急に対応して、事故防止のために一層

努力をしていきたいと考えておりますので、今後とも特段の御理解、御協力を賜ります

ようにお願い申し上げて、答弁とさせていただきます。 

○議長（高橋利勝） 梅村議員。 

○３番（梅村智秀） それでは、１番項について再質問を行ないます。 

 御答弁にあったように、本来であれば町が加入する全国町村会の総合賠償補償保険

で支払いがなされるというのが正規な手続でございます。こちらの総合賠償保険につ

きましては、一般の自動車任意保険等とは異なり、いわゆる保険を使用した回数である

とか、支払われた金額、こういったものによって次回保険更新をする際の保険料が、高

くなったりすることはないというような理解をしているところでございます。 

 ということであれば、適切な本来あるべき事故処理がなされていたのであれば、この

２件の事故隠蔽によって支出がされてしまった約５６万円、当然、税金からでございま

す。この約５６万円の税金を不適切に支出をして、失ってしまったというところになる
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わけでございます。そこでこうした事態が発覚した後ですが、本来の手続である保険金

請求手続に向けて、失われた約５６万円の税金を取り戻すために、現在までにどのよう

な取組を具体的には行なってこられたのかという点についてお伺いをいたします。 

○議長（高橋利勝） 暫時休憩をいたします。 

午前１１時２５分  休憩 

午前１１時２６分  再開 

○議長（高橋利勝） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 大和田副町長。 

○副町長（大和田収） ただいまの御質問に答弁をさせていただきます。 

 この件につきましては、先般の議員協議会のときでもお話をさせていただきました

けれども、この損害賠償につきましては、保険会社に確認をしております。保険会社の

ほうでは、３年間は遡るということでございます。 

 ただ、これは当時２年前のことでございますので、証拠となる写真、それから示談書

等がないということで、保険会社とも確認したところ、事故を確認するものはないとい

うような形で、報告を受けているところでございます。 

 以上です。 

○議長（高橋利勝） 梅村議員。 

○３番（梅村智秀） それでは、１番項について改めてお伺いをいたします。 

 ただいま副町長より御答弁いただいたとおり、保険法の改正によって保険金の請求

時効が３年間に延長されていたというような経緯がある中で、遡れば請求はできるよ

と。ただし、事故の確認ができないというような御答弁であったと、保険会社からその

ように回答をいただいたという理解をしたところでございますが、例えば写真がない、

示談書がない。当然、不適切な処理で解決されたわけですから、示談書もないのかなと

いうところでございますが、こちらでは写真が本当にないのかとか、実際、自動車の損

害賠償の実務といたしまして、何らかの事情で写真が入手できないような場合は、事故

状況が分かるための例えば修理先での部品伝票であるとか、関係者の証言であるとか、

当然、保険会社にはその損害調査という部門もございますので、いわゆる外部の第三者

がそういった聞き取り等を行なうというような実務もございます。 

 こういったところも当然、熟知されているというふうに私は理解してございますが、

それらに向けて写真の入手ですとか関係者、当然、被害に遭われた町民御本人であると

か、修理を行なった事業者等、こういったところへの折衝というものは、当然なされた

ものだというふうに理解するところでございますが、その辺の実情について改めてお

伺いをするところでございます。 

○議長（高橋利勝） 大和田副町長。 

○副町長（大和田収） ただいまの御質問ですけれども、今、議員がお話された内容を

当事者、うちの職員に確認をしたところ、そういう部分も取れなかったという部分が、
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聞き取りの中では報告がありましたので、そういう部分では保険に請求するだけの資

料がそろわなかったと。そのような形で聞いておりますので、今回、保険を使わないで

支出してしまったという、遡ったのですけれども、そういうふうに請求に向けて努力を

したけれども、結果的にはかなわなかったということでございます。 

 以上です。 

○議長（高橋利勝） 梅村議員。 

○３番（梅村智秀） 改めてお伺いをいたしますが、１番項についてのお伺いでござい

ます。 

 職員の聞き取りだけではなく、修繕と修理を行なった事業者であるとか、不正の働き

かけをして荷担した事業者であるとかそういったところ。また、被害者の方というもの

に折衝したということでよろしいですか。そういうことであれば、いつどのような形で

なされて、どのような答えがあったのか、それぞれお伺いするものでございます。 

○議長（高橋利勝） 大和田副町長。 

○副町長（大和田収） うちの職員がその当時の被害に遭われた方と、そのような形で

接触をしたということは聞いておりません。あくまでもそういうふうな支払い、適正な

支出を怠ったという部分での進め方でございます。 

○議長（高橋利勝） 梅村議員。 

○３番（梅村智秀） ということであれば、私が先ほど申し上げたとおり、被害者であ

る方への連絡を試みるですとか、実際にこうした悪事に荷担をいたしました事業者等

に打診をして、当時のそういった伝票や写真、事業者が持っていないかとかそういった

ところの調査というのはしていく必要があると。ここでそうした客観的な事故の事実

というものが確認されれば、当然、時効前でございますから保険会社としても、保険金

として支払いがなされるというところでございますのが、その辺についての御見解を

改めてお伺いいたします。 

○議長（高橋利勝） 大和田副町長。 

○副町長（大和田収） その部分について保険を請求するためには、いろいろと先ほど

おっしゃったとおり、写真だとか内訳書とか出てくるかと思いますけれども、うちの職

員としては、そこまで踏み込んでやっていなかったということでございます。 

○議長（高橋利勝） 梅村議員。 

○３番（梅村智秀） 私がお伺いしているのは、その後の事故処理の部分でございまし

て、事故当時のものではなくて、４月２０日の議員協議会にて、これが公的に明らかに

町としても認められて発表されたというとこでございまして、その後、町として新たな

調査、事故当時のことではないですよ。わかってから、何とかして不正経理によって支

出された約５６万円を取り返すべく、最大限の努力をするのは当然のことでございま

すが、その事故がこうした不正が発覚した後にやられたのですかということをお伺い

しています。 
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○議長（高橋利勝） 大和田副町長。 

○副町長（大和田収） 梅村議員、議会の中でこのような事案をお話をされました。そ

の後、うちの担当も現場の建設水道課の職員とうちの総合賠償責任保険を担当する者

とで、すぐ遡って可能かどうかという部分は確認をしております。その中で３年ができ

るという部分と、現場のその保険に必要な書類が整わないと、無理だということで、そ

ういうような確認でしております。その後に議員協議会で説明をしたと、そういう経過

になっております。 

 ですから、議員協議会の後に再度、そのような具体的な請求事務について取り組んで

はございません。 

 以上です。 

○議長（高橋利勝） 梅村議員。 

○３番（梅村智秀） 今、御答弁いただいた中で私が申し上げているのは、当然、こう

したことについて正規の手続に戻して、失われた約５６万円を取り戻すということも、

そのために最大限の努力をする、勉強するということも当然のことでございますが、御

答弁から察するに、それらについて真摯に向かわれたような気配が伺えないと。こんな

のは一般的にこうしたものの取扱い事務として、保険金請求事務等を取り扱ったもの

であるとか、町においても相談できる弁護士等がいる中で、こうした部品伝票を持って

立証するとか、被害者に当たって何らかの証拠となるようなものがないか等当たるな

んていうことは、そんなに難しいことではないと私自身は思っているのですが、それら

についての努力が今のところ伺えないというところで、改めてそれらについて保険金

の請求というものが可能なのかどうかというところについて、真摯に勉強して知恵を

絞って当たっていく必要があると、私自身は考えるところですが、改めての見解お伺い

いたします。 

○議長（高橋利勝） 大和田副町長。 

○副町長（大和田収） 今、議員からの御質問があったもの、職員としてやっぱり勉強

不足のところがあるのかなというふうに思っています。書類がないからすぐ損害賠償

もすぐにできない、であれば違う方法があるということも今お話聞きましたので、今

後、このようなことがあれば具体的にそのような形で取り組んでいきたいというふう

に考えております。 

 以上です。 

○議長（高橋利勝） 梅村議員。 

○３番（梅村智秀） ただいま御答弁いただくに、職員の勉強不足もあったというよう

なところでございまして、そういったことによって解決というか、正規な手続に向けて

の戸が開ける、道が開けるということであれば改めて取り組んでいくというような御

姿勢、お考えを示されたという理解でよろしいでしょうかね。その辺について、私自身、

具体的にこういう方法がありますよということを御提案申し上げたわけですから、そ
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れらについて真摯に考えていただく必要があると。 

 御答弁の中で、当然しっかりした手続に差し戻したいし、本件についての徹底究明し

ていきたいというようなお考えは町としてお持ち、当然のことだと思います。こうした

不祥事が発覚したわけですから。そういった中においても、職員の勉強不足というよう

な御表現をなされましたが、調査とか、そういった情報収集能力とかというものについ

て、行き詰まっているというようなところなのかと。 

 そうしたところであれば、仮に町としてはしっかりとした対応したいと、ただし能力

的なものであるとか、そういったものが欠如しているということであれば、仮に町側か

ら議会のほうにもそうした力を求めるということであれば、例えば調査特別委員会の

設置であるとか、百条委員会の設置であるとか、そういったことが町側のほうとしてそ

こまでしてでもしっかりしたいのだというようなお考えがあれば、仮に町長からそう

いったものが議長ないし議会側にそういった申し入れ等があれば、私も一議員として

こうした正規の手続に差し戻すための知恵を絞って御協力していきたいという考えも

ありますが、町の姿勢としての部分についても改めてお伺いいたすところでございま

す。 

○議長（高橋利勝） 大和田副町長。 

○副町長（大和田収） 今回の事案につきましては、今、議員がおっしゃるところまで

は考えてはございません。 

 以上です。 

○議長（高橋利勝） 梅村議員。 

○３番（梅村智秀） 私が今申したところというのは、議会に対しての協力を求めると

いう部分なのか、そもそも私、具体的な御提案、方法というものも披瀝したところでご

ざいますが、それについても執り行なうと。改めてのそういった情報収集活動というこ

とも、していかないというような理解でよろしいのですか。 

○議長（高橋利勝） 大和田副町長。 

○副町長（大和田収） 今の件につきましては、専門家とちょっと協議をさせていただ

きたいと思います。 

○議長（高橋利勝） 梅村議員。 

○３番（梅村智秀） それは議会で、こうして一般質問に取り上げられてから、そのよ

うなことを考えていくということではなくて、やはりこうした重大な事案が発生した

際には、常に考えられていくべきだと。そのためにそうしたものも、予算として提案さ

れているわけでございますから、本町のそうしたいわゆる調査の姿勢ですとか、こう

いった不祥事が発覚した際の究明する体制、姿勢というものについては本当に甘い、極

めて甘いというふうに考えるところでございます。 

 一連の元職員による横領事件につきましても、もうないと思っているなどというよ

うな極めて甘い見解が示されておりましたが、 
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○議長（高橋利勝） 梅村議員。議題以外の発言には謹んでください。 

○３番（梅村智秀） そうした不祥事が発生した際にしっかりとした調査をすべきだ

と。徹底的にやるべきだということ、私、申し入れしたら出てきたではないですか。本

件についても聞き取り調査だけで、ないと言っているからないのですというようなて

いにしか、私にはうつらないのです。やはりそうしたところで、事態の重さというもの

をしっかり受け止めて、弁護士等にも相談の上、失われた５６万円というものについ

て、しっかりと取り戻していく必要性があるというふうに考えるところでございます。 

 また、改めて町といたしましては、不正な経理処理を行なったというような視点かも

しれませんけれども、ちょっと見る立ち位置を変えてしまうと、ではこの手口というも

のがいわゆる町内事業者に対して仕事を発注する側の役場側から、こういった不正に

荷担してほしいというような働きかけをして、仕事を受けている町内事業者といたし

ましては、当然、やはり対等な関係といいながらも仕事を受注している立場から、こう

した狭いまちの中で役場の意向に逆らうということについては、多分、今後について影

響を及ぼすのではないかという懸念もされるのかなと、察するところでございますが、

そうした事情があり、町内事業者をかばうわけではございませんが、そうした事情等鑑

みたとしても、少なくともそうしたそそのかし教唆によって、不正な請求をした者がい

るところでございます。 

 金庫から役場職員が勝手にお金を持ち出したということではなくて、不正な請求書

そういったものがあったから、町としては正式なものだというような事務手続、経理手

続で支払いをしたというところの理解でございますが、これは基本的に例えば保険金

で行えば保険金詐欺、通称保険金詐欺と言われるものでございますし、公金というもの

を搾取するために荷担した者がいると。考え方によって犯罪行為だというふうに私自

身は理解するところでございますが、町としての御認識はいかがなものか、改めてお伺

いをいたします。 

○議長（高橋利勝） 大和田副町長。 

○副町長（大和田収） 前段の部分については、今後、弁護士とも協議をして進めてい

きたいというふうに思います。 

 後段の部分につきましては、まず、今後このようなことがないようにしっかりと職員

にも周知していきますし、業者の方にも迷惑をかけたというふうに私は思っています

ので、その部分に一切今後影響ないようにはして取り組んでいきたいと思っています。 

○議長（高橋利勝） 梅村議員。 

○３番（梅村智秀） 改めてお伺いをいたしますが、まず、後段の部分でございます。

業者の方に迷惑かけたと、本当にそのとおりだと、私自身は思うところでございます。

いわゆる中小事業者のそうした悲哀というものを、役場というような巨大な組織の本

町において、巨大な組織の立場というものを本当に考えてもいないで、荷担した町内事

業者のお気持ちというところも理解はできないわけではないのですが、やはりでもこ
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れ犯罪なのです。やってはいけないことですから、不正請求をして公金を得たわけです

し、それらについての調査。当然、これ警察署への相談というものも必要になってくる

と思いますが、その辺についてどのようにお考えなのか、改めてお伺いをいたします。 

 今、もろもろ質問を繰り返していく中で、冒頭の御答弁の中ででも当時の建設水道課

長等に減給等の処分を行なったり、戒告、副町長についても厳重注意は行なったという

ところについて述べられたところでございますが、これについては副町長もそうした

責任あるお立場でおりながら、課長については管理監督責任というものも問われた、元

課長ですね、問われたのかなというところでございますけれども、これ町長御自身につ

いては責任はないというふうに考えていらっしゃるのか、また、改めて約５６万円、弁

護士等に相談してしっかりとした手続をしていくべきだというような御提案をしたと

ころでございますが、これ仮にそれができませんでしたといったときに、この５６万円

はどのようになってしまうのか。町長の御自身の御責任等と併せてお伺いをいたすも

のでございます。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫） それぞれ内部の調査、聞き取り調査を含めて結果としてこういう

事実が判明して、こういう処分を含めてありました。 

 処分する立場でありますが、私自身の判断の中では、それぞれ倫理委員会等も含め

て、このような結論を出したところでありますから、私自身のところに及ぶ及ばないの

話はまた別な話でありまして、それは犯罪という位置づけとなって出てくるのであれ

ばまた別なのかもしれませんが、私どもは話蒸し返すようでありますけれども、例えば

一つの例を言うと、道路にその瑕疵があったと、穴が空いていたと。そこに車がタイヤ

をパンクさせたと。それは当時の担当の判断では、タイヤだと早くタイヤの予算があれ

ば早く直してあげたらいいのではないかといった結果が、こういうことで高額な請求

ということで出てきたと。こういうことも含めて報告受けましたけれども、それは決し

て自分が結託して共謀して懐に入れたとか、利益をむさぼったとかというそういう犯

罪ではありませんので、そういう意味ではやってはならない不正な不適切な件であり

ますけれども、そういう意味ではそういうことも厳重に注意しながら、こういうことも

二度と起こさないというそういう監督責任の立場で、私どもも自分を戒めながらしっ

かりこれから職員の教育に当たっていく、そういう立場であると思いますので、そうい

う判断をさせていただきました。 

 約５６万円の件につきましては、副町長も申しておりましたけれども、これはどのよ

うな対応になるのか含めて、もしそれが回収というのですか、ができるということが法

的なことも含めてあるとするならば、それは改めて弁護士を含めて相談させていただ

きながら、そのことが対応できるということであれば、またその対応も含めて十分に検

討させていただきたいと思います。 

 以上であります。 
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○議長（高橋利勝） 梅村議員。 

○３番（梅村智秀） ただいま町長から御答弁いただきまして、いわゆる損害を与えて

しまった町民に対して早く事故処理というか、弁済をしたいというような気持ちが

あったと。これは議員協議会においても、そのように御報告あったところでございます

が、これは完全に正義の履き違いでございまして、その中で結果として、町民の信頼を

大きくまた失っているではないですか。いわゆる私腹を肥やしたような、裏金を作って

私腹を肥やしたような事案とは、この２件については異なりますが、これ誰かいわゆる

利得を得た者、得をした者がいないという断定できますか。 

 というのは、例えば、ではこの不正に荷担した町内事業者が、合わせて約５６万円の

請求をしたというところでございますが、これ仕入原価でそのまま出しているのです

か。ここでの販売の利益ですとか、そういったものを得ているのであれば、これは公金

を不正請求をして利得を得ている、不正利得を得ているというようなことになります

し、そういったことであれば当然、刑事事件になるというふうに私自身は考えるところ

でございます。これが１０万円で仕入れた物を１０万円でそのまんまの値段で請求書、

いわゆる偽造した請求書でございますけれども、そういったものに転嫁したのか、書き

写したのかということについては、まだ調査のほうが未了であって、定かではないとい

うふうに私自身考えるところでございますが、その辺について改めて御見解をお伺い

いたします。 

○議長（高橋利勝） 暫時休憩をいたします。 

午前１１時４７分  休憩 

午前１１時４８分  再開 

○議長（高橋利勝） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 大和田副町長。 

○副町長（大和田収） この請求書の件につきましては、当時の課長、主査とも確認を

して、今、不正の部分で、もしかしたらプラスがあるのではないかとかという部分なの

ですけれども、それにつきましては、この２人から意見を聞き取りしたときでは、市場

額に合った正当な価格というふうに私は報告を受けております。 

 以上です。 

○議長（高橋利勝） 梅村議員。 

○３番（梅村智秀） ただいまの御答弁からしても、そもそも不正に偽造された請求書

の中身をもって、それについて利得分が上乗せされていないとか、そういったことにつ

いて分かるわけないではないですか、その荷担した町内事業者の仕入れ伝票確認され

たのですか。 

 私が言っているのは、合計で約５６万円の公金の不正請求が業者からされて、理由は

何であれ不正請求がなされて、約５６万円の税金が支払われたわけですよね。その事業

者が約５６万円で仕入れをされて、利益が一切ないのですかということをお伺いして
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いるのです。ここで仮にですけれども、仕入原価が４０万円で販売利益等が１６万円あ

りましたということであれば、不正に公金を請求して得た不正な利得ではないのです

かということです。ですから、町として損害を被っていませんかと、そういったことに

ついての事実の確認というのは、できていらっしゃらないのではないですか。そういっ

た可能性、蓋然性というものも否定はできないわけですし、それをこのままにして捨て

置くということについては、ならないというふうに私自身は考えるのですが、改めて御

見解をお伺いしているところでございます。 

○議長（高橋利勝） 大和田副町長。 

○副町長（大和田収） 請求書の内容につきましては、当時の主査も確認をしておりま

して、それは適正な販売価格にしたという部分で進めております。 

 以上です。 

○議長（高橋利勝） 梅村議員。 

○３番（梅村智秀） 私がお伺いしているのは、いわゆる市場価格、市場相場等を大き

く上回ったいわゆる暴利、ぼったくりとかいう表現もよくありますけれども、そういっ

た金額で請求されているのかということではなくて、例えばＡという商品が一般定価

１０万円で販売されていますよと。でも事業者としては、それを販売して利益を得るわ

けですから、市場に１０万円で販売されている商品を１０万円で仕入れるということ

は考えにくいと。 

 ですから、ここで約５６万円の請求を事業者が行なったところなのですが、事業者の

仕入原価５６万円なのですかということ、約５６万円なのですかと、事業者はこの一連

の不正請求、不正な経理処理について利得を得ている。事業者というふうに限定はしま

せんけれども、ここで不正な利得を得ている者がいないという断定できるのですかと、

調査として未了ではないですかと。これを完了するためには、約５６万円の請求を行

なった事業者の仕入伝票等追わないと、分からないのではないですかということを申

し上げているのですが、その辺についての御認識を改めてお伺いいたします。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫） 梅村議員の言うことの質問の内容ですけれども、それは通常の商

行為は、あくまでも商品の価格は当然明示されてやるわけですから、ですから私どもが

例えば今回のこういうこと、経理的にはそれは不適切だったかもしれませんが、商品の

やりくりについては、それはあくまでもその信頼関係はもちろんですけれども、その業

者がしっかりとした根拠のもとにというか、それで仕事をしてそういう請求書よこす

わけですから、そこに原価が幾らで、それぞれの利益が幾らでと、そういうことを計算

しながらそういう事業をやるなんていうことは、今まではほとんど私どもはやった経

過もありません。 

 そこは、あくまでも市場の適正価格としてきちっと処理をしてもらおう、こういうこ

とであります。２件合わせて、それで結果として約５６万円ということになってきたと
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いうことでありますから、むしろそれの中が十分でないという、判断が十分でないとか

ということであれば、また再度、業者に聞き取りもしなければなりませんが、私どもの

今までの地元業者とのそういう事業については、信頼関係できちっとした適正な価格

で対応していただいているということは、間違いないというふうに思っておりますの

で、そういうことでぜひ御理解いただきたいと思います。 

○議長（高橋利勝） 梅村議員。 

○３番（梅村智秀） それでは、１番項終わりまして２番項に移ります。 

 先ほども述べたところですが、この手口たるや町が発注者であるというような優位

な立場を利用し、受注者である町内事業者、中小零細事業者に対してこうした不正を持

ちかけて犯罪に荷担させた、極めて悪質なものだというふうに私自身は認識するとこ

ろでございます。 

 明らかになったものというのは、委員会質疑で指摘をいたしましたこの２件だけで

すが、まず、その他にもこうした事故の隠蔽、本当にないのかと。こうした意味で公金

を不正に得たというようなものがなかったのかもしれませんが、これに類いするもの

というものがなかったのか。例えば、公用車を損壊させてしまったけれども、傷つけて

しまったけれども、それを秘密裏に修理をしたですとか、大型車両等、バス等について

例えば１回当たりの修繕、修理費用が高額になるから、伝票を書き換えて２回、３回と

いうことに分けたですとか、さらにはそういった資材や材料、消耗品等の扱いについて

不適切と思われるようなもの、こういったものが疑われるようなもの等はないという

ふうに、断定、断言できるのかというようなところをお伺いいたします。 

 当然、性善説にのっとって日頃の業務運営に当たっていらっしゃるとは思うのです

が、そもそもこうした不正、不祥事が発覚したときにはもうないのかという視点、あっ

て当然、本当にないのかというような姿勢で調査等に当たるのが常道であるというふ

うに私自身は考えるところでございますが、それらについて本当にないというような

断言、断定までできるのかどうか。 

 また、仮にそうだということであれば、そう考えられる根拠についてもお伺いをいた

すところでございます。 

○議長（高橋利勝） 暫時休憩をいたします。 

午前１１時５５分  休憩 

午後 １時３０分  再開 

○議長（高橋利勝） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 一般質問を続けます。 

 答弁からとします。 

 大和田副町長。 

○副町長（大和田収） 御質問ですけれども、２点あろうかと思います。 

 １点目は、このような事案に対して、その他にも事故隠蔽する類いのものは本当にな
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かったのかという部分と、請求書を分けたことについてという２問かと思います。 

 まず、１点目につきましてです。町長の報告にもありますとおり、１カ月間かけて３

０名の職員に聞き取り調査をしました。この中では、全員に同じような質問をしており

まして、まず、守秘義務を知っていますかという部分です。これは公務員として、皆さ

んが了知している部分についてはお話ししてもいいですけれども、仕事上のことにつ

いての部分について、町民の人に話をするというような部分については、守秘義務違

反、秘密漏えいになりますよと、これはほとんどの職員が知っておりました。 

 それともう一つが、こういうふうな不正とかいろいろな問題が起きた場合について

は、公益通報制度がありますけれども、この言葉知っていますかと投げかけておりま

す。これについても、ほとんどの職員が知っているという部分になります。また、私ど

もとお話ししたときには虚偽報告、もしうそをつくと、私たちに報告した場合について

は虚偽報告があります。そのような部分で全員に聞き取り調査をしました。 

 その結果、このような事故、隠蔽、請求書の改ざんをしたというような職員からの聞

き取りに対しては、なかったということになります。 

 それから、請求書の関係でございますが、支出事務の手引、マニュアル等があります。

それに基づいて担当職員は必須するように指示をしておりますので、私としましては

その部分については、そのような分割をして分けて支出をしたというような部分には

ないものと判断しております。 

 以上です。 

○議長（高橋利勝） 梅村議員。 

○３番（梅村智秀） 御答弁いただきました２番項についてでございます。 

 １カ月間で３０名の聞き取り調査を行なったよというようなところでございました

が、守秘義務に関する件、公益通報制度に関する件、こういったところと、この聞き取

りに対して、虚偽を申せば虚偽報告になるよというところでございました。この虚偽報

告になるよというところについてですけれども、当然、そういったことについての罰則

処分というものがあると。この辺については、この３０名の職員さんたちは、ここで仮

に虚偽、その軽重、軽い重い、中身の度合いにもよると思うのですけれども、仮に虚偽

報告をしてしまった場合は、どういうふうになるのかというような心理的な負担、まず

いのではないかと。以前ついてしまったうそを正当化するために、さらにうそで塗り固

めるというようなところなんかも配慮された上で、こうした聞き取りを行なったのか。 

 また、こういったところについてですけれども、これは私の認識といたしましては、

これは今、御答弁いただいている副町長、実際、調査に当たられた副町長、総務課長が

当たられたということでございましたけれども、やはりその姿勢というものは、こう

いっているからそうなのだというようなもので、本当にそうなのかというところを

しっかりと見定めるだけの姿勢というものはやっぱり足りないと。 

 それは先ほど述べたとおり、別件においても、そういった事例が既にあったでしょう
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と。繰り返し繰り返し不祥事が起こるたびに、信頼を回復するだとか、徹底した、徹底

するだとか、指導を徹底するだ、周知を徹底するだという趣旨の御答弁いつもいただき

ますけれども、都度都度こういったことが出てくるといった中で、本当に御自身のやら

れている聞き取り調査であるとか、職員が本当のことを言える環境というものが、この

本別町役場の現在にあるというふうにお考えなのか、改めてお伺いをいたします。 

○議長（高橋利勝） 大和田副町長。 

○副町長（大和田収） 私どもは職員として、正式に総務課長と２人でしっかりと聞き

取り調査をしています。職員についても私は信用して、信頼をして答弁をいただいてい

ると判断をしております。 

 その中で頭から本人を疑って説明を求める、答弁を求めるということは考えており

ません。というのは、やはり同じ職員としてきついことは言います。たまには。怒るこ

ともしますけれども、その中でこの事案に対して、本当に間違いなくお話ししています

かという部分については、信頼をして聞き取りをして、その結果、このような形で報告

をしております。 

 以上です。 

○議長（高橋利勝） 梅村議員。 

○３番（梅村智秀） 副町長がそういったお考えだというところについて、私自身の認

識とは、やっぱり異なるなというところを改めて感じたところでございます。 

 そもそもこのきっかけとなった委員会での質疑に対してでも、当日そういった事案

はないというような答弁に立たれていますよね、元課長につきましても。結果、蓋開い

てみたら、こうしてあるではないですか。やっぱりそういった実態もあって、確かに職

員を信じるということは必要ですよ、大切なことだと思いますけれども、現況を既に不

正が発覚して起きてしまった際の措置として、本当なのかというような追及する、徹底

究明するのだという姿勢について。職員を信じる信じないではなくて、やはりそうした

本当に話しやすい環境を整えたりとか、そういったような状況証拠等を別の角度から

見てみるとか、やっぱりそういった姿勢というものが、欠落しているのではないかとい

うふうに私自身は考えるところでございますが、そこについてはそうではないと、職員

を頭から信用しているのだよというようなところだというところの認識は持ったとこ

ろでございます。 

 改めて最後お伺いをいたしますが、では、もう類似するような事案等について、伝票

の書き換え等も含めてでございますが、もう一切ないと、断定、断言されるということ

でよろしいでしょうか。 

○議長（高橋利勝） 大和田副町長。 

○副町長（大和田収） そのように私は判断しております。 

○議長（高橋利勝） 梅村議員。 

○３番（梅村智秀） 本件について、改めての形でと思いますので、そういった御答弁
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でございましたら、そのようなものというふうに了解いたしました。 

 それでは２番項終わりまして、次、３番項について移らせていただきます。 

 こちら、そもそも事故の起因となったのは、町道の維持管理の瑕疵であるというとこ

ろでございますが、今年度においてもいわゆる町道の維持管理に関する予算が、減額さ

れているよというような実情がある中で、これからというものについて適切な維持管

理ということが、しっかりやっていけるのかというところを改めて、どのような御認識

持たれていらっしゃるのか伺います。 

 また、人事という点でいけば、今年度より建設水道課課長と車両センターというとこ

ろ、それぞれのトップの責任者が代わったというところでございます。この辺について

組織のトップというものが代わるというところは、新たな体制構築をしていく、風通し

をよくしていくというところについては、悪しき慣習等を改めるちょうどよい機会だ

というふうに私自身考えるところでございます。当然、そうした体制整備の部分だけで

はなく、勤務される職員の働きやすさ、心の安定等も図ってあげる必要もあるというふ

うに考えるところでございます。 

 先ほどの御答弁で互いに目を光らせるですとか、特定の職員に権限が集中しないよ

うに、また、公益通報制度等もあるよというようなところの周知を図ったりとかいうと

ころで、対策をしていきたいというような御答弁もいただいたところでございますが、

やはり建設水道課でこのように不正が複数件起きているというところを鑑みて、組織

のトップが替わったというところでしっかりと体制整備と風通しのよさというものを

図っていく必要があると。 

 当然、上が悪いと中間とか下が本当に大変な苦労されるというふうに考え、また、そ

の職員の苦労というものが今回のように結果、ひいては町民への大きな不利益となる、

信頼を損なうというところにもつながっていくと。こうした組織のトップが交代した

ことによって、新しい体制が生まれるのではないかというような期待もするところで

ございますが、この辺については町長、どのようにお考えになられているのか、お考え

を伺います。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫） 午前中にも梅村議員の質問に答弁させていただきましたが、私ど

もは、この事務処理が不適切だということはもちろんのことですが、このことで業者を

犯罪に駆り立てたという事実はありませんので、この発言はぜひ精査していただいて、

御自身が不適切だということであれば、ぜひ取り消しをいただきたいと思うのですが、

まずそこをお願いしたいなというふうに思います。 

 今、組織ですから、それぞれ組織としては指揮命令系統もしっかりしなければなりま

せんから、風通しのいいというのがもちろんでありますし、ふだんから特にチームで仕

事をするという多い職場ですから、それは風通しももちろんですけれども、お互いにそ

れぞれ自分の技術力だとか、自分の中での発案だとか、それがちゃんと協議、議論でき
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るというそういう意味の風通しのいい、本当にチームが一丸となって仕事ができる環

境というのは一番大事だというふうに思っています。 

 そういう意味では、権力があるなしとかということでなくて、何か命令調で物を言う

のではなくて、お互いに職員として協議をしながら職務に当たっていくということが

大事でありますから、それは今御質問のとおり、トップが代わったというよりもそうい

う責任を明確にして、しっかりとこの体制を作って一丸となって任務に当たる、そうい

う環境を整えたところでありますので、その辺については適切にこれからは事業も一

層元気よく執行されるものと、こういうふうに思って新しい体制ということで、体制を

とっていったということでありますので、御理解をいただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（高橋利勝） 梅村議員。 

○３番（梅村智秀） ただいまの町長の御答弁の中で、先立って何か先ほど１番項の部

分になりますかね。そこの中で町内事業者を犯罪に駆り立てたというようなところに

ついて、取り消しをしてほしいと、そういった事実はないというようなところでござい

ますか。 

 今、うなずかれたのですけれども、それは御認識として、結局、役場職員の働きかけ

によってそそのかされた、中で町内事業者がいわゆる請求書を偽造して請求をしたと、

請求実務を行なった。それに基づいて、町として税金、公金を支払いをしたと、これが

悪いことではないというような御認識だということなのですか、ちょっとその辺を改

めてお伺いをいたしたいというところでございます。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫） この事務処理について、それぞれ請求書もいただく、それが先ほ

ど申し上げましたように、この一連の職員の行為は、一連の行為ですよ。これはできた

ことについては、まさにやってはいけない、公務員としての立場からもこういう事務処

理というのは、不適切な事務処理だということは申し上げたとおりでありますが、た

だ、それが犯罪として業者に犯罪として駆り立てたということは、私どもはそういう認

識持っておりません。 

 ですから、そういうことは一切今まで使っておりませんので、業者の方にも名誉のか

かることですから、この辺の発言についてはいかがなものかなと私は思っております

ので、梅村議員がそれが適切であるとするなら、それでいいかもしれませんが、私ども

はもしそれが、御自身が精査をして、この発言が適切でなかったとなれば、取り消しも

含めて考えていただける、こういうことであります。 

○議長（高橋利勝） 梅村議員。 

○３番（梅村智秀） 考えてほしいと、発言について考えてほしいというような御趣旨

の御発言でございましたが、私自身事情はどうであれ、理由はどうであれ、町内事業者

が事実と違う請求書を本町に送って公金を受け取ったと。最終的にその目的たるや、そ
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の町内事業者の私腹を肥やすとか、利益を得るということを第一義としたものではな

いにしろ、ないにしろ行なわれた行為ということにつきましては、当然、不適切なこと

でありますし、私は犯罪というような表現を使いましたけれども、別にそういったこと

について、不適切だというような認識は持ってございません。とにかくよくないことだ

ということについては、間違いもない事実だというふうなところで、少なくともよくな

いことであるというような事実については変わりません。 

 それで今、質疑やり取りしている中で、ちょうど思い出してしまったのですが、教育

委員会で管理されているバスございますよね。こちらについて、伝票の書き換えという

ものがなかったのかどうかをもう一度、役場として精査をしていただきたいなという

ふうに考えるところでございますが、本当にそれがなかったのかどうか、お伺いをする

ところでございます。 

○議長（高橋利勝） 暫時休憩をいたします。 

午後 １時４５分  休憩 

午後 １時４９分  再開 

○議長（高橋利勝） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫） 細目方式で、私も何か戻るようなことで申し訳ないかもしれませ

んが、この処理は、事務処理としてはまさに不適切処理ですよと、これはずっと言って

きました。そのとおりである。ただ、業者は、しかしこれは犯罪ということではありま

せんということで、それも言ってきました。１問目から。それを質問の中で業者を犯罪

に駆り立てたということの発言であります。これは業者の名誉も含めて、私は適切な発

言ではないと、このものについてはどうぞしっかり精査していただいて、適切でないと

するなら、この分についてはどうぞ取り消しをしていただけないでしょうか、こういう

私のお願いであります。 

 そのほかの事務の不適切やなんかは、間違いなくやってはいけないことをやったと

いうのは、私どもの認識、何度も申し上げてますので、そこに業者の方まで舞い込むと

いうことにはなりません。そういうことでお願いしてございますので、ぜひそこは精

査、御理解をいただければと思います。 

 以上です。 

○議長（高橋利勝） 暫時休憩をいたします。 

午後 １時５０分  休憩 

午後 １時５２分  再開 

○議長（高橋利勝） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 今、町長から答弁がありましたが、既に１項目のところでの質問の経過でございます

ので、細目方式ですから、それについては戻るということになりませんので、取り消し

ということにして、改めて梅村議員のほうから質問があれば、引き続き行ないたいと思
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います。 

 梅村議員。 

○３番（梅村智秀） それでは細目方式を採用してございますので、３番項についてと

いうところでございます。 

 先ほどもお話いたしました、質問したところでございますが、改めてというところ

で、改めてこうした建設水道課の組織の長、課長と車両センターの長が代わられたとい

うところで、新たに体制整備を刷新するいい機会だというふうに考えるところでござ

いますが、町長御自身としてはこうしたうみを出し切ったり、風通しをよくしたりする

のにこうした人事が代わる、トップが代わるというところについて効果的、有効だとい

うふうにお考えかどうか、最後にお伺いをいたします。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫） 間違いなければ、先ほども同じ答弁をさせていただきましたので、

この管理の部分全体ということで、先ほども言ったようにみんなチームで仕事をする

場所ですから、そういう中では指揮命令系統もはっきりしながら、そうしながらも責任

の所在をきちっと明確にしながらその中で、そして仕事をするのにも意見も言いやす

い、また話も聞きやすい、そしていろいろな持っている技術や何かも交流しながら、

しっかりとそれぞれの仕事に関わっていくという面では、こういう管理体制、それから

職場の体制をトップはしっかりと定めながら、みんなそれぞれの立場を尊重しながら、

この職についていくということは大事なことでありますので、そのことによってより

風通しのいい、そしてまた働きやすい元気のいい職場を作るという意味では、こういう

人事配置をさせていただくということでありますので、これはちなみに以前もこうい

う形の中でずっと進めてきました。 

 その中では、だんだんだんだん職員の減少など含めても、それぞれスタッフ制など含

めて、１人の職員が多くの任務を持たなければならないなど含めて、いっときそういう

場面が放れてきましたけれども、改めてこのようなことが起きた中でしっかりと、二度

とこういうことの起きない、また元気のいい働きがいのある職場も作る、それが町民の

皆さんの負託に応える大事な仕事をするという、そういう組織としてしっかり担って

いくということでありますから、ぜひそういうことは御質問のとおり、こういう体制に

することでしっかりとした職場が完遂できると、こう思っておりますので、御質問の答

弁とさせていただきたいと思います。 

 以上であります。 

○議長（高橋利勝） 梅村議員。 

○３番（梅村智秀） それでは１問目終わりまして、２問目、真冬に流水で１５秒？学

校に手洗い用給湯器の配置を。 

 有効な感染拡大防止対策の一つとして手洗いが挙げられ、冬期間においても、その定

着を図る必要があるが、小中学校の現在までの対応と今後の方針について事実と所信
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をただす。 

 マスクの着用等に併せて、十分な手洗いは基本的な感染症拡大防止対策、これは新型

コロナウイルス等に限らずインフルエンザやノロウイルス等、一般感染症全般という

ところでございます。感染症拡大防止対策で効果的との認識が一般である。本町におい

ても児童生徒が湯を用いて手洗いができる環境がない、もしくは十分ではなく、厳冬期

に流水による小まめで十分な手洗いの定着は、困難であることが想定される。いわゆる

密の防止を図りながら、給湯設備を適切に配置し、その環境を整える必要があるが、実

態と見解を伺う。 

○議長（高橋利勝） 佐々木教育長。 

○教育長（佐々木基裕）〔登壇〕 梅村議員の学校に手洗いを、給湯器の配置をについ

て答弁させていただきます。 

 これまで学校における新型コロナウイルス感染拡大防止対策の対応につきましては、

議会での一般質問や議員協議会の中でも御説明申し上げておりますが、基本的な感染

防止対策であります毎日の検温はもちろんのこと、マスクの着用、手洗い、うがい、咳

エチケット等の徹底とその指導に努めてきたところであります。 

 御質問の手洗いにつきましては、文部科学省が示しております衛生管理マニュアル、

学校の新しい生活マニュアルを基本といたしまして、児童生徒に接触感染の仕組み等

について十分な説明を行なうとともに、校内に手洗い方法を含む感染防止対策のポス

ターを掲示しつつ、外から教室に入るとき、トイレの後、給食の前後などは流水と石け

んによる丁寧な手洗いと、ペーパータオルの使用など、感染防止策の徹底に努めてきた

ところであります。 

 また、保護者の周知につきましても、学校からお知らせや保健だよりなどを通じて、

さまざまな取組を周知してきているところであります。 

 議員御質問の厳冬期に流水による十分な手洗いは困難であるとのことでありますが、

確かに一般的には水温は気温の影響を受けるため、気温が高くなれば水温は高くなり、

気温が低くなれば水温も低くなることは御承知のとおりでありますが、基本的に水道

水の水温の変動幅は、気温の変動幅に比べると非常に小さく、１年を通して大きく変化

せず安定しているところでありまして、学校水道水におきましても建物の中での一定

の温度が保たれておりますことから、体感から感じる手が洗えないほどの低水温にな

ることはないものと考えております。 

 手洗いは基本的な生活習慣であり、幼少期からの教育が大切であることから、今後も

学校におきまして手洗いが大切なことを児童生徒にしっかりと伝え、繰り返し声かけ

などを行ないながら、十分な手洗いの定着が図られるよう指導の徹底に努めてまいり

ますので、御理解を賜りますよう申し上げ、答弁とさせていただきます。 

○議長（高橋利勝） 梅村議員。 

○３番（梅村智秀） それではお伺いをいたします。 
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 文科省による衛生管理マニュアル等について、のっとってというような御答弁もい

ただきました。この感染症全般に関しましては、御答弁いただいた中にもございますよ

うにマスクの着用、要は咳エチケットですよね、そういったものや距離の確保、うがい、

手洗いそういったところが有効だよいうところの認識は同じだなというふうなところ

でございます。 

 当然、水温の影響度の問題とかも御答弁いただきましたけれども、一般論として冬の

寒いとき手指を冷水に浸すということ自体が、なかなか気が進まないのではないかと

いうところでございます。その証左といたしまして、例えば家事等で食器洗いをした

り、身支度で洗顔をしたりとかそういったときについても、冬期間はなおのことお湯等

を使って暖かい環境を整えるというようなところが、一般的だなというのが私の認識

でございますが、それが水を触れないとかそういったことではなく、また、昨今のこう

した現況下、手指の消毒等によって手荒れが進んだりとか、そういったような事例も当

然体質等によってございます。 

 そういった中で冬期間でいうと、例えば乾燥して手指がひび・あかぎれ等で痛んだり

とか、そういったような状況もあるという中で、冷水に手を浸すということが児童生徒

にとって、気が進んでよし手を洗おうと、長時間しっかり１５秒とか１５秒以上とか、

１５秒を２回とか、このように厚労省等に示されているような有効な手洗いの方法等

にのっとったことが進んでできるかと。やはり人間ですから、どうしても寒いとき、冷

たいなと感じるときはさっと終わらせてしまうというような傾向に、一般的な一般論

としてありませんかというところでございます。 

 その中で実験結果等によっても、これ大人に対する実験でございますけれども、そう

したお湯等を使った場合の手洗いは基本的なものとして水を使っているよりも、流水

に使う時間が長くなる傾向があるとか、そういったような実験結果も一部については

示されているところでございます。 

 これはそんなに難しいことではなくて、単純な本当一般的な感覚として、冬にお湯

使って手洗いたくありませんかというところでございます。この辺についての御認識

が、改めて児童生徒については、別に冬でも何ら支障なく水で手を洗うことは差し支え

がないというようなお考えなのか、改めてお伺いをするところでございます。 

○議長（高橋利勝） 佐々木教育長。 

○教育長（佐々木基裕） 再質問に答弁をさせていただきます。 

 私も梅村議員と一緒に考えは同じでございまして、できれば温水が全ての学校で、蛇

口を一つひねれば全て温水が出てくる、そういう環境が一番いいということにはこし

たことはないと思ってございます。 

 しかしながら、コロナウイルス関係もひっくるめてそうでございますけれども、特に

学校の環境整備につきましては、施設整備、それから学習環境の改善等もろもろござい

ます。その上で今回の給湯器の設備につきましては、優先順位が特に高いということを
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私どもは判断していないわけでございます。 

 先ほども答弁させていただきましたが、冬期間におきましては、手洗い時には冷たさ

を感じることは、私も十分承知しているところでございますけれども、ただ、学校の管

理者、それから学校の関係者から聞き取りも行なってございます。その中では、冷たさ

は感じるものの、温水にしなければならない状況ではないということで、学校からの報

告もいただいておりますし、また例年、予算編成時の前に全ての学校を訪問して予算の

ヒアリングを実施してございます。 

 その中で今までも給湯器の要望というものは、上がってきてございませんでした。確

かに、学校としても必要ではあると認識はしてございますが、優先順位からすれば、そ

の部分につきましてはあくまでも上位ではないということで、学校としてはそういう

判断ということを私どもも承知しておりますので、その辺を御理解いただければと思

います。 

 以上でございます。 

○議長（高橋利勝） 梅村議員。 

○３番（梅村智秀） 必要については認識していると。しかし、学習環境の整備、学校

の施設整備というところの中では、優先順位としては高くない、上位ではないよという

ような御答弁だったと。では、どういったことが、この給湯器の設置より上位に当たる

のか、項目だけで結構ですから、何々何ということで今の時点で学校の施設整備、環境

整備の中で給湯器の設置より上位にあるもの、項目だけで結構です。内容は結構でござ

いますので、お聞かせいただきたい。 

○議長（高橋利勝） 佐々木教育長。 

○教育長（佐々木基裕） 先ほども申し上げましたが、学校からそういう要望は今のと

ころ一切上がっていないということでございまして、その優先度の項目につきまして

は、その年度年度の私どもが予算計上している備品の購入及び修繕ということで捉え

ていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（高橋利勝） 梅村議員。 

○３番（梅村智秀） 私がお伺いしているのは、だから今、新型コロナウイルスの感染

拡大防止というところで、いわゆるコロナ禍にある中で、今までにない状況でございま

すよね。今現在、優先的に考えられている学習環境及び学校の施設整備について、優先

だというふうにして考えられていることの項目をお聞かせいただきたい。 

○議長（高橋利勝） 佐々木教育長。 

○教育長（佐々木基裕） 優先度からいけば、やはり１番はタブレットの導入と私ども

は捉えてございます。 

 さきの議会で、タブレットの購入を計上させていただきました。実はタブレットにつ

きましては、年次計画をもって導入計画を進めてまいりましたが、コロナ禍の影響によ
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りまして、国の補助金も使えるということから、前倒しで全ての小中学生にタブレット

をそれぞれ与えるということで予算計上してございます。そういったことが私どもが

コロナ対策、それから先ほども言いましたが、各予算で計上している部分が、優先度が

最も高い順位ということで捉えていただきたいなと思ってございます。 

 以上でございます。 

○議長（高橋利勝） 梅村議員。 

○３番（梅村智秀） 予算計上されているものということであれば、こういうタブレッ

トの導入みたいないわゆる事業の一つの取組、事業というふうに表現できるものと学

校の維持管理、運営等に必要な消耗品等も含めた予算措置ということになって、ちょっ

と広範にわたりますので、ですから具体的にその項目だけで結構ですから、タブレット

の導入ならタブレットの導入、タブレットの導入とは何ぞやというところについての

御答弁は求めてございませんので、優先だというふうにして考えられている具体的項

目のみお聞かせいただきたい。 

○議長（高橋利勝） 佐々木教育長。 

○教育長（佐々木基裕） 全ての要望等の優先順位、１から１０位とか１５位とか、そ

れは私どもは定めてございません。 

 以上でございます。 

○議長（高橋利勝） 梅村議員。 

○３番（梅村智秀） となると、優先順位を定めているものはないけれども、しかるに

学校ないしはＰＴＡ等を含めてですけれども、そういった要望、給湯器の設置。あるに

こしたことはないが、そういった具体的要望が上がっていないので、優先的なものだと

いうふうに考えてはいないというような理解でよろしいですか。 

○議長（高橋利勝） 佐々木教育長。 

○教育長（佐々木基裕） 今、御指摘のとおりと思っていただければよろしいかなと思

いますし、また、私どもが先ほど学校ヒアリングのお話をさせていただきました。学校

ヒアリング上におきましては、各学校でそれぞれ優先順位をつけてございます。そこを

私どもは、その優先順位と全体的な町全体の小中学校の優先順位はどうであるか、そこ

を精査しながら、これは予算に上げる、これは次年度に回す、そういった判断をしてお

りまして、それを一覧表に落とすといったそういう作業まではしていないということ

でありますので、御理解賜りたいと思います。 

○議長（高橋利勝） 梅村議員。 

○３番（梅村智秀） なるほど、その優先順位については、御答弁によって理解をいた

しました。 

 ただ、必要性というところについては、考えてられていらっしゃるというところでご

ざいましたので、仮にでございますけれども、例えばこうした給湯器、電気式のものと

かそういったもの導入した場合、そういった給湯器等、電気式の給湯器とか置き型のも
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のとか小型のものとか、さまざまなものがございますが、一般的に手洗いの用に供する

ような小型の電気給湯器等だと物にもよりますが、１基数万円程度であったり、安価な

工事だけで済んだりとか、置き型のものもあれば壁かけのものもあったりとかで、特段

場所等も要しないと。こういったところについて、シミュレーションされたりとか、想

定をされたりとか、お考えになられたこと、書面化されていなくても仮に設置するとし

たら、そういうものになるだろうな等々のお考えを持ったり、また、現状の部分でござ

いますが、児童や生徒がそういった類いのものを使えるような部分があるのかどうか。

例えば、十分でないまでも学校に１基だけあるのですとか、そういったものがあればお

聞かせをいただきたい。 

○議長（高橋利勝） 佐々木教育長。 

○教育長（佐々木基裕） 給湯器につきましては、学校規模、それから給湯器そのもの

の性能等いろいろあり、安価から高額なものまであると、私も認識しているところでご

ざいます。 

 一つの学校に何台入れるかではなくて、私どもは全ての学校を公平な立場で、もしす

るのであれば導入したいという思いもありますから、そこの部分につきましては児童

生徒数、それから手洗い場の数等々を加味しながら、もし給湯器を設置するのであれ

ば、そのような運びで計画的に実施をしていくのだろうと思ってございます。 

 いずれにいたしましても、各学校におけます給湯器の設置状況につきましては、電気

温水器を設置している学校もありますが、温水器を設置していない学校におきまして

も、ボイラー用の温水を利用してお湯を使用することができるようになってございま

す。これらは主に手洗い用というところではなくて、掃除用等に使っているものでござ

いまして、ここの部分につきましては、全ての学校でお湯が出る状況にはなってござい

ます。 

 以上でございます。 

○議長（高橋利勝） 梅村議員。 

○３番（梅村智秀） それでは２問目を終わり、３問目に移らせていただきます。 

 ３問目でございますが、私自身が消防や救急に従事する職員さんは、自身の危険をも

顧みず、いかなるときにも防災の最前線へと向かう、まちの皆さんから多くの信頼を寄

せられる方々であるとの敬意を持ち合わせているところでございます。私の認識とい

たしましては、防災に当たるヒーローであるというふうな認識もしているところでご

ざいます。 

 ３問目、消防署員が活躍する消防署の環境整備は急務。 

 それでは通告文の読み上げを行ないます。 

 町民の暮らしと命を守るため、緊急時、消防職員が安全に第一線で活躍するため、仮

眠室及び緊急車両用車庫の整備が急務である。現在までの対応と今後の方針について

事実と所信をただす。 
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 １、消防職員が不測の事態に備え、夜間待機中に利用する消防署内仮眠室が個室と

なっていない。昨今の社会情勢はもとより、コロナ禍において、密を避ける社会的距離

の確保にも適合していない。新型コロナウイルスへの感染は誰しもに起こり得ること

で、万が一、消防職員が感染し、その感染が拡大した場合は、本町の消防、救急体制に

大きな影響を及ぼすことは必至であるため、仮眠室の個室整備が急務であるが、実態と

見解を伺う。 

 ２、緊急車両用の車庫が狭いため、車両間の距離が適正に保たれていない。緊急出動

時の消防職員の準備や動線確保、緊急車両乗車時のドア開閉にも支障を来すほど、極め

て不適切な状態である。職員のけが、車両や備品の損傷、そして緊急出動の遅れなど、

あってはならぬ事態が生じることが予見され、緊急車両用車庫を新たに設置する等の

対策が急務であるが、実態と見解を伺う。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫）〔登壇〕 梅村議員の３問目、消防署員が活躍する消防署の環境整

備は急務の質問の答弁をさせていただきます。 

 御存じのとおり、現在の消防庁舎は、ただいま御質問にありましたけれども、昭和４

８年に本別町役場との合同庁舎として建設されました。４７年が経過をいたしました

が、この間、交通情勢の変化、また産業機械の大型化など、社会情勢は大きく転換をし、

さらには大規模な自然災害を想定する中で、救急対応は複雑化する傾向にもあります。 

 それに対応し得る体制の整備を図っていく上で、緊急車両の大型化やまた新規配備、

消防職員の増員が行なわれてきた経緯があります。御質問いただきました仮眠室や車

庫の状況については、御質問のとおり、決して十分な環境とは言えないというふうに私

どもも認識をしています。 

 １問目の仮眠室の環境整備につきましては、今までエアコンの設置やまたシャワー

室の整備など、これまで当直職員の疲労回復のための環境改善に努めてまいりました

が、仮眠室が現状につきましては、当直職員の、また特に新型コロナウイルスをはじめ、

この感染予防は想定もされないというのがありますが、今現在も十分とは言えない状

況になっているところであります。現在は、密にならないよう分散して仮眠を取ってい

る状況であります。 

 御質問いただきましたとおり、仮眠室の個室整備についてもひとつの改善策として

上げられますが、感染症対策を講じながら必要なスペースを整備するためには、消防庁

舎の構造、改修費用が大きな課題となりまして、早急な対応はいまだ厳しい状況となっ

ているところでもあります。 

 当面はマスクの着用やうがい、手洗いの徹底、３密の回避など新型コロナウイルス感

染予防対策をしっかり行ない、消防、救急体制に支障が生じることのないよう、最大限

の配慮を行なってまいりたいと考えております。 

 コロナ感染予防対策として、仮眠室の対応は急務と考えており、現状でできる対応を
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署員、これは役場ですが、建築の担当とただいま協議中ではあります。 

 ２問目の緊急車両用の車庫の新たな設置などの対策についてでありますが、近年の

緊急車両の大型化、消防資機材の整備などに伴い、現在の車両用車庫は、狭隘化を来し

ていることは御質問のとおりでありますが、現状の中で署員は、けが、車両や備品の損

傷、当然のことでありますが、緊急出動の遅れもなく対応をしていただいております。 

 通報を受けてから出動までの初動時間、距離的な問題、出動の際の安全確保、車庫の

設備整備など総合的に考えますと、やはり適当な敷地の確保や費用の面が大きな課題

となりますが、町民の生命と財産を守っていくためには、重要な課題と捉えているとこ

ろであります。 

 御質問いただいておりますとおり、緊急車両用車庫の新規設置につきましては、現在

の状況改善のためには有効な手段の一つでありますが、平成３０年度に作成したハ

ザードマップでは、現在の役場庁舎を含め消防庁舎は、大雨災害時の浸水想定区域内に

位置しておりますことから、将来的には消防庁舎の移転、改築も含め検討が必要となっ

ております。 

 したがいまして、大規模修繕はできないまでも、少しでも現状の改善を図る方策を講

じながら、最善に近づけていきたいと考えております。 

 以上申し上げて、答弁といたします。 

○議長（高橋利勝） 梅村議員。 

○３番（梅村智秀） それでは、１番項についてお伺いをいたします。 

 町長の御答弁からあったように、いわゆる仮眠室等の整備について十分ではないと、

ここの認識は同じであるというところが、御答弁から分かったところでございますが、

現在、分散して仮眠を取ったりというところの御答弁がございましたが、これそもそも

今の時点でいうと、どういうようなところで利用に当たられているのか、現況について

お伺いをいたすものでございます。 

○議長（高橋利勝） 上原総務課主幹。 

○総務課主幹（上原章司） ただいまの御質問にお答えいたします。 

 現在、消防署での仮眠の状況ですけれども、仮眠室をはじめ待機室、それから事務室、

それから講堂などを使いまして、分散した形で仮眠を取っているところです。 

 以上です。 

○議長（高橋利勝） 梅村議員。 

○３番（梅村智秀） ただいまの御答弁から、町長の御答弁を裏づけるように、十分な

スペースではないというところの裏づけが取れたところでございます。 

 そもそも役場庁舎を目的外の使用をしていると、恒常的に、待機室や事務室、講堂な

んかに分散して寝ているというところで、これは例えば災害時とか緊急時というよう

なものの暫定的なものであれば、理解はできるところでございますが、恒常的にこうし

た目的外の使用するというところについては、いかがなのかというふうに考えるとこ
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ろでございますので御見解を伺いたい。 

 また、昨今の時代の流れ、これはいわゆる一昔前のようなもので、例えば一般的な旅

行等においても大部屋に団体で宿泊するというような時代ではなく、今、個人が個人の

時間を尊重される、つまり個室等に宿泊すると。現在、一般の職員の出張等においても、

そのような形を取られているのではないのかなというふうに考えるところでございま

すが、この辺の現状もいかがなのかなというところでございます。 

 そうした社会状況下にあり、併せてコロナウイルス感染拡大防止のため分かれてと

いうところではなくて、最大限やはり救急や消防をこうした不測の事態に備える職員

に対しては、特にもそういった対策、いわゆる仮眠室の個室化というものが必要である

というふうに考えるところです。 

 施設の大規模改修とかそういった部分についてでございますが、例えばでございま

すけれども、プレハブ式のユニットハウス、いわゆる工事現場で使われる宿舎のような

ものであるとか、移動式のコンテナ、こういったものについても最近において住居と見

まがうほどのものがあると。こういったものを導入したり、移動が可能、防災用などの

汎用性がある、また数百万円程度と安価、またリース等も可能であると。当然、町内に

おきましては、こうしたものについてリースを行なう事業所、また、類似の商品等を販

売やリースをする事業所もあるというところでございます。 

 また、もう１点でございますが、現在、消防団が使用している講堂、こちらについて

先ほど仮眠の用に供している、使っているというような御答弁もいただきましたが、例

えば、消防団の御利用については別の場所を御用意させていただいて、講堂を整備して

仮眠室を整えるとか、こういったようなところについて具体的な提案としてできると

ころでございますが、御見解をお伺いいたします。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫） 提案なのか、ちょっと私もまだ分からないのですけれども、今、

たくさん言っていただきましたけれども、先ほど答弁しましたように、コロナが出てく

る前は、それほど問題になるようなことでもなかったのかなと思うのですが、ここに来

て３密の解消ということでは、仮眠といいながらも一定の時間一緒にいるわけですか

ら、その部分については分散してということでありますが、以前から仮眠室の在り方に

ついて、先ほど申し上げましたとおり、役場の建築担当と職員、現場と打ち合わせしな

がら、どのような方針、パーティションいろいろ含めてどうすれば密を防げるのか、

多々含めてあります。 

 中でも今、御提案がありますように、例えばスーパーハウスだとかいろいろなことが

あるのですけれども、結果的にいろいろ検討はしているのですけれども、やっぱり救急

の通報だとか、またドアのシャッターの上げ下ろしだとかいろいろ含めて、なかなか一

体となってないと、非常に出動的にも時間のロスなど含めても問題があろうと。置くス

ペースについても、それらもあるというようなこと含めて、非常にいろいろな検討をし
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ていただいた中では、まだ、十分な場所やまたそれらのいろいろなユニットハウスだと

か、リースでいろいろ借り入れを含めても、なかなかそこまで行き届かないというのが

実態であります。 

 特に、この庁舎の建て替えは、御案内のとおりの御質問のとおりですから、機械も大

型化になって、車も大型化になっていますから、これは少しでも広いところということ

で実は検討してきた経過もあるのですが、１番は営林署の旧苗畑のところですね、町有

地なのですが、あそこを計画して、財源をどうするということになって、おかげさんで

国のほうの緊防債含めて使える、使えるというのは、ある意味使い勝手のいい促進させ

ていただけるような予算が国もできているのですが、残念ながら先ほど申し上げたよ

うに、１０００年に１度のハザードマップが作成をしなければならないということで

なると、この当たる周辺も全部浸水地域になってしまって、それはとてもとてもそこに

この緊急用なものが建てられないということになりましたので、それではしかるべき

で高いところといってもなかなかそこまでは届かないとか、いろいろな検討を重ねた

結果、まだ、現状なところにいっているところであります。 

 その中でも事故のないように、また緊急出動に支障のないように、署員がまた団員が

しっかり任を担っていただきますので、その思いにも応えるように、なるべく早くこれ

らの課題の解決に向かっていきたいなというふうに今思っているところでございます

が、当面、宿直の密の解消対策については、現場と十分協議しながら応急措置かもしれ

ませんが、しっかりと対策をとっていきたいとこう思っておりますので、よろしくお願

いしたいと思います。 

○３番（梅村智秀） 終わります。 

○議長（高橋利勝） 暫時休憩をいたします。 

午後 ２時２７分  休憩 

午後 ２時４０分  再開 

○議長（高橋利勝） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 一般質問を続けます。 

 ２番柏崎議員。 

○２番（柏崎秀行） 議長の許可をいただきましたので、通告済みの１問コロナウイル

ス感染症を踏まえた本町の今後の対策についてを質問させていただきます。 

 なお、今回の質問は、一問一答細目方式を採用しての質問とさせていただきます。 

 それでは質問事項、コロナウイルス感染症を踏まえた本町の今後の対策について。 

 新型コロナウイルス感染症は、いまだ収束のめどが立っていない現状ですが、新しい

生活様式を踏まえた、町民が安心して暮らしていけるように本町独自のガイドライン

を策定することが必要だと考え、以下２点を伺います。 

 １、町に設置されていますコロナ対策本部会議の中で、さまざまな対策を検討されて

いると思いますが、町の施設等や会議、会合に関して町独自のガイドラインが必要と考
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えますが、町の見解を伺います。 

 ２、コロナ禍において、全国各地で災害が深刻な問題になっていると思いますが、本

町においても、いつ未曾有の災害に見舞われるかは想定できません。新しい生活様式の

中、避難所の開設における定員や分散避難、車中泊、情報の伝達、共有など課題がある

中でガイドラインの策定や防災訓練は、町民の生命財産を守る大切なことと思います。

町の見解を伺います。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫）〔登壇〕 柏崎議員のコロナウイルス感染症を踏まえた本町の今後

の対策についての答弁をさせていただきます。 

 まず１点目の公共施設や会議、会合に関わるガイドラインの策定でありますけれど

も、５月２５日の北海道における緊急事態措置の解除を受けまして、６月１日から新し

い生活様式を実施しながら、町内の公共施設の利用を再開してきたところであります。 

 本町では、これまで２５回のコロナウイルス感染症対策本部会議を開催してきまし

たが、現時点におきまして施設利用などに関するガイドラインの策定は行なっていま

せんが、会議、会合の主催者において、人との距離の確保や３密の回避、手指消毒など

の感染予防対策をとるよう徹底してまいりました。 

 議員御質問のとおり、コロナウイルス感染症の収束は先が見えない状況であります

が、各種施策や地域活動を停滞させることなく、行政運営を行なうことが重要であり、

そのためには安全確保は不可欠であると考えておりますので、御提案いただきました

施設利用や会議、会合に関するガイドラインの策定につきましては、対策本部会議にお

いて今後も検討させていただきたいと思います。 

 まだ、即できるということで答弁ができないのが、このガイドラインの策定に当たり

ましては、細部にわたって非常に細かくまた厳しく、それができたら一定の制限を加え

るということにもなることでありますので、そこら辺はどのような方法をとることが

いいのかということを最終的に、それぞれの任意での活動含めて、支障とならないよう

なガイドラインをという形の中で示すほか、また大枠の目安としてどのような方向を

持っていくかなど含めて、併せてこれは対策本部会議の中で十分に検討させていただ

きたいなというふうに思います。 

 ２点目についてです。 

 コロナ禍における避難所運営に関しましては、内閣府より新型コロナウイルス感染

症に配慮した避難所の開設、また運営関連の通知がありまして、避難所における十分な

スペースの確保、避難所全体のレイアウト、動線などについて示され、北海道からも同

様の通知や、北海道版の避難所運営マニュアルの改定がなされたところであります。 

 これらの通知も踏まえまして、本町におきましても避難所の感染症対策、新しい生活

様式を考慮した場合の収容人員の算出、車中泊、分散避難の在り方、情報伝達、また共

有の方法などにつきまして検討を重ねながら、本別町避難所運営マニュアル、ガイドラ
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インの原案を作成し、北海道の指導を受けながら、８月３１日には職員による避難所運

営の開設訓練を実施したところであります。 

 現在、参加した職員の意見、また課題などの集約、整理を行なっておりまして、それ

を生かしながら今後の避難所開設、避難所の運営マニュアルに反映させる予定として

おります。 

 なお、住民との防災訓練や住民向けのガイドラインの策定につきましては、議員の御

質問のとおり、重要なことと捉えておりますので、先ほど申し上げましたことを含め

て、十分に検討して進めてまいりたいというふうに考えております。いずれにいたしま

しても、住民の皆様が安心して避難していただけるような避難所開設ができるように、

改めてしっかりと努めさせていただきますので、御理解を賜って答弁とさせていただ

きます。 

○議長（高橋利勝） 柏崎議員。 

○２番（柏崎秀行） ただいま町長のほうから答弁いただきました。 

 １項目めについて再質問させていただきます。 

 これまで２５回対策本部会議を開催されたということでございます。現状、町の施設

を利用してのイベントや式典、会合、会議といったものは、いわゆる集まるということ

に関しては、やるほうも開催しづらいという現状が続いているところではあります。今

後、いつまでそういった状況が続くというのも、先通しは見えないというところではご

ざいますが、先ほど町長のほうからも地域活動を停滞させることなくということです

ので、どんどん活動を再開していただくというような観点から、やはり町独自のガイド

ラインを作り、基本的には関係団体との協議になると思いますが、国の進めています接

触確認アプリのＣＯＣＯＡですとか、僕も今申請しているのですけれども、北海道のコ

ロナ通知システムなどを利用して、どんどん開催を考えるというようなことをできな

いかというふうに思いますが、町の見解を伺います。 

○議長（高橋利勝） 飯山保健福祉課長。 

○保健福祉課長（飯山明美） 柏崎議員の質問にお答えをさせていただきます。 

 先ほど、町長からの答弁にもありましたように、やはりこれまでずっと集まることに

対しては自粛ですとか、会議に関しても書面会議というような状況が続いてきまして、

いろいろな町行政も含めて、地域活動も含めて、少し停滞感があるのかという認識で町

のほうもいてございます。 

 今、議員のほうから御提案のいただきました厚生省のＣＯＣＯＡ接触確認アプリ、こ

れはホームページ等とかでも紹介はさせていただいておりますし、不特定多数が集ま

るような公共施設、公共の場所には、北海道の通知システムとかも設置をさせていただ

いているところです。現在の感染予防資機材との関係では、各施設において非接触性の

体温計の購入とかも、それぞれ手に入るものからしていっている状況でありますので、

それぞれの会場の使用目的にもあるかとは思いますけれども、どういう形で安全に
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使っていただいていくのがいいのかというところを新しい生活様式の基準に照らし合

わせながら、町としても少し整理をしていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（高橋利勝） 柏崎議員。 

○２番（柏崎秀行） ただいま、課長のほうから答弁いただきました。 

 ＣＯＣＯＡというアプリのほうは、ホームページを通して紹介しているということ

です。北海道のコロナ通知システムに関しましてですけれども、町の施設に関しては町

が道に申請してＱＲコードをいただいているということ。もしくは民間の企業とか団

体が、イベントをするといったときに、そういったものをＱＲコード欲しいといったと

きに、町のほうで代替というのですか、道のほうにやっていただけるのかどうか。個人

でやったら大変な部分もあるので、町の施設を使うときは町のアプリ、ＱＲコードでい

いのか、イベントごとのコードになるのかというのをお聞きします。 

 あと、非接触体温計ですけれども、なかなか手に入りづらい状況が続いていましたけ

れども、今、結構手に入るということで、イベントとかやるときに貸し出しとかは可能

なのか。例えば、体育館でやる、公民館でやるといったときに何台か貸していただいて、

みんなの体温はかれるようにするのか。 

 もう１点、式典とか、会議、会合の後に飲食を伴う場合があります。そういったこと

は、町の中でこの施設を使うときは飲食はやめてくださいというのか、それも運営団体

に任せるのか、その辺もお聞きします。 

○議長（高橋利勝） 飯山保健福祉課長。 

○保健福祉課長（飯山明美） 御質問にお答えをいたします。 

 北海道コロナ通知システムＱＲコードの関係ですけれども、基本的には、例えば公共

施設であれば役場がつくるですとか、あるいは各施設を持っておられるところの設置

者がつくるですとか、お店関係であればお店の経営者がつくるというような形になっ

ております。 

 不特定多数の方が集まるようなイベントに関しては、その都度その都度、そのイベン

トごとにＱＲコードを取得する形になりますので、例えば今年はやっていないですけ

れども、きらめきをやりますよといったときには、きらめきの実行委員会というのです

か、そこがＱＲコードを取得するというそういう形になろうかと思います。 

 あと、非接触性体温計の関係につきましては、そこそこの施設で今少しずつ入ってき

ている状況ですので、例えば公民館を使ってこういうことをやるので貸してください

という場合には、貸し出しはできるかというふうに思っております。 

 あと、飲食につきましても、これは一概に飲食がいいとか悪いとかということではな

いというふうに理解をしております。例えば、新しい生活様式にのっとった形でちゃん

と飲食ができるのであれば、一概に飲食を否定するものではないというふうにも理解

をしておりますので、その辺につきましては、先ほどのマニュアルとかガイドラインと
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いうかそういうものを整理する中で、併せて検討していければというふうに思ってお

ります。 

 以上です。 

○議長（高橋利勝） 柏崎議員。 

○２番（柏崎秀行） １項目めについては終わります。 

 ２項目めの再質問をさせていただきます。 

 国や道から、コロナ禍における避難所の開設や運営に関して通知が来ているとのこ

とですが、本町において感染症対策、新しい生活様式を踏まえた避難所運営マニュアル

の原案を作成しているということで、大まかな収容人数ですとか、車中泊、分散避難等

に対して情報の伝達、大まかでいいですけれども、中身を伺います。 

 また、せんだって避難所運営の開設訓練をされたというふうに伺いましたが、今、そ

の検討をしているということですが、客観的に見てその訓練はどうだったのか、２点を

お聞きします。 

○議長（高橋利勝） 暫時休憩をいたします。 

午後 ２時５５分  休憩 

午後 ２時５５分  再開 

○議長（高橋利勝） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 小坂住民課主幹。 

○住民課主幹（小坂祐司） それでは、ただいまの柏崎議員の質問にお答えをしたいと

思います。 

 マニュアルの原案につきまして、いろいろと担当のほうで作りまして、収容人員の関

係ですが、コロナ禍の中で感染症防止のパーティションがない場合、今、現状ないので

人数の算定をしております。おおむね２０％台の収容人員になろうかというふうに考

えているところでございます。 

 あと、車中泊の部分に関しましては、当然、車中泊の部分も避難所開設をすると、国

のほうからも今は車中泊いいですよというような通知も来ているところでございます

ので、車中泊についても管理をしなければいけないと、我々のほうで管理をしなければ

いけないというところも踏まえまして、駐車場の選定も今しているところでございま

す。現状考えているのが、役場駐車場を考えて、そこを考えて台数等も算出をしている

ところでございます。 

 あと、開設訓練８月３１日に、道の指導を仰ぎながらやったところです。今、担当の

ほうで参加した職員に対しまして、アンケート用紙で回答をいただいているところで

すが、１番出ているのが受付の部分の流れがコロナ対策をしますと、検温ですとか問診

ですとかという部分がございます。そこの部分の流れのところの指摘を参加した職員

のほうからも意見がございます。その辺を関係課等交えまして再度洗い出しをしなが

ら、次に進んでいきたいというふうに考えているところでございます。 
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 以上です。 

○議長（高橋利勝） 柏崎議員。 

○２番（柏崎秀行） 何点か新たに聞かせていただきます。 

収容人数は、大体２０％ということですけれども、国のほうも４分の１というような

コロナ禍においては数字を出していますが、そういった場合に、町市街地においてはな

かなか件数においては入らない状況が、今回、記憶に新しいところですと、台風１０号

で九州のほうは避難所がすごい定員オーバーになったと。５００カ所以上の定員オー

バーになって、すごく大変だったというような事例も出ていますが、本町も災害におい

ては入れなかった人がどうするのかというような場合に、先ほど車中泊というのも出

ましたけれども、本当に分散避難というのが大事になってくるなというふうに感じて

います。 

 分散避難というのは、入れない方云々というよりかは災害起きました。我々の住んで

いるところは、どこに避難したらいいのかというようなことをあらかじめ知らせてお

くというか、町のほうも例えば親戚の家ですとか、そのまま自分の家にいるとか、何が

正しいのかということは、周知していかなければならないかなというのは感じている

ところであります。 

 そういった場合に、ホームページですとか、広報ですとか、そういうところで周知し

ても、なかなか地域によって逃げる場所とかそういうものは違ってくるので、これは案

ですけれども、自治会単位で防災講習会なりを開いて住民の方に周知してもらうこと

が、大切になるのかなというのは感じているところでございます。 

 その辺、町の見解伺いたいのですが、よろしくお願いします。 

○議長（高橋利勝） 小坂住民課主幹。 

○住民課主幹（小坂祐司） ただいまの柏崎議員の質問にお答えしたいと思います。 

 分散避難につきましては、我々も重要なことだというふうには捉えているところで、

周知の方法等、今、担当のほうで９月１号にも若干、避難所における新型コロナウイル

ス感染症対策についてといったようなことも出させていただいたのですけれども、保

存版としまして、今、避難ガイドといったようなものも作成しようというところで取り

組んでいるところでございます。分散避難等につきましても、そこら辺で周知を図って

いければなというふうに考えているところでございます。 

 訓練につきましては、どういったやり方があるのか、担当のほうとも協議を重ねて、

訓練は重要なことだと思いますし、訓練の中でそういったところも議員おっしゃると

おり、周知していければと担当としても考えてございますので、取り進めてまいりたい

というふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（高橋利勝） 柏崎議員。 

○２番（柏崎秀行） 再度質問させていただきました。 
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 両項目についてですけれども、前向きなガイドラインについては、前向きだというふ

うに感じているところでございます。やはりそういったガイドラインを作って、町民の

生命、財産を守るということは、行政の仕事かなというふうに思っております。今、話

ししたことというのは、かなりな業務量になってくるのかなというふうに感じている

ところあるのですけれども、最後、町長にお伺いします。 

 今、防災担当兼務で、兼務の業務内容の中でこういったコロナ禍において、いろいろ

な仕事が増えているという中で防災大事だなというところで、今後、防災に関しては人

員をもっと増やすですとか、そういった見解があるか、最後伺います。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫） いろいろ難しい答弁をしなければならないかなと思うのですが、

実は十勝の町村も全体でこの防災には、それぞれ町村自体が力を入れなければならな

いということで、一昨年来から取り組んでいるのですが、それまで本別町は防災担当と

いうのは現になかったものですから、それでこれからのこの未曾有のいろいろな災害

が起きる中で、何といっても今御質問のように住民の生命、財産守るためには、これは

しっかりと司令塔を置かなければならないということで、実は小坂主幹においでをい

ただいて、こういう立場にしていただきましたので、そういう中では課一体となって、

住民課が交通防災も含めてみんなで対応していただきますからこうなっています。そ

してそのほかに全体の職員全体が一体となって訓練や、また防災意識を高めていると

ころでありますから、担当そのものを増やすかどうかはちょっと答えはしづらいです

けれども、よりそれに応えれるような組織体制をしていきたいなというふうに思って

います。 

 小坂主幹は間違いなく兼務でなくて、そっちになるかもしれませんが、兼務となって

また一緒に働ける、常に頑張れる直接のスタッフも、もうちょっとできるのではないか

なというふうに思っていますが、あと、副町長がうんと言えば、大体その感じになって

くるかなと思いますので、今、ガイドラインも作成中でありますから、その中身も含め

て対応できるようにしていきたいなと思っています。 

 以上です。 

○２番（柏崎秀行） 終わります。 

○議長（高橋利勝） 暫時休憩をいたします。 

午後 ３時０４分  休憩 

午後 ３時０４分  再開 

○議長（高橋利勝） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 一般質問を続けます。 

 １番水谷議員。 

○１番（水谷令子） 議長の許可をいただきましたので、通告いたしました１問を質問

いたします。 
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 インフルエンザ予防接種の対応について。 

 新型コロナウイルスの感染が収束しない中、冬を前にインフルエンザとの同時流行

は、世界的大流行ツインデミックになるのは避けられない状況です。インフルエンザが

はやる前に、備えを万全にする必要があると考えますが、見解を伺います。 

 １項目、インフルエンザは、新型コロナウイルスと症状が見分けにくいことから、感

染を警戒してインフルエンザワクチン接種の希望者が増えると見込まれます。混乱を

避けるために、優先接種の対象者を決める必要があると考えます。また、コロナウイル

スワクチンが開発されたときの優先順位は、現時点でどのように考えているか、対応を

伺います。 

 ２項目、現在、コロナ禍以降、子どもたちを連れて病院に行くこと自体を恐れて、受

診控えをする親がいると聞きます。今後、インフルエンザの流行期を迎える中、インフ

ルエンザで重症化しないためにも、子どもたちに対する予防接種の周知が大切だと考

えますが、対応を伺います。 

 ３項目、新型コロナとインフルエンザは、高齢者と基礎疾患のある人がかかると、重

篤になると言われています。ワクチンの優先接種により、インフルエンザの患者数と重

症化のリスクを抑えることができれば、医療機関の負担が軽減され、医療体制の逼迫を

防ぐことになると考えます。これらのことから６５歳以上の人のインフルエンザ予防

接種自己負担額の無料化の必要があると考えます。見解を伺います。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫）〔登壇〕 水谷議員のインフルエンザ予防接種の対応についての答

弁をさせていただきます。 

 まず１点目についてですが、議員のおっしゃるとおり、新型コロナウイルスの感染が

続く中で、インフルエンザの流行シーズンを迎える今年は、インフルエンザワクチンの

接種を希望する方が、きっと増えるのではないかというふうに見込んでいるところで

あります。 

 本町の今年度のインフルエンザワクチンの実施につきましては、９月１５日号の町

広報のかけはしにも掲載させていただきましたとおり、１０月に受付し、１１月から接

種を予定しておりますが、現在、国では予防接種法に基づく定期接種の対象者となって

おります６５歳以上の高齢者などに、１０月前半からの接種を優先的に呼びかける方

針で進めていることから、本町におきましてもワクチンの入荷状況を見据えながら、各

医療機関と協議をし、可能な限り１０月中の接種開始を目指していきたいと考えてお

ります。 

 また、新型コロナウイルスワクチンにつきましては、現在、開発が進められておりま

して、併せて国レベルでワクチン接種の在り方が検討されておりますことから、接種の

優先順位につきましても、今後の国の方針に基づいて進めていきたいと考えておりま

す。 
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 次に、２点目の子どもに対するインフルエンザのワクチン接種についてですが、子ど

ものインフルエンザにつきましては、ワクチンではインフルエンザの流行を阻止でき

ないとの理由から、平成６年に定期接種の対象から外され、現在は重症化予防を目的と

した任意の予防接種として、本人、保護者の意思と責任で接種を行なうことになってお

ります。 

 任意の予防接種ではありますが、本町といたしましては希望される方が受けやすい

ように、今年度から対象年齢の下限を１歳から６カ月に引き下げます。乳幼児、小学生

には２ ,０００円、２回やるわけですが、中学生、高校生には１ ,７００円をそれぞれ助

成することとしております。子どもがインフルエンザワクチンを接種した場合、大人よ

りも副反応が出やすいことから、今年度につきましても保護者同伴のもとで、町内の医

療機関で接種を受けていただくことを、広報や健診などで周知しておりますので、御理

解をいただきたいと思います。 

 続きまして、３点目についてですが、議員の御質問のとおり、いずれの感染症も高齢

者や基礎疾患がある方は重症化しやすいと言われておりまして、これらの方にインフ

ルエンザワクチンを接種していただくことが重要であるという認識はしておりますが、

今年度につきましては接種に関わる委託料の単価は上昇しておりますが、自己負担額

を据え置きに、これまでどおり１ ,５００円とし、町内医療機関での個別接種のほか、

コロナウイルス感染症予防に配慮し、町内の公共施設での集団接種の回数を５日から

７日に増やすことで、高齢者の方々が受けやすい形での実施を予定しております。 

 昨シーズンは、手洗いの励行や手指の消毒、マスクの着用でインフルエンザに罹患す

る方が減少したという報告もありますことから、予防接種を希望される方が１人でも

多く接種できる体制づくりと併せて、新しい生活様式の実践といった予防行為の普及

や啓発をさらに推進をして、町民の皆様の健康管理と感染症予防に努めてまいりたい

と思います。 

 以上申し上げて、答弁とさせていただきます。 

○議長（高橋利勝） 水谷議員。 

○１番（水谷令子） 再質問いたします。 

 優先接種の対象ということで、広報にも載っていたとおり、６５歳以上の方には９月

下旬に案内文書と予診票を送るというようなことが書かれていました。そのほかに国

としては基礎疾患のある方、また医療従事者の方、また妊婦、小学生低学年の方という

ような順位をつけていると思うのですけれども、本別町では接種場所を変えていて、予

約を変えたり、接種日を変えたりというような工夫はされていると思いますが、改めて

接種順位という点ではどのように考えているのかお伺いいたします。 

 それと、広報に書いてあるのですけれども、万が一、在庫がなくなった場合には、早

期接種終了となりますので御了承くださいというふうになっていますけれども、受け

る方、全員の分は用意されていないということなのか、この辺をお聞きしたいと思いま



－ 54 － 

す。 

 それと、子どもたちの先ほど町長が言ったように、平成６年度から任意で行なうよう

になったというお話でしたけれども、今回の場合、環境が変わりまして親への周知とい

うのですか、その辺がやはり学校のほうにきちっと行なわなければならないのではな

いかなと思うのですね。その辺の周知の仕方、学校に対してどういうようなアピールを

していくのかということもお話を聞きたいと思います。 

 それから、無償化ということで６５歳の方のインフルエンザですね、対象者が接種す

る方が増えるのではないかということで、インフルエンザとかコロナとの関わりに関

係してきて無料化、これを医療機関の負担軽減とか体制の逼迫につながるのではない

かなと思ったわけです。このことでいま一度、例えば今現在、新型コロナウイルスのウ

イルス感染症対策地方創生臨時交付金というのが出ていますけれども、このことは対

象にならないのか、いま一度お聞きしたいと思います。 

○議長（高橋利勝） 暫時休憩をいたします。 

午後 ３時１５分  休憩 

午後 ３時１６分  再開 

○議長（高橋利勝） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 飯山保健福祉課長。 

○保健福祉課長（飯山明美） それでは、水谷議員の御質問にお答えをいたします。 

 ６５歳以上の方への対応といたしましては、今、個別通知をこれからさせていただく

ということで準備を取り進めているところです。国のほうで言っている優先順位とそ

の接種時期の目安なんですけれども、これは１０月１日から６５歳以上の方、１０月２

６日以降を例えば妊婦さんですか、６５歳以上以外の方で配慮が必要な方、それ以降は

皆さん一緒というようなことで、早目に接種をしたほうがいいですよと、呼びかけをし

てくださいというのが、厚労省のほうの言い方になっております。 

 本町の状況を申し上げますと、今、各医療機関にワクチンの入荷状況等も確認してい

るのですけれども、１０月の初めから接種できるほど早い段階でワクチンが入ってく

る状況にはないということで、二つの医療機関とも確認をしておりますので、今、国保

病院のほうが広報で１０月下旬から接種ということになっておりますので、そこが１

番早いのかなというふうに思います。 

 そう考えますと、そのほかの方も含めて大体同じ時期に皆さん接種されるような状

況になるかと思いますけれども、呼びかけとしましては、６５歳以上の方は、希望され

る方はなるべく早い時期に受けられるのがいいかというふうなことで、今、個別通知を

するような準備をしております。 

 あと、接種場所、接種日にちを変えるというところでは、これはある意味予防接種に

よる密を避けたりですとかということかなというふうにも思いますけれども、接種場

所については、うちは２カ所の医療機関とあとは集団接種、６５歳以上の方については
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集団接種という形をとっております。予防接種をする時間とか、例えば受付時間だとか

そういうものは各医療機関の中で、この時間でお願いしたいというもので組んでおり

ますので、医療機関によっては夕方とか午前の遅い時間とかで、余り一般の患者さんと

交わらない時間にやりますというようなことで言っていただいているところもありま

す。それはそこそこの医療機関の状況にもよろうかなというふうにも考えております

ので、御理解をいただきたいというふうに思っております。 

 あと、ワクチンの供給の関係ですけれども、今、国のほうでは本数としまして、約３,

２００万本ぐらいのインフルエンザのワクチンを確保している。これは１本が２人分

ということなので、約六千何百万人ぐらいのワクチンを確保していると。これは昨年に

比べると、１２％増の確保量であるというふうに厚労省のほうでは言っております。 

 広報のほうに、もし希望数が多くて、多くなった場合には接種できない可能性ありま

すというのは、これ毎年多分書いてあると思うのです。今年に限ったことではなくて殺

到すれば、やっぱり全国的にワクチンはいろいろなところに供給されるので、希望した

数が全部入ってくるわけではないということであります。ですので６５歳以上の方と

か、配慮が必要な方は早目にという呼びかけをして、あと残った部分はその他の方とい

うふうなことでやっていくというような流れになろうかというふうに思います。 

 インフルエンザワクチンの親への周知の部分でございますけれども、現在のところ

広報とか、あるいは健診での呼びかけということで、特別、学校にＰＲをしているとい

う状況ではございません。こちらはあくまでも任意の予防接種ということもあります

ので、積極的に受けてくださいというような働きかけは、できない予防接種になってお

ります。ですので、あくまでも保護者の方の判断で、受ける必要があるのかどうなのか、

受けた後、もし何かあったときの責任も含めて、各自で判断をしていただきたいという

予防接種になっておりますので、あくまでも一般的な広報というような考え方で取り

進めているところでございます。 

 あと、無料化の部分につきましては、現時点としては無料化をするということでは考

えておりません。若干、金額は値上がりをしておりますけれども、自己負担を据置きに

するということと、お金の問題で受ける受けない確かにあるかもしれませんけれども、

できる限り高齢者の方で受けたい方が受けやすい形をとっていくことが、接種率の向

上につながるのではないかというようなこちらの解釈もさせていただいておりまして、

現在、今年度は接種場所、接種する日にちを２日間増、増やしまして１人でも多く希望

される方に受けていただきたいということで考えております。 

 以上です。 

○議長（高橋利勝） 村本総務課長。 

○総務課長（村本信幸） 私のほうからは、地方創生臨時交付金の関係を答弁させてい

ただきます。 

 今、手元に資料等はないのですが、地方創生臨時交付金は新型コロナの感染予防、感
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染対策、そういったものを目的に創設をされておりますので、インフルエンザワクチン

を単純に無料化するというのは、ちょっと該当にならないのかなというふうには今考

えております。 

 以上です。 

○議長（高橋利勝） 水谷議員。 

○１番（水谷令子） 今回、あくまでも今までの状況と違って、新型コロナウイルスの

感染という部分が環境的に入っていると思うのですね。そこの危機感というのですか、

今までと同じでいいのか、危機感を持った対応というところをもう１度聞きたいと思

います。 

○議長（高橋利勝） 飯山保健福祉課長。 

○保健福祉課長（飯山明美） 確かに報道も含めまして、国のほうでもこれからインフ

ルエンザがはやる時期になってくると、コロナ感染症と症状が見分けがつかなくて、医

療機関も大変な状況になってくるのではないかですとかというような報道もされてい

ますし、そういうような通知文書とかも入ってきているところです。ただ、先ほども申

し上げましたように、１億人ちょっとのインフルエンザワクチン全てが確保されてい

るわけではないという状況があります。 

 それと併せまして、町長の答弁の中でも申し上げましたけれども、今シーズン、２月、

３月まだインフルエンザの流行シーズンではあるのですけれども、皆さんがマスクを

したり手洗いをしたりということで、一般的な感染予防対策に努めたことで、インフル

エンザの流行は、春先は本当になかったかなというふうに思っておりますし、いろいろ

な方面から、そういう報告も入ってきております。 

 ですので、限られたワクチンという資源と併せて、各自ができる予防対象というもの

を併せての対策を双方やっていくことが必要なのではないかというふうに考えており

ますので、御理解よろしくお願いいたします。 

○議長（高橋利勝） 水谷議員。 

○１番（水谷令子） 確かに、２０１９年から２０２０年のシーズンの国内のインフル

エンザ感染者は約７００万人で、例年の約１ ,０００万人を大きく下回っています。こ

の冬も手洗いや消毒の徹底、マスクの常用、３密の回避など、コロナ対策によるインフ

ルエンザの流行は抑制されるとの見方もありますけれども、予断は許されない状況で

すよね。新型コロナの感染と、どのように関わっていくかという点がやはり問題になる

と思います。この点において、ほかの市町村でも６５歳以上の方の重症化を防ぐため

に、先立って無料化しているまちもあります。このことについて、今後、どのように対

応できるのかもう１度お聞きしたいと思います。 

○議長（高橋利勝） 暫時休憩をいたします。 

午後 ３時２５分  休憩 

午後 ３時２５分  再開 
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○議長（高橋利勝） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 飯山保健福祉課長。 

○保健福祉課長（飯山明美） ６５歳以上の方の無料化の部分でございます。 

 私どもでも十勝管内、年齢による無料化の状況について調べさせていただいた中で

は、もともと無料化であるというまちも含めまして、今回、無料にするというところも

含めて３自治体という状況になっているというふうに聞いております。ほかの市町村

につきましては、これまでと同様の自己負担もいただきながらやっていくということ

でありまして、多くのまちにつきましては、一般的な感染症予防というか、これまでの

流れを継承しながらの予防対策の一つというふうな考え方でやっているのかというふ

うに理解をしております。 

 本町につきましても一応、先ほど申し上げましたように、希望される方ができるだけ

多く接種ができる体制づくりと併せて、各自の感染予防対策の徹底というところで、再

度周知をしていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（高橋利勝） 水谷議員。 

○１番（水谷令子） 同報無線でも１度流れたと思うのですけれども、今後また、同報

無線などで周知をしていくという考えはありますか。 

○議長（高橋利勝） 飯山保健福祉課長。 

○保健福祉課長（飯山明美） 御質問にお答えいたします。 

 今、ちょうど同報無線でインフルエンザワクチンがやりますという無線を流してい

ただいております。実際、受付が始まるのは１０月１日からというふうになっておりま

すので、それは適宜間隔を置きながら、周知はしていきたいというふうに考えておりま

す。 

 以上です。 

○１番（水谷令子） 以上で終わります。 

○議長（高橋利勝） 次に、４番石山議員。 

○４番（石山憲司） 議長のお許しを得ましたので、通告いたしました１問について質

問させていただきます。 

 防犯カメラの設置について。 

 児童生徒が安心して通学できる環境整備として、また、犯罪防止、抑制や行方不明者

捜索のため、防犯カメラの設置は有効と考えますが、見解をお伺いいたします。 

 私は今日で３回目、過去２回質問させていただいています。昨年の一般質問におきま

して、町長は、防犯カメラが抑止力を含めた地域の防犯力の向上という意味で、有効な

手段であると認識を示されております。また、必要があれば、そこにつけたいと思いま

すので、必要だというところがあれば逆に提案していただければ、協議ができると思い

ますと答弁されております。 
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 私が考えるには、本別地区においては、地勢的に中央小学校、本別中学校、本別高校

が弥生町に集中しており、文京区をなしております。多くの児童生徒は三つの橋、本別

大橋、愛のかけ橋、中央橋を渡って通学しております。橋は逃げ道がないので、抑止力

として防犯カメラが必要だと思います。勇足については、旧駅前交差点、小中学校に向

け２方向、仙美里については小学校方向にそれぞれ設置が必要と考えますが、町長の見

解を伺います。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫）〔登壇〕 石山議員の防犯カメラの設置についての答弁をさせてい

ただきます。 

 まず１点目についてでありますが、児童生徒が安心して通学できる環境整備、また、

犯罪の防止、抑制や行方不明者の捜査のための防犯カメラの設置についてですが、議員

仰せのとおり、防犯カメラが抑止力を含めて地域の防犯力の向上にとって、有効な手段

の一つであるということは認識しているところでもありますし、必要とあらば設置に

ついて、この広い本別町ですから、どこにつけていいのか、どこにつければ有効なのか

含めて今までの質問の中で、ぜひ検討協議させていただきたいという答弁をさせてい

ただきましたし、まさにそのことについては、ある研究の成果では、特定の場所に防犯

カメラを設置することにより、犯行現場を変更するとか、また地理的移転が起こるなど

も指摘されておりまして、設置場所の特定には十分な議論が必要であるというふうに

考えておりますし、また、昨年の御質問の際に答弁させていただきましたように、本町

においては町民の皆さんの御理解と御協力、人の目による見守りを積極的に取り組ん

でいただいておりまして、先般、公用車及び関係機関の社用車などに貼る防犯パトロー

ル中のステッカーもそうでありますし、また、これを１００台分配付させていただいた

ところであります。 

 今、議員に上げていただいたような特定の場所において重点的に取り組んでいただ

くことも、有効な手段の一つであると考えておりますが、町内における防犯カメラの設

置状況といたしましては、警察署との協議によりまして、令和元年１０月に商工活性化

センター・アースホールですね、ここに設置をさせていただいて、今年の６月には本別

のコミュニティセンター・道の駅に設置をしていただいたところであります。市街地の

公共施設の要所に、既に設置されているということも、そういう状況であるということ

も御理解いただけると思いますが、今、教育委員会におきましては、防犯カメラは登下

校時の児童生徒の見守り活動を補完するものでありまして、防犯カメラが設置をする

こと自体は、通学路の安全対策を充実させるものであることは理解しているところで

あります。 

 今回、御提案の設置場所に関しましては、いずれも幹線道路上にありまして、見通し

がきくことや交通量も多く、より人の目につくものと考えておりますので、設置を考え

るとするならば、本町におけるこれまでの不審者情報を基に、出没が多いとされる公園
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だとか、また、そこに接する道路、あるいは脇道に入った人通りの少ない路線を見通す

交差点などが、優先すべき場所ではないかと考えております。 

 いずれにいたしましても、現在は録画装置や監視モニターを設置することのできる

公共施設に設置しているわけでありますが、議員に提案をいただいた場所は、遠隔操作

の必要な場所であり、コスト、操作面、またセキュリティー対策などの課題についても、

十分な時間をかけて検討していく必要があるというふうに考えております。 

 何とぞ御理解いただきますようにお願いを申し上げて、答弁とさせていただきます。 

○議長（高橋利勝） 石山議員。 

○４番（石山憲司） まず、先ほど町長答弁の中にありましたアースホール、道の駅と、

私も理解しておりますし、道の駅等につきましては設置のいろいろな機種から金額等、

承っているところでございます。 

 私、今回提案いたしました橋につきましては、実は前回の質問のときに、町長が具体

的に言えと言いましたので、前回最後の質問のときに、たしか私は橋というのは子ども

たちが逃げるところがない。ですからこういう場所こそ危険なのですが、いかがですか

という質問はさせていただいているはずなのです。ここに議事録ございます。議事録に

それははっきりと記載されております。 

 それで町長にお伺いしたいのは、提案せと言うから提案させてもらいましたが、その

結果について、そのときは去年の６月の話でございまして、涼しくなったらまたやろう

という答弁であったかと思いますけれども、その後どのような検討をされたのか、そこ

からお伺いをしたいと思います。前回提案させていただきました。その協議についてど

のような協議をされたのか、まずお伺いしたいと思います。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫） 前回、石山議員から防犯カメラの質問いただきました。ここがい

い、あそこがいいということは残念ながら余り出てきませんでしたから、本当に抑止力

になるとか、それぞれ効果があるというのは、それは誰しも認めるところですけれど

も、ただ、それを実際につけるとなると、本当にそのことが有効なのか。町民の皆さん

もそこは、そういうことが地域でも本当に理解をしていただけるのかなどなど含めて、

やっぱりこの場で提案して議論してもなかなかできないだろうと。夏だし、もう少し時

間かけて涼しくなってからちゃんと協議しませんかと、間違いなく私、言いました。そ

れでその後も個人的に、具体的に必要なところであったら、ぜひ提案してくださいと、

それによってまた検討協議できますよね、そういう意味ですよね。 

 橋の話もしました。職員も皆集まって話を。実際に学校、教育委員会も先ほど言い

ましたけれども、学校の登下校時に橋の上って本当にどうだい、必要ですかと言った

ら、それは橋の上というのは逆にメイン通りだから、本町は。人も車も多いところと

なると、そこは防犯だとか何とかということには余り、逆に人の集まるところで不特

定多数の人が集まるところ、そういうところがもし必要であれば、そういうところが
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優先すべきでないかというような、大方のみんなの見解でありました。 

 一部の自治会の方々に聞くと、それはこの地域にはなかなかなじまないという話、

ここにつけて、あったらいいというような意見はなかなか出てこないというのが、実

は現実なのですね。でも今、勇足と仙美里の話も出ました。例えば勇足と仙美里、ま

ちの中、子どもいないよねということになるのですよ。ですからつけるとしたら、そ

この提案というのも、またありがたいですけれども、これは本当にどこに設置するこ

とが一番効果的なのか、一番理解得られるのかということもやらなければならない。

だけれども、橋の上ならコストはかかるけれども余りそこがないね。それでなくても

議員も一生懸命やっていただいていますけれども、青パトだとかそのステッカーで防

犯呼びかけだとか、子ども１１０番だとかの駆け込みのところ、たくさん増やしてい

ただきながら、こうやって町民挙げて協力していただく。このほうがちょっとずつ効

果がある。 

 その中で、やっぱり道の駅は特に必要ですからということで、警察も含めて協議し

て、双方から監視カメラが作動できるようにした。また、アースホールも道路に向かっ

てというか、道路に向かっているあの一帯を入れました。そういうことでありますか

ら、そういう是非を含めて私どももまた言いますけれども、不必要だとは思っていませ

んので、有効だなというようなことはぜひ取り組んでいって、より町民の皆さんが安全

安心、子どもたちも高齢者の皆さんも安心して出かけられたり、通行ができるというの

が一番大事なことですから、夏場、春・夏・秋・冬含めて、また冬期間の道路状況なん

か含めても必要なとこというのは、例えばだけれども、公園の中がどうだとか、御所の

あの辺がどうだとかと、いろいろあるかもしれません。そういうことも含めてやらせて

いただきたいというふうに思いますので、ぜひ３回目ですから具体的にまた出してい

ただくことは、私どもも望むところでありますので、ぜひしっかり出していただけれ

ば、またいろいろな角度から是非も含めて協議できるのではないかと思いますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○議長（高橋利勝） 石山議員。 

○４番（石山憲司） 町長は、橋の上よりも確かに事件のありました錦町公園や清流公

園、実際にちょっとひどい事件等ございました。それは事実でございます。ただ、橋の

上でも何回か起こっています。大橋でも起こっています。勇足の東橋でもちょっと古く

なりますけれどもございました。橋の上というのは、本当に逃げるところがないので

す。 

 朝ですね、声かけというか、ちょっと事案があったときには、その子どもは学校まで

泣いて走ったそうです。金曜日だったもので、私もそのとき５分違いでそこの場所に

走っておりました。非常にそのとき残念に思ったのですけれども、橋の上というのは、

決して町長言う見晴らしがいいとか、そういう状況ではないということは改めて御理
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解いただきたいと私どもは思います。 

 それから、確かに町長がおっしゃるとおりでございます。町長は、防犯カメラなぞに

頼らずに、町民の力で防犯をしていきましょうと。カメラに頼らなくてもいいというま

ちづくりをされたいという思いは、私も理解しています。ただ、残念ながら人の目で２

４時間、その目は活躍しません。人の目を補うためにも防犯カメラは必要であるという

ことは、再三私のほうからも言わさせていただいているところでございます。 

 確かに町長のおっしゃるとおり、メイン通りよりも横道や公園、事実、公園はいろい

ろございましたし、横道がいいのではないかと言いますけれども、横道でつけるという

ことは、住宅街を映るというのは、前、町長が断った自治会があったと言いましたけれ

ども、実はそれなんですけれども、今はフィルタリングとかいろいろな機械も変わって

きております。そういうもので対応はできると思いますけれども、基本はこれだけ多く

の子どもたちが通っている橋ですね、ここに必要でないかと。そして行方不明者等、こ

れも捜索においても本別町の地勢を考慮すれば、橋のカメラというのは、極めて有効に

捜査に利用できるものであると私は思っています。 

 そういう意味で、今、町長は確かに脇道も公園も、実際公園にはありましたので、公

園に必要でないかと言いますけれども、その前に通学生、子どもたちのことを考えるな

らば、橋のほうが必要でないかというのが私の意見でございますけれども、それに対す

る答弁を改めてお願いいたします。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫） ここがいいということで決めて質問されると、非常に答弁がしづ

らいのですけれども、その場所以前に防犯カメラの是非も含めて、きちっと理解をして

もらわなければならないということですよ。 

 今、石山議員がおっしゃったように、ある自治会では、うちのそばにそういうものつ

けてもらったら困るという方、やっぱりいるわけですから、プライバシーいろいろ含め

てね。だけど、それ以上に防犯、犯罪抑止含めて必要だと。そうなると、しからば今、

石山議員がおっしゃっているように橋の上は本当にそうなのですか。本当につけるの

だったら先ほどの質疑にある、優先順位もっとあるのではないですかと意見もあるの

です。たくさん。 

 ですから、そのことを含めて、ここが必要だ、ここが必要だということであれば、そ

こは十分に検討協議をさせていただけませんか。もう１回言いますけれども、防犯カメ

ラを否定することでありませんので、せっかくつけるのだったらより有効的に、効果的

に、そして地域の皆さん方にも御理解をいただけるような設置の仕方というのをすべ

きではないかなと私は思うのです。そのことを含めて結果として橋につくかもしれな

いし、橋の外れたところにつくかもしれませんし、人通りのというか、遊ぶところ多い

公園につくかもしれませんし、それぞれですが。この本別町のそれぞれの地形いろいろ

含めて、子どもたちの集まる、高齢者の集まるのも含めてどうしてもここは、ただ、犯
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罪者を見つけるとか何とかでありませんから、これは。だからそのことも含めて、しっ

かりと理解協議をさせていただくことのほうが、ずっと大事でないかなというふうに

思いますので、そのことについてぜひまた御意見をいただきたいと、こういう具合に申

し上げたいと。 

 以上です。 

○議長（高橋利勝） 石山議員。 

○４番（石山憲司） 私と町長の間は、橋については若干認識が違うようでございます。

それで私は改めて言いますけれども、私は橋というのは必要であると思っています。

今、ここでつけるつけないという話はしておりませんので、今、町長答弁されたとおり、

そのほかも含めまして、検討するということで理解させていただきます。 

 検討するに当たりまして、もしつけないというならば、要らないというならば、その

理由をしっかりと説明していただきたいと思います。なぜここがだめだったのか、今、

提案しているのですから。例えば、Ａをお願いします。Ａのとこどうですかと聞いたら、

だめだったら、Ａはこうこうこういう理由でだめなんですよという理由が必ずありま

すので、その辺の説明責任はしっかりと果たしていただきたいと思います。 

 それから、もしつけるとなるならば、１回目の質問で申し上げましたとおり、ガイド

ライン、管理運営のガイドラインとそれから捜査機関等における協定書、これは町民の

不安の軽減に一番役に立つと考えておりますので、１回目の質問のときに町長もつけ

るならば、それは大事なことであるという趣旨の答弁をされておりますので、その辺を

含めてしっかりと検討していただきたいと思います。 

 町長は、昨年まで執行方針でコンプライアンス、アカウンタビリティ、スピーディー

ということを２年続けておっしゃっておりました。これは髙橋町政のスタンスである

と思います。まさに法令遵守、説明責任、速やかにこれは髙橋町政の基本であると思い

ますので、それを踏まえまして、もう１度町長にお伺いします。検討をスピーディー、

アカウンタビリティというどのように考えているか、再度お伺いいたします。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫） 石山議員、ちょっと私の答弁したことも理解まだしていただけな

いかと思うのですけれども、防犯カメラの是非については必要なところは必要です。必

要なとこ、効果的なこと、地域の人たちも理解のできるようなところだったら、設置を

するということについてはやぶさかでない。ただ、この橋が私はいいから、この橋がい

いのだと、あんたは違うのかと、どうなんだということを言われても、それは私が独り

で判断するわけでありませんから、そういうことの答弁はできません。 

 ですから、それ含めて、本当に本別町の町内の中で、どうしてもここは必要だと、

あったらいいなというところをぜひ提案していただいたら、その地域も含めて、関係者

も含めて協議して、本当にここに設置したらいいのか。先ほど、カメラの精度の問題も

ありました。それも中に必要ですよ。橋の上からずっと見通すのだったら、自動でちゃ
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んと準備できるようなそういうのも必要ですし、それについてはまたいろいろなマ

ニュアル、それこそありますよ。 

 だから、そういうことも含めてきちっと協議して、理解していかないと、ただ私が独

りで判断できるわけでないですから、石山議員と２人で話しして、ここがいい、ここが

いいということではないので、そこら辺を十分に、何回も言いますけれども、その必要

性と地域も含めて、関係者も含めて理解していただけるようなところでやる必要があ

るのではないかなと思っています。 

 先ほど、教育委員会の答弁をちょっとしましたけれども、教育委員会から聞き取りす

るも、それは教育委員会としては、通学路のそこはそれほど優先順位というか、優先順

位でもそこはそれほど防犯上、通学上、支障のあるところだという理解はされていな

い。 

 石山議員のおっしゃるとおり、私はこう思うけれども、町長は思っていないのかもし

れないと言うけれども、私は自分だけで判断するということでありませんので、そこら

辺は理解してください。もう１度言います。防犯カメラが必要ですが、その必要だとす

るところのそれこそやらない理由ではなくて、つける側の理解と理由と含めて、十分に

地域の人も理解していただけるような、関係者も理解していただけるようなことで、設

置をすることがいいのではないでしょうかというお話をさせていただきますので、ぜ

ひそのことは御理解いただきたいと思います。 

 以上であります。 

○議長（高橋利勝） 石山議員。 

○４番（石山憲司） 町長、協議するというそれにつきまして、非常に懐疑的なもので

すから、私自身が。というのは、１回目の質問のときに、町長は必要性についても警察

を含めた関係団体と協議をしますと言いました。２回目のとき、警察と協議しましたか

という質問に対して、いやしませんと。どうせ警察に聞いたら、必要だと言うに決まっ

ているのだと、だから協議はしません。これ、答弁変わるのですよね、私、答弁変わる

ことはせめてません。変わるのだったら、変わった説明を求めたのです。 

 ですから、今回は町長も言われたとおり、関係機関と協議をすると、今、明言されま

したので、その協議をしっかりと進めてやっていただきたいと思います。それについて

再度、もう１度お伺いいたします。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫） 石山議員、どういうところか具体的に示してくださいと言いまし

たよ、何回も。そこで示されたら、実は警察でも関係機関と言っていますから、そこに

行きますよ。教育関係なら教育委員会に行きます。地域にも行きますよ。場所が示され

ていないのに、本別町の中のどこにつけたらいいのですかと相談したら、それはあった

らないよりいいですよと言うかもしれないということは言いましたよ。でも具体的に、

まだないのですよね。今、橋の上という話が出てきました。それまではないのですよ。
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だから、石山さん、具体的にここはつけたらいいのではないかということがあったら、

ぜひそこを教えてくださいと。そこについていろいろ協議したらいいのではないです

かと、こういうことですから。言った言わないでなくて本当にそういうこと。大事なと

こは大事なとこで、きちんと協議してやるということでありますから、そのことをぜひ

これから協議できれば一番いいのかなと思いますので、今までの石山議員の熱心に取

り組んできた防犯カメラの設置についての御質問ですから、そこも私も真摯に受け止

めて、しっかり場所が、何回も言いますけれども、必要として理解いただいて、関係機

関も含めて協議してそこだったらなというとこであれば、必要とあればそこは設置す

るということは、そういう手続を踏むということが大事でないですか。そういうことで

ありますので、そのことは理解してください。あのとき言った言わなかったの話は、も

うここでする必要はないと私は思っていますので、そんな話をした覚えもありません

し、常に前向きに何回も言います。必要なところはやります。これだけです。 

○議長（高橋利勝） 石山議員。 

○４番（石山憲司） 町長は橋の話は、今日初めて聞いたというそうでございます。そ

こで申し訳ないのですけれども、これは令和元年第２回本別町議会定例会会議録とい

うのがございます。これの８３ページですか、その中に記載されております。これ読む

と答弁全部になってしまうのですけれども、要は町長は、具体的に言いなさいと私に言

いました。そこで私は、確かにどこにつけるという話になれば通学路の中で本別町には

長い橋が二つあります。愛のかけ橋と大橋、ここは子どもたちは逃げるとこはございま

せん。そういうところにこそ必要であると私は考えておりますが、いかがでしょうかと

いう提案をさせていただいています。これは町長、初めてではないのです。前回も私、

橋につきましては申し上げております。ですが町長、言った言わないの水かけ論は私も

したくはございません。言っていることは、議事録が間違ってなければ言っていること

は事実だと私は思っております。 

 これは、これ以上追求しません。それで町長に先ほど言いました、検討をしていただ

けると、関係機関と。案が上がってきたのだから検討していただけるということでござ

いますので、その検討の中に関係機関ですね、それと検討する、関係機関等についてだ

けお伺いしたいと思います。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫） 石山議員、何回もそうやって御質問いただいて、本当にありがた

いと思うのですけれども、防犯カメラは通学だけでないですから、犯罪いろいろ含めて

でしょう。先ほど言いましたように、質問ありましたように、それこそ行方不明者も含

めてですから、このこと含めて必要とするのは通学路だけでなく、そういうことで一連

のもの全部です。ですから関係機関と地域という言葉含めてお話ししました。そのこと

が、ただ、今の提案というか質問の中で橋だけがここだと言っても、そこだけでそうで

すかという話ではなくて、その橋ももちろん我々は検討しますよ。橋も検討しました。
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私どもの今は、今日の場面についてはまだ関係機関といったり、地域とまだ話をしてい

ませんけれども、ただ関係機関、子どもの通学路とすれば教育委員会、学校のそれこそ

先生方というか、管理者に聞いてもそれだけのものはないということでありますけれ

ども、でもそれが防犯も含めて、通学路いろいろ含めて必要とするものについては、提

案あったものはちゃんと関係機関、それは警察であろうが、それこそ生安であろうが、

いろいろなとこと一緒に関わってもらっているし、自治会も含めてありますから、それ

はちゃんとやります。 

 何回も言いますけれども、やらないと言っていませんから、必要なことをやるのです

から、必要な提案をし、このことについてはきちっと協議させてくださいと。協議して

本当によかったなと思っていただけるような設置の仕方というのが私は必要だと、こ

ういうことでありますので、石山さんが一生懸命質問していただいたこと、一つも否定

したことありませんので、そこだけは御理解いただいて、せっかくですからしっかりま

た提案していただいて、よりいい結果が出るようなそういうカメラを設置するにして

もそういうところにしたいなと、こういう思いでありますので、首を横に振らないで縦

に振っていただければと、以上であります。 

○議長（高橋利勝） 石山議員。 

○４番（石山憲司） 私の意見、大きく変わってはいないのです。町長の思いも私も分

かります。ただ、提案せというから提案しました。私はぜひ協議してくださいという最

後を言って、協議しますという答弁を期待したのですけれども、いろいろございました

ので、もう１度最後に町長、防犯カメラは確かに町長言うとおり、通学生だけのためで

はございません。よその町においては、ポイ捨てや徘回、そのために防犯カメラをつけ

るという一般質問は、十勝管内でもございました。だから防犯カメラというのは、決し

て通学生のためだけという限定は私もしていません。ただ、余り言うと全てになってし

まいます。ですから私は絞って通学生のために少なくても本別町における子どもとい

うのは、町の宝であるという答弁もございましたので、そのためには通学路をまず安全

に子どもたちに通ってもらえるようにしたいという思いから、私は今回、橋というのを

具体的に提案させていただいております。町長のおっしゃるカメラはなくても云々か

ら、町長は、しっかりとカメラの有効性は最初から認めていただいております。それは

私も分かっております。今度、その場所について、どこにつけるか言わないからこうだ

というから、提案させていただきました。最後に、あとは検討するだけで結構でござい

ます。答弁を求めます。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫） 石山議員、改めてさっき１番最初に答弁したやつ、もう１度答弁

します。いいですか。 

 今回、御提案の設置箇所に関しましては、いずれも幹線道路上でありまして、見通し

がきくことや交通量も多く、夜、人の目につくところと考えております。設置を考えて
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いるとするならば、本町におけるこれまでの不審者情報を基に、出没が多いとされる公

園だとか、また、そこに接する道路あるいは脇道に入った人通りの少ない路線を見通す

交差点が優先すべき箇所でないかと考えています。これはこちらの考え方ですから。石

山議員のは、橋がいいのではないかと言うのですけれども、そこを受けて私どもはそこ

は見通しのきくところで、どちらかというと不審者も今まで出たとか、また、そういう

公園だとかそういうところのほうが優先すべきでないかということを答えているわけ

ですから。だから石山議員が今提案したことは、検討も何もしないということではない

ですからね。どうもそういうことではないのですから、しっかり検討するか約束すると

いうことですから、それはずっと前から約束していますから、きちっと提案していただ

いたものはその是非も含めて、きちっと検討させていただければと、私どももそこら辺

を真摯に答えたつもりですから、そのことについては今までと同じく、それを提案して

いただいても残念ながらそこが優先順位から含めて、必ずしも１００％いいというこ

とにはならない部分もあるかもしれませんけれども、そこはぜひ御理解いただいて、自

分が質問したら全部が通るということとか、全部が設置するということでないという

ことでありますので、設置する上には、最後にしますけれども、地域の理解と関係者、

そしてその効果など含めて、最大の効果が出て、最大の理解をいただけるところに設置

するということが１番でないでしょうかということ最初に申し上げておりますので、

提案させていただいたことをむげにすることは一切ありません。きちっと協議させて

いただきますから、検討させていただきますから、その辺では忘れないでいただきた

い。以上であります。 

○４番（石山憲司） 終わります。 

○議長（高橋利勝） 暫時休憩をいたします。 

午後 ４時０２分  休憩 

午後 ４時１５分  再開 

○議長（高橋利勝） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 一般質問を続けます。 

 １０番阿保議員。 

○１０番（阿保静夫） 議長のお許しをいただいたので、２問について一般質問を行な

います。 

 １問目ですが、収束の見えないコロナ感染症、さらなる独自対策をということで伺い

ます。 

 なかなか収束しないコロナ感染症ですが、町民の皆さんの暮らしは、さまざまな分野

で影響を受けていると思います。国や道の諸対策に加え、本町の現状を踏まえたさらな

る町としての独自対策、追加対策をとる必要があるのではと考えますが、見解を伺いま

す。 

 全国的にはコロナの影響で、閉店した飲食業などの事業者の報道がされています。国
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の支援策が十分とは言えないことの現状ではないかと考えます。本町においてはいち

早く独自の緊急支援事業を実施、町内事業者に２０万円、飲食業などは最大１００万円

の補助などを行ないました。 

 私は、これはいち早く十勝として取り組んだ事例としては、牽引者的な役割を果たし

ているのかなというふうに思っております。しかし、長引くコロナ感染症で、営業状況

が回復しないとの声も聞いています。 

 建設業関係業者にも伺ったところ、町も行なっていますけれども、各種イベントの中

止などで、例えば足場や会場作りの仕事などが中止になっているということで、そうい

う影響も受けていますという話を聞いております。恐らく多くの業者が、なかなか平年

の業績には回復していない状況だと思います。また、国に対しては、今後も支援策を講

じるよう求めていく必要があるというふうに考えております。 

 全道の市町村の首長の見解などをちょっとネットで調べました。いろいろな首長が

不十分な金額だ、国の支援が不十分だという趣旨の話をされております。そういう意味

では国に対して、先ほど言ったように今後も町村としても、支援策を講じるよう求めて

いく必要があるというふうに考えているところです。 

 そこで①ですが、町としてさらなる追加の独自支援策を行なうべきというふうに考

えますが、見解を伺います。 

 当然、町内の状況、事業者の状況をつかむなどそういう必要はあるのですが、先ほど

申し上げたように長引くコロナの影響というのは、まだ収まっていないというふうに

私は見ておりますが、この点についての見解を伺います。 

 二つ目ですが、独自支援財源の考え方ですが、今年は各種イベントなどが中止に

よって、その予算の活用というのが一つ考えられないだろうかというふうに思いま

す。本来こういうことに使うというふうに積み上げた予算ですから、安易にこういう

ことに流用するということにはならないかもしれませんが、こういう緊急事態の中で

そういうことも含めて考えられないかどうか、見解を伺いたいと思います。 

 三つ目ですが、テレワークやネット会議などの報道がされていますが、今後の町の諸

事業や会議、研修会での活用を図るべきではというふうに考えます。もちろんテレワー

クやネット会議、それぞれのインターネット環境などが整っていないと、なかなかでき

ないことですし、一町村の中でということはなかなか難しいかというふうに思います。

可能な範囲でということとか、条件に応じてということだというふうに思います。そう

いった中で、会議とか研修会などを進めてはどうかというふうに思っています。 

 また、町村でテレワーク・ネットということでなくても、ビニールのつい立てなど、

よくテレビで最近見かけますけれども、あのような形での会議などを開催し、再開し、

復活していくべきだというふうに思いますけれども、この点についての考え方を伺い

たいと思います。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 
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○町長（髙橋正夫）〔登壇〕 阿保議員の収束の見えないコロナ感染症、さらなる独自

対策の御質問の答弁をさせていただきます。 

 まず、1 問目の町として、さらなる追加の独自支援策を行なうべきとの御質問ですが、

議員の御質問の趣旨のとおり、新型コロナウイルスの感染者数は連日報道され、収束ま

での道筋が見えず、不要不急の外出を控える傾向、また、大人だけでなく子どもたちま

でもがレジャーやレクリエーションを楽しむ心の余裕も奪われ、心理的にも現実の生

活面においても不安や不便を強いられている状況にあります。 

 今さら言うまでもありませんが、大変残念なことですが、これまでの通常どおりの暮

らしが戻らない限り、経済的な影響を消し去ることができないのが実態となっていま

す。 

 御質問の町の独自支援策でありますが、この間、新型コロナウイルス感染症の影響で

中小事業所が減ることのないように、地域経済の持続化を図るために緊急支援事業、さ

らに休業協力、感染リスクの低減支援金、いきいき商品券販売事業、プレミア率５０％

にしました。もう一つは、地元産材の活用支援事業ということで、特産品を３５％の割

引で提供させていただくなどの四つの支援策を講じてきました。予算総額で７ ,１８７

万円の対策を行なってきたところでありますが、しかしながら今、御質問ありますよう

に、最初に申し上げました日常生活が戻らない限り、経済的影響は出続けることになり

まして、根本的な対策、解決には至らないことから、地方創生臨時交付金の第２次配分

額を財源して活用して、切れ目のない各種対策を講じることにより、中小企業者の不安

解消に資するよう努力をしてまいりたいと思います。 

 その具体的な内容につきましては、現在、商工会とも事務レベルで協議を進めさせて

いただきながら、内閣府から内示を受けました後、速やかに予算化を図りながら、地域

経済の持続化支援事業として、引き続き独自の支援策を講じてまいりたいと思ってい

ます。 

 次、２点目であります。 

 独自支援財源の考え方でありますが、新型コロナウイルス感染症の影響によりまし

て、各種イベントが中止となっておりますが、このことに伴う予算の調整、御質問にあ

りますように予定したものが使えなくなったから予算が余るだろうと。間違いなくそ

のとおりでありますが、私どもも職員一同このことも十分に協議するのですが、残念な

がら例えばイベントが多いですよね、きらめきを含めて大きな。何かほかのことに使え

ないかと、活用できないかといったら、残念ながら人の集まるものはなかなかできない

というのが現状でありまして、予算の言ってみれば有効活用というのはなかなか見出

せないですね。 

 それでこの後いろいろ秋口に含めて、このそれぞれ業界も含めていろいろな検討を

しながら、やれることをぜひやろうというようなことの提案させていただきながら、具

体的には商工業者も含めて、中心になっていろいろな企画をしていただけないかとい
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うようなことも投げかけて、少しでも活性化というか、元気に通常の生活に近づけるよ

うなそんな対策ができないかということで、今、検討をしているところであります。 

 次に、３点目です。 

 テレワーク・ネット会議の今後の町との諸事業や会議、研修会での活用の御質問であ

りますが、新型コロナウイルス感染症の予防策として、３密防止が言われまして、密集、

密接を回避しながら、感染防止の上でリモートなどによる事業の実施、会議研修会を開

催することは有効な手段であります。 

 既に総合ケアセンター、教育委員会社会教育課の職員などがインターネット動画を

活用した健康維持、体力増進に資する事業を展開しているところでありまして、今後に

おいてもこうした伝達手段の趣旨に沿うものにあって、事業や研修会として趣向を凝

らしながら対応していきたいと思っています。 

 ただ、動画の配信につきましては、送り手からの一方的な配信となりますから、これ

らも会議や研修会の内容によっては、双方向による通信が必要となりますので、現在、

その環境整備を図るため、地方創生臨時交付金を活用して必要な資機材の調達を検討

中であります。 

 現行の中でも、私も全国的に生涯学習協議会の理事会をリモートでやりました。双方

で意見、お互いの意見交換できるものになりましたから、こういうことも何度目かの実

証でありましたけれども、有効に逆に九州、本州まで出かけなくても北海道と交流がで

きるということ含めて、改めて十分に活用していく必要があるなというふうに思って

います。 

 行政が主体となる会議だとか研修会の資機材に関してですが、全ての役場の関連施

設の部署などから、双方向の通信情報行なうことはインターネット環境におけるセ

キュリティー対策の管理が制限されるということでありまして、役場で全部できない

かということでこの施設ですね、検討したのですが、役場庁舎でいうと、２階・３階の

会議室、議会の横にある大きな、大きいというか会議室で、この辺は十分にできるとい

うことでありますので、庁舎内はこの２カ所でそれぞれ実施するということにしてあ

りますし、また、町民の皆様の利活用を対象とする部分につきましては、中央公民館、

ここにフリーＷｉ－Ｆｉのための機器を導入して、インターネット回線を利用したオ

ンライン会議をはじめ、研修会や講習会の講師が遠隔にいても公民館で３密を回避し

ながら、リモートの受講ができる環境をしっかりとこの模索をしていって、環境が整う

その取組をしていきたいなというふうに思っています。 

 今後におきましても通信環境整備とは別に、リモートでの会議や研修会の開催に当

たり、どのような範囲まで有効的に利活用できるのか、先行事例を参考にしながら町民

の方々や事業者に向けた普及また周知方法につきまして、同時に検討してまいりたい

と思いますので、御理解をいただきたいと思います。 

 以上申し上げて、答弁とさせていただきます。 
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○議長（高橋利勝） 阿保議員。 

○１０番（阿保静夫） ①と②ちょっと関連があるので、同じような意味で申し上げた

いのですけれども、先ほど申し上げたとおり、本町が取り組んだ緊急の独自対策です

ね、２０万円、１００万円というやつは非常に十勝の中では早い段階でやって、それを

見ながら各町村の知り合いの議員などにも伺うと、非常にそれが参考になったという

話を聞いております。 

 それで、あれは町のお金でふるさと納税の創生基金ですか、ふるさと創生基金の６ ,

０００万円のうち４ ,０００万円何がしを活用したという中身だったのですけれども、

国の緊急対策に併せて、これから町としての独自対策も考えていくということには全

く異論はありませんが、②と関係しているのは、予算の使い方は難しいのだけれどもと

いう前置きがあったと思いますが、このイベント等に一定予算されていたものを商工

業者、あるいは先ほど来申し上げているように、私たちのまだ目に見えない部分で影響

を受けている方がいらっしゃるように私は感じたのです。 

 先ほど申し上げた建設の関係も、私はつい最近までちょっとそれどうなのかなと

思っていたのですが、言われてみればそのとおりだなというような影響受けています

よね。そういうことでは、少なくとも今年使わない予算の全部とはもちろん申し上げま

せんが、活用しての同じようにやっていた緊急対策をさらに上乗せするとか、範囲を広

げるとかということも含めて、活用の仕方というのは一つあるのではないかな。 

今、国がいろいろ予算を立ててくると、それから議員のほうにも提案してはという話

も来ていますけれども、いずれにしてもその体制を待つということも必要なことだと

思いますけれども、今、ある独自対策をさらに継続、あるいは再度行なうということも

限られた予算の中ではありますが、有効な手段としてできるのではないかなというふ

うに思うものですから、その点について再度伺います。 

 それから、三番目ですが、役場関係者の会議とか研修会は、先ほど町長おっしゃった

ような機能的な方法、あるいはインターネット活用ということが、割と容易にできる環

境も整っているということは理解しております。 

 問題はこの間、一般の町民の方が参加していただいていたいろいろな諸会議ありま

すよね、町でもいっぱい会議持っていると思います。それがなかなかこの間、開かれな

いでいたというふうに聞いておりますけれども、最近になってちょっと距離を取りな

がら会議を行なっているというところもあるようですけれども、いずれにしてもテレ

ワークやネット会議ができないとすれば、先ほどちょっと申し上げたとおり、よくテレ

ビで見る横にビニールのつい立てとか、前につい立てがあったりとかいろいろあるよ

うですが、可能な限り一般町民の方も参加できる会議を復活していかないと、来年度以

降の町の諸事業の推進に影響出てくるのではないかなというふうに思っているもので

すから、テレワークやネットという技術だけのみならず、そういう物理的な方法も含め

て検討し、そんなにお金のかかることではないように私は思うのですけれども、一定の
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予算措置もしながら、一般的な町民の皆さんが参加する会議を少しずつ復活していく

と、そういうことが必要ではないかなというふうに考えるものですから、③については

そのような意味で伺いたいと思います。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫） コロナ禍で執行できない予算の使い道などは、１２月に、先ほど

言いましたけれども、総務課長のほうから活用含めて、可能なのかどうかも含めて、答

弁をさせていただきたいと思いますが、あと、２問目の町民に必要な会議というのは、

まさに私どもそのとおりだと思っていますので、できる限り早く通常の今までの暮ら

しに戻れるような方法を何とかとれないかということで考えて、内部でも協議をさせ

ていただいています。 

 今、言われるように、阿保議員のおっしゃるように必要な予防対策をしっかりとり

ながら、その中でも可能な限りみんなが、顔も見ながら、声も聞きながらきちっと会

議ができるということがやはり一番私は望ましいというふうに思いますので、御質問

のようにいろいろなことが遅れになってしまって、しまいに書面だけといいながらも

そこに議論として十分に参加できないとか、その説明も十分にお互いに聞けないとい

うことに、長く続くと会議そのものが、また集まりそのものが本当に必要なのかとい

うようなことにもなりかねないとこでありますから、必要なまちづくりの大事な大事

な諸会議ですから、そこは本当に御質問のように早く少しでも多くの会議ができるよ

うに、これは進めていきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。 

 以上です。 

○議長（高橋利勝） 村本総務課長。 

○総務課長（村本信幸） 私のほうからは、独自支援策財源の関係でございますけれど

も、先ほど町長の答弁にもありましたとおり、各団体の補助金等でイベントの中止など

の関係ですね、そういったものは１２月議会、１２月の補正までには、一定程度整理を

していきたいなというふうに考えております。 

 ただ、今後、どのように活用していくかというのも含めて、各団体ですとか、あるい

はそういった関係機関、関係者との協議も必要になってくるとは思いますけれども、そ

こをめどに調整を図っていきたいというふうに考えているところです。 

 以上です。 

○議長（高橋利勝） 阿保議員。 

○１０番（阿保静夫） ①、②に関してですが、私も何件かの業者くらいしかお話を

伺っていないもので、本町の現状での状況・影響、コロナの影響を受けている業者の状

況というのは全部もちろんつかんでいるわけではありませんが、一般論とか、あと全道

のいろいろなデータとか、ネットで出ているようなことを見た限りでは、もちろん影響

受けているということですし、東京なんかではきのうの新聞ですか、２００を超える飲

食業が廃業したというような記事も出ているようですけれども、いずれにしても町と
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して、今、本別町にいる業者、商工業者を含めた業者の皆さんの現状、困っていること

はどうなか。これは多分、業者に限らず一般町民の方も現状で困っていることはあるか

というふうに想像するわけですが、その辺についても町の個人的にどうですかと聞い

ても、なかなか答えてもらえないし、なかなか聞く勇気もないのですが、町として政策

のために一つその辺をお知らせ願いたいといえば、皆さん現状についていろいろ言い

たいことあるのではないなかというふうに思いますので、そういう調査も併せて１２

月に一定の方向を出すということであれば、１２月に向けてそういうことも担当する

部署を中心に、本別町の業者、あるいは生活者の現状把握というのを必要ではないか

な、その中で独自対策として打てる部分、それから新たに来る国の対策を活用して打て

る部分、いろいろ出てくると思います。現状の分析把握ということが必要ではないかと

思いますけれども、その点について伺います。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫） 阿保議員御質問のとおりだというふうに思いますし、当初、コロ

ナ始まったとき中小飲食業中心でしたけれども、飲食業の人は本当に本町よく頑張っ

ていただいて、テイクアウトからいろいろな独自イベントも仕掛けながら、お互いに盛

り上げて頑張っていただいていますから、その中で新しい食を提供するところが３軒

もできて、非常に元気よくやってもらっているのですが、それらも含めてですけれど

も、そのほかに今御質問にありますように、ここがと思うようなところ。要するに私も

余り気がつかないようなところも、非常に多くなって気になっているのは、それは運輸

だとか建設関係、建築のほうは本当に頑張っていただいて、すごい多忙を極めているの

ですけれども、人がいないというせいもあるかもしれませんが、すごく頑張っていただ

いているのですが。 

 意外にこういうところまで影響があるのかなというのは、企業のセーフティネット

というのが出てくるのです。そういう申込みがね。それを見ると、対前年比何割減なん

ていうことすぐ出てくるものですから、本当にすごい影響が出てきているなという感

じがするのですが、しからばそこら辺も全部独自対策でできるかというと、なかなかそ

うもいかないところありますが、商工会と協議するというのは、商工会にそういう情報

も含めて、商工会議ですから、そういうところ含めて情報収集するということについて

は、うちの担当のほうが頑張ってやっていただいていますので、そこら辺でちょっとお

話いただきますが、あと、それぞれ町内でいう中小、大手も含めてそこら辺の把握は私

どももしっかりしながら、それは国の施策としてやっていただくこと、また、そこに働

いている人たちの部分については、町でもできるようなこところはしっかり町でして、

子どもたちも含めてあるのかなというふうに思っておりますので、その辺はこれから

第３次に向けて、また、年末に向けてその辺の対策をしっかりとれるように、全力を尽

くしていきたいなというふうに思っておりますので、また、よろしくお願いしたいと思

います。 
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○議長（高橋利勝） 高橋企画振興課長。 

○企画振興課長（高橋哲也） 阿保議員の御質問でございますけれども、この間、商工

会、事務局といろいろと協議させていただいて、それはずっと継続してきておりますけ

れども、経営指導員等も交えながらのいろいろな協議をする中で、今、阿保議員おっ

しゃられたとおり、その実態把握につきましては、どういう方法が事業者にも余り負担

かけない方法も考えながら、また、よりそういった部分をつかむための方策について、

また、検討してまいりたいというふうに思っております。 

 現段階で私ども大ざっぱなつかみ方ということでいけば、やはり大分飲食店におき

ましても１次会と言われる部分については、少しずつお客さんが小グループでお出か

けになられるだとか、そういった部分については徐々にということは伺っております

けれども、やはり２次会以降のその後の時間の部分については、なかなかまだお客さん

が戻ってきていないということは言われておりまして、これは本当に首都圏や何かで

も報道がされているとおりなのかなというふうに思いますが、そういった部分の対策

というところが、今、求められているのかなというふうには認識しているところでござ

います。 

 いずれにいたしましても先ほど言いました、また、その状況把握をどうするかという

ところは商工会とも協議させていただきながら、方向について考えてまいりたいと思

います。 

 以上です。 

○議長（高橋利勝） 阿保議員。 

○１０番（阿保静夫） それでは２問目にまいります。 

 鳥獣害対策の推進、充実をということで伺います。 

 地域おこし協力隊員として、本年１月より新たに有害鳥獣駆除専門員の方を配置し

ました。実績が上がっているというふうに聞いておりますが、その活動がよりしやすい

環境整備等について見解を伺います。 

 私も以前、一般質問でも取り上げております。ほかの議員も何人か取り上げておりま

す。特に、鹿害対策として、専門の方を町職員として雇ってはどうかという話をかなり

前にしました。それが形は変えたのですけれども、有害鳥獣駆除専門員ということで、

地域おこし協力隊の方がその任についていただいたということは、あのときの議論は

いろいろな関係で難しかったという答弁ですね。詳しくは申し上げませんが、という中

で今一歩実現したということが、非常に有意義なことだなというふうに思います。 

 小麦の収穫の時に個人的に話す機会あったのですが、非常に若い方だし、有害駆除の

専門員の活動がよりしやすくなるような環境を、特別扱いという意味ではないですよ。

特別扱いという意味ではないのですけれども、環境づくりを町としてもぜひ整えるべ

きだというふうに私は考えているところです。 

 そこで①ですが、鹿の駆除が主ですから、主に農村や山林地帯の活動だというふうに
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思います。私が見た感じでは、多分四輪駆動だと思いますが、バンタイプの車だという

ふうに認識していますけれども、それのほうが鹿が警戒しないのではないかという話

も一部にあるようですが、ちょっともう少し駆動力のあるものがいいのではないかな

と、私は思うのですが、その辺の考え方についてまず伺います。 

 二つ目ですが、町境界の付近、隣まちとの境界の付近での活動も当然考えられるとい

うことで、そういうことも想定して隣まち、他町との連携、連絡等を今も取っているは

思うのですが、さらに専門の駆除の方ができたということでは、さらにその辺をしっか

りと取っておかないとだめなのではないかなというふうに思いますが、現状と今後の

対応について伺いたいと思います。 

 本別の鹿、隣まちの鹿ではないですから、そこの連絡体系というか、お互いの理解と

いうのは非常に必要かなという思いから伺います。 

 三つ目ですが、町広報で今回紹介されていましたよね、駆除員のことをね。それで、

それを見て町猟友会の一斉駆除にも参加されているということですが、まさにここの

部分が非常に本町においては、重要な部分だろうなというふうに私は思って見ていま

した。そういう面で猟友会との連携協力の強化をさらに図っていくべきだというふう

に考えております。今後の対応について、具体的なものがあれば伺いたいというふうに

思います。 

 四つ目ですが、これも町広報に紹介記事の中で入っていましたが、鹿を資源として有

効活用にも取り組んでいきたいということです。今やはりのジビエということだとい

うふうに思うのですけれども、それを対応するとなると、施設的なものの整備とか、

やっぱり肉ですから、特に肉とか牛乳というのは法令的に厳しいようなのですが、法令

等への対応というものが必要になるというふうに思います。その辺の準備とか考え方

について伺いたいというふうに思います。 

 以上、４点お願いします。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫）〔登壇〕 阿保議員の２問目、鳥獣害対策の推進、充実をの質問の

答弁をさせていただきます。 

 平成２８年の第２回定例会で、有害鳥獣の捕獲員について御質問いただきました。令

和２年１月１４日、今年の１４日から地域おこし協力隊、有害鳥獣捕獲の推進員として

採用させていただきました。活動内容といたしまして、農業被害防止のためのエゾシ

カ、キツネ、カラスなど有害鳥獣の捕獲、わななどでの効率的な捕獲方法の調査研究及

び普及活動であります。また、自らの事業化に向けて捕獲した鳥獣の有効活用の研究開

発などが活動の内容となっております。 

 質問の１点目でありますが、専用車両の対応でありますが、四輪駆動の軽トラック

で、わなの運搬や、わなの見回りなどを行なっています。軽トラックかということであ

りますけれども、これは細かい道路も四輪駆動で入っていけて、非常に機動力があると
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いうことで、この軽トラックの四輪駆動ということで、選定をさせていただいていると

ころでもあります。 

 ２点目の他町との連携でありますが、現状としては町境、越境に関する協定書を池田

町と結んでいますけれども、隣の足寄町、士幌町、浦幌町、隣接するところについては、

ここは残念ながら国有林が近い、また高速道路があるなど含めて、銃器が使えない地区

となっておりますので、ここはあえて協定は結んでいないということであります。 

 ３点目の猟友会との連携協力でありますが、協力隊員につきましては、初めて来た年

でありますので、土地勘もまだそれほどもなく、また、銃器の取扱いについても日が浅

いために、猟友会本別支部の皆様に御指導・御協力をいただいているところでありまし

て、また、協力隊員自身も猟友会の一員として一斉駆除などの活動を行なっています。

今年１月に来て今までの間、地元猟友会の皆さん方に非常に溶け込んでいて、またそれ

ぞれ何というのですか、よく声かけをいただきながら、本当に猟友会の一員としてしっ

かりまたその位置を、確かにこの存在感も含めて頑張っていただいているということ

に、私どもも安堵しているところであります。 

 ４点目であります。資源の有効活用、これも当然のように捕ればジビエ、地元の資源

ということで、そういう夢も希望も持って捕獲に当たっているわけですけれども、これ

は残念ながらいろいろな制度もありますけれども、例えば鹿１頭撃っても、それはその

場で即必要な解体処理ということになると、移動する、そういう解体する車だとか、ま

た、それを本格的に処理をする施設などが必要になってくるということでありますが、

これらが効率的な捕獲に向けて、また１年目の活動でありますけれども、今後に向けて

他町などの取組を参考にしながら、協力隊員が今後自ら目指すそれらの方向に向けて、

よりよい形で進められることを支援してまいりたいというふうに考えています。 

 １人ではできないことでありますが、協力隊員を中心にしながら、また、地元の猟友

会を中心にしながら、協力していただける方をしっかりと募りながら、特に志を持った

猟友会の隊員の方もおりますので、それらも含めて将来的に、近い将来にこのことが実

現できるように私どももしっかり応援しながら、そのことが大きな鳥獣害防止への貢

献にもなるというふうに思っておりますので、しっかりこの対策を講じられるように

支援をしていきたいなと思っています。 

 以上申し上げて、答弁とします。 

○議長（高橋利勝） 阿保議員。 

○１０番（阿保静夫） 誰もができないような仕事を担っていただくということで、

非常に活動しやすい環境を整えていきたいという気持ちで質問をしているところです

が、先ほどのジビエの関係で言えば、これは野生動物の肉ということで、扱いは多分

いろいろな意味で分けていかなければいけない、分別していかなければならない。簡

単に言うと、ゲンキッチンは恐らく使えないだろうなというふうに思っているところ

ですけれども、加工も含めて今後考えていきたいということであれば、④で申し上げ
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ているのは、それに対応したようなことを具体的に考えていかなければならないだろ

というふうに思うものですから、この方が何年いていただけるかちょっと分からない

のですけれども、いていただける間に何とかそれを形あるものにすべきだというふう

に思うもので、４番を伺っているわけで、再度そこの部分も伺いたいと思います。 

 それから、私が聞いた範囲では、非常に成果が上がっているということで、なかなか

多忙を極めているのではないかなと想像しているところですが、その辺の勤務状況と

か、簡単に言うと手が回る状況なのかどうなのか、その辺も含めて何か先ほど町長もち

らっと自治会の協力等あったようですが、何かの具体的な支援策というものは必要な

いのかどうなのか、その辺について伺いたいと思います。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫） ジビエ、先ほども言いましたけれども、施設がしっかりしなけれ

ばなりませんから、施設を作らなければなりませんが、以前、ちょっと話それるかもし

れませんが、職員やめてジビエをやりたいという職員がいて立ち上げを図ったのです

が、やっぱり１人でやるというのはなかなか、無駄だとかいろいろな物理的なことで無

理だということであるのですが、それらの志ある人方と共同していけば、かなりなもの

ができるのではないかなというふうに思います。 

 また、十勝管内も特に豊頃の方面なんていうのは、大きなジビエの処理をしてレスト

ランにまでどんどん卸しているという、大きなジビエ専門にやっている業者の方おり

まして、また、近く上士幌なんかも昔からやられて、それぞれそういうノウハウを持っ

ている人たくさんいますので、そういう近隣の猟友会やまた加工する人たちの指導を

いただきながら、うちの協力隊員も含めてどういうことができるかということもしっ

かり学習をさせていただきながら、支援をしていきたいなというふうに思っておりま

すから、その後、勤務状況などについては直接上司がおりますので、課長のほうから答

弁させていただきます。 

○議長（高橋利勝） 篠原農林課長。 

○農林課長（篠原順彦） 阿保議員の御質問にお答えしたいと思います。 

 地域おこし協力隊ですが、職員と同じ８時半から勤務になっております。１６時３

０分までの勤務体制となっております。 

 町長からの答弁にもございましたけれども、食肉処理を今後ジビエとして行なって

いくとしますと、施設に２時間以内で搬入する必要が出てきますので、狙撃部位や心臓

や頭など急所を一発で動物の仕留めるという技術が伴ってくる部分がございますので、

今後、猟友会の皆様と一緒に活動しながら、腕を上げていっていただくような形で進め

ていきたいと思っております。 

 また、繰り返しになりますが、猟友会本別支部の皆さんと農業者の皆さんの情報提供

等をいただきながら、今後進めてまいりたいと思います。 

 以上、答弁とさせていただきます。 
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○１０番（阿保静夫） 終わります。 

───────────────────────────────────── 

◎散会宣告 

○議長（高橋利勝） 以上で、本日の日程は、全部終了しました。 

 本日は、これで散会します。 

 御苦労さまでした。 

散会宣告（午後 ４時５４分） 
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開議宣告（午前１０時００分） 

──────────────────────────────────────────── 

◎開議宣告 

○議長（高橋利勝） これから、本日の会議を開きます。 

 なお、マスクの着用につきましては、発言する際には外しても構いませんのでお知らせ

します。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第１ 議案第６７号 

○議長（高橋利勝） 日程第１ 議案第６７号本別町手数料徴収条例の一部改正について

を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 村本総務課長。 

○総務課長（村本信幸） 議案第６７号本別町手数料徴収条例の一部改正につきまして、

提案理由の説明を申し上げます。 

 今回の手数料徴収条例の一部改正は、行政手続きにおける特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律の一部改正により、個人番号、マイナンバーの通知カードが廃

止され、再交付を行なわなくなったことに伴い提案するものであります。 

 それでは、改正条文により説明をさせていただきます。なお、括弧書きの朗読は省略さ

せていただきます。 

本別町手数料徴収条例の一部を改正する条例。 

本別町手数料徴収条例（平成１２年条例第１号）の一部を次のように改正する。 

 別表中、２７の１、個人番号の通知カード再交付手数料１枚５００円。 

 ２７の２、個人番号カード再発行手数料１枚８００円を２７、個人番号カード再発行手

数料１枚８００円に改める。 

附則。この条例は、公布の日から施行する。 

以上をもちまして、議案第６７号本別町手数料徴収条例の一部を改正する条例について

の提案説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（高橋利勝） これから質疑を行ないます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行ないます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第６７号本別町手数料徴収条例の一部改正についてを採決します。 
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 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第６７号本別町手数料徴収条例の一部改正については、原案のとおり

可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第２ 議案第６８号 

○議長（高橋利勝） 日程第２ 議案第６８号北海道市町村総合事務組合規約の変更につ

いてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 村本総務課長。 

○総務課長（村本信幸） 議案第６８号北海道市町村総合事務組合規約の変更について、

提案理由の説明を申し上げます。 

北海道市町村総合事務組合は、非常勤消防団員に係る損害補償等及び非常勤職員に係る

公務災害補償等を共同処理する団体が、事務毎に異なる複合的一部事務組合でありますが、

加入団体が解散し、脱退することに伴い、北海道市町村総合事務組合の規約の変更の必要

が生じてまいりました。 

 変更内容の 1 点目として、組合規約別表第１、組合を組織する地方公共団体から札幌広

域圏組合、山越郡衛生処理組合及び奈井江、浦臼町学校給食組合を削除するものでありま

す。 

 ２点目として、別表第２、共同処理する事務と団体から当該３組合を削除するものであ

ります。 

これに伴い、地方自治法第２９０条の規定により、構成する全市町村の議決が必要とな

ったため提案するものであります。 

それでは、改正条文により説明をさせていただきます。なお、括弧書きの朗読は省略さ

せていただきます。 

北海道市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約。 

北海道市町村総合事務組合規約（平成３１年２月２２日市町村第１８７７号指令）の一

部を次のように変更する。 

別表第１石狩振興局（１２）の項中「（１２）」を「（１１）」に改め、「、札幌広域圏組合」

を削り、同表渡島総合振興局（１６）の項中「（１６）」を「（１５）」に改め、「、山越郡衛

生処理組合」を削り、同表空知総合振興局（３２）の項中「（３２）」を「（３１）」に改め、

「、奈井江、浦臼町学校給食組合」を削る。 

 別表第２の９の項中「、札幌広域圏組合」、「、山越郡衛生処理組合」及び「、奈井江、

浦臼町学校給食組合」を削る。 
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附則。この規約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定に

よる北海道知事の許可の日から施行する。 

 以上、議案第６８号北海道市町村総合事務組合規約の変更についての、提案説明とさせ

ていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（高橋利勝） これから質疑を行ないます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行ないます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第６８号北海道市町村総合事務組合規約の変更についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第６８号北海道市町村総合事務組合規約の変更については、原案のと

おり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第３ 議案第６９号 

○議長（高橋利勝） 日程第３ 議案第６９号北海道市町村職員退職手当組合規約の変更

についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 村本総務課長。 

○総務課長（村本信幸） 議案第６９号北海道市町村職員退職手当組合規約の変更につい

て、提案理由の説明を申し上げます。 

北海道市町村職員退職手当組合は、組合を組織する市町村の職員に対する退職手当の支

給に関する事務を共同処理するものでありますが、加入団体が解散し、脱退することに伴

い、北海道市町村職員退職手当組合の規約の変更の必要が生じてまいりました。 

変更内容は、組合規約別表（２）一部事務組合及び広域連合から山越郡衛生処理組合及

び奈井江、浦臼町学校給食組合を削除するものです。 

これに伴い、地方自治法第２９０条の規定により、構成する全市町村の議決が必要とな

ったため提案するものであります。 

それでは、改正条文により説明をさせていただきます。なお、括弧書きの朗読は省略さ

せていただきます。 
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北海道市町村職員退職手当組合規約の一部を変更する規約。 

北海道市町村職員退職手当組合規約（昭和３２年１月２３日３２地第１７５号指令許可）

の一部を次のように変更する。 

別表（２）一部事務組合及び広域連合の表渡島管内の項中「山越郡衛生処理組合、」を削

り、同表空知管内の項中「、奈井江、浦臼町学校給食組合」を削る。 

 附則。この規約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定に

よる総務大臣の許可の日から施行する。 

 以上、議案第６９号北海道市町村職員退職手当組合規約の変更についての、提案説明と

させていただきます。よろしく御審議をお願いします。 

○議長（高橋利勝） これから質疑を行ないます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行ないます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

 これから、議案第６９号北海道市町村職員退職手当組合規約の変更についてを採決しま

す。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第６９号北海道市町村職員退職手当組合規約の変更については、原案

のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第４ 議案第７０号 

○議長（高橋利勝） 日程第４ 議案第７０号北海道町村議会議員公務災害補償等組合規

約の変更についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 村本総務課長。 

○総務課長（村本信幸） 議案第７０号北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変

更について、提案理由の説明を申し上げます。 

北海道町村議会議員公務災害補償等組合は、北海道町村議会議員等に対する公務災害補

償等に関する事務を共同処理するものでありますが、加入する団体が解散し、脱退するこ

とに伴い、北海道町村議会議員公務災害補償等組合の規約の変更の必要が生じてまいりま
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した。 

変更内容は、組合規約別表１、組合町村等から山越郡衛生処理組合、奈井江、浦臼町学

校給食組合及び札幌広域圏組合を削除するものであります。 

これに伴い、地方自治法第２９０条の規定により、構成する全市町村の議決が必要とな

ったため提案するものであります。 

それでは、改正条文により説明をさせていただきます。なお、括弧書きの朗読は省略さ

せていただきます。 

北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部を変更する規約。 

北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約（昭和４３年５月１日地方第７２２号指令

許可）の一部を次のように変更する。 

別表第１中「山越郡衛生処理組合」、「奈井江、浦臼町学校給食組合」及び「札幌広域圏

組合」を削る。 

附則。この規約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定に

よる総務大臣の許可の日から施行する。 

 以上、議案第７０号北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更についての、提

案説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（高橋利勝） これから質疑を行ないます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第７０号北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更についてを

採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第７０号北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について

は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第５ 認定第１号 

○議長（高橋利勝） 日程第５ 認定第１号令和元年度本別町一般会計歳入歳出決算認定

についてを議題とします。 
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 提案理由の説明を求めます。 

 村本総務課長。 

○総務課長（村本信幸） 認定第１号令和元年度本別町一般会計歳入歳出決算認定につい

て、概要を説明させていただきます。 

 令和元年度本別町一般会計歳入歳出決算書をごらんください。 

４ページ、５ページをお開きください。 

歳入の決算状況であります。歳入合計は、予算現額７５億１,６７２万２,０００円。収

入済額、決算額ですが７４億９,５４８万６,２９２円。不納欠損額１３９万３,８０６円。

収入未済額３,１６８万５,７７２円であります。 

８ページ、９ページをお開きください。 

歳出の決算状況でありますが、歳出合計は予算現額７５億１,６７２万２,０００円。支

出済額、決算額でありますが７３億６,５７９万９,８４０円。翌年度繰越額１,２５４万２,

０００円。不用額１億３,８３８万１６０円であります。歳入歳出差引残額は１億２,９６

８万６,４５２円となっております。決算額は、前年度と比較すると、歳入７．１％増、歳

出が７．４％増の決算となっております。 

次に、１０ページをお開きください。  

実質収支額は、３、歳入歳出差し引き額１億２,９６８万６,０００円から、４、翌年度

へ繰越すべき財源３７万５,０００円を差し引いた１億２,９３１万１,０００円の黒字決

算となっております。 

ここからは決算資料のほうで説明させていただきます。 

別冊の令和元年度本別町各会計決算資料をごらんください。 

一般会計の資料は、１ページから５９ページまででございます。 

まず、決算資料１５ページの第１表をごらんください。 

普通会計決算収支の状況でありますが、表頭の中ほど、実質収支（ｅ）欄の一番下、令

和元年度合計欄をごらんください。歳入歳出差引額１億２,９６８万６,０００円から翌年

度へ繰越すべき財源３７万５,０００円を差し引いた実質収支は１億２,９３１万１,００

０円の黒字を保っております。 

本年度の実質収支から前年度の実質収支を引いた単年度収支は１,０５８万７,０００円

の赤字となっております。 

一番右側の実質単年度収支をごらんください。 

これは単年度収支に財政調整基金への積立金及び地方債の繰上償還金を黒字とみなし、

財政調整基金取り崩し額を赤字と見なして調整した額でありますが４億６,２８９万６,０

００円の赤字となっております。 

次に、１６ページの第２表をごらんください。 

 歳入決算額の状況であります。表の右端、令和元年度の欄をごらんください。 

 それでは、一番上の町税の状況でありますが、総額で９億７,７７８万円の決算額となり、
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前年度と比較すると２,６２２万円、２．８％の増となりました。 

 税別の内訳ですが、２３ページの第４表をごらんください。 

 一番上の区分欄中ほど、収入済額の合計（ｇ）欄がございますが、上から３行目、（１）

の市町村民税は４億５,６５５万４,０００円で対前年０．１％の減となっております。 

主な内容としましては、②の個人所得割が５８９万３,０００円、１．６％の減、④の法

人税割が５８７万３,０００円、１２．０％の増となっております。 

（２）固定資産税ですが、下の行にあります①純固定資産税は４億３,４２６万１,００

０円で、対前年２,６０３万７,０００円、６．４％の増となり、内容としましては、土地

が１．０％の減、家屋が５．８％の増、償却資産が９．６％の増となりました。 

なお、（１）市町村民税と（２）の①純固定資産税の２税で町税総額の９１．１％を占め

ております。 

それでは１６ページの第２表にお戻りください。 

上から１１行目にあります地方交付税につきましては２８億４,８８４万５,０００円で、

前年度と比較すると７８０万５,０００円、０．３％の減となりました。 

地方交付税の内訳は、普通交付税が２５億６,１９０万２,０００円で、対前年１,９１８

万円、０．８％の増、特別交付税は２億８,６９４万３,０００円で、対前年２,６９８万５,

０００円、８．６％の減となりました。 

普通交付税については、基準財政収入額は町民税所得割及び固定資産税償却資産が増と

なったものの、自動車取得税交付金の減等の影響により８６５万７,０００円、０．９％の

増と伸び率が小さかったことに加え、基準財政需要額がトップランナー方式導入による単

位費用の減はあったものの、公債費の増、臨時財政対策債振替相当額の大幅な減少などに

より３,０９７万３,０００円、０．９％の増となったことが要因であります。 

次に、１行飛びまして、分担金及び負担金ですが１,５３１万８,０００円で、対前年１,

１０１万８,０００円、４１．８％の減となっております。これは、畜産担い手総合整備事

業受益者分担金、養護老人ホーム措置費の減が主な要因であります。 

１行飛びまして、国庫支出金は６億１,４７１万７,０００円で、対前年５,１６２万４,

０００円、７．７％の減となりましたが、これは、子どものための教育、保育給付費負担

金、社会資本整備総合交付金の道路事業等が増加したものの、公営住宅整備事業、地方創

生拠点整備交付金等が減少したことによるものであります。 

その下の道支出金ですが３億９,３９７万２,０００円で、対前年９８万２,０００円、０．

２％の減となりましたが、これは、農地耕作条件改善事業補助金、参議院議員通常選挙委

託金が増加したものの、畑作構造転換事業費補助金等が減少したことによるものでありま

す。 

その下の財産収入でございますが４,０５４万７,０００円で、対前年１,３３３万６,０

００円、２４．７％の減となりましたが、これは、保育間伐生産材売払い収入の減による

ものであります。 
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その下の寄付金は１億１,４７５万８,０００円で、対前年４,５９３万１,０００円、６

６．７％の増となりましたが、これは、個性あるふるさとづくり基金寄付金、ふるさと納

税が４,６８３万１,０００円の増となったことによるものであります。 

その下の繰入金でありますが、一般会計における繰入金の決算額は８億９,１４１万６,

０００円で、対前年４億２,９６４万３,０００円、９３．０％の増となっております。 

繰入金の主なものは、財政調整基金７億円、減債基金７,０００万円でありますが、財政

調整基金は、当初、歳入の確保の見通しがつかなかったことにより４億円の取り崩しを予

定しておりましたが、町国民健康保険病院の経営改善に向けて、資金不足の解消を図るた

め３億円の取り崩しを追加しております。 

最終的には２億４,７６９万１,０００円の積み戻しをいたしましたが、４億５,２３０万

９,０００円の減額となっております。 

２行飛びまして、町債でありますが、決算額は７億６,６５３万９,０００円で、対前年

５,３５８万２,０００円、７．５％の増となりました。 

これは、普通交付税から振り替えられた臨時財政対策債、除雪専用車購入が減となった

ものの、スクールバス購入及び水槽付消防ポンプ自動車購入、緊急防災、減債事業債が増

となったことが主な要因となっております。 

町債の構成比は１０．２％で昨年度と同率となっております。 

なお、説明いたしました内容につきましては、決算資料の５ページ以降に記載されてお

ります。 

次に、歳出の決算状況でありますが、２４ページ、第５表をごらんください。 

行政目的別に分類した歳出決算状況でありますが、表の右側、令和元年度の欄をごらん

ください。 

増減率で見ますと、総務費が防災行政無線更新事業、デジタル化及び財政調整基金、個

性あるふるさとづくり基金積立金の増等により３９．２％の増、衛生費が国保病院への救

急医療確保経費負担金、不採算地区病院運営経費負担金の増等により２４．７％増となり、

商工費が企業誘致奨励事業補助金、観光協会補助金の減により１４．４％の減、災害復旧

費が北海道災害復旧促進協会負担金の減により７９．６％の減となっております。 

次に、２５ページの第６表をごらんください。 

これは、各年度の歳出決算額を、経済的な性質により分類したものでありますが、表の

右端、令和元年度の欄をごらんください。 

義務的経費であります人件費、扶助費、公債費の決算額は、上の行から人件費が１２億

６,１９２万２,０００円、５行目にあります扶助費が５億５１１万３,０００円、３行下の

公債費が６億６,２３９万６,０００円となり、合計は２４億２,９４３万１,０００円で前

年度に比較し８,５７７万８,０００円、３．７％の増となっておりますが、構成比では３

３．０％、１．２ポイントの減となっております。 

うち、人件費は、対前年７,９９９万円の増となり、構成比では１７．１％と前年度より 
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０．１ポイントの減となっております。 

５行目にあります扶助費は、介護給付、訓練等給付のサービス利用者の増、幼児教育、

保育無償化に伴う施設型給付費の増等により、対前年１,２１８万６,０００円、２．５％

の増となっております。 

３行下の公債費は、対前年６３９万８,０００円、１．０％の減となりましたが、これは、

臨時財政対策債が増となったものの、学校教育施設等整備事業債、辺地対策事業債の元利

償還が減となったことが主な要因であります。 

 次に、下から５行目にあります投資的経費の決算額は１１億７,４００万７,０００円で、

対前年５,７９８万１,０００円、５．２％の増となっておりますが、構成比では０．４ポ

イントの減となっております。主な要因は、栄町団地公営住宅建替事業等が減となってお

りますが、水槽付消防ポンプ自動車及びスクールバスの購入、防災行政無線更新事業、デ

ジタル化の増などによるものであります。 

投資的経費の内訳は、３２ページから３７ページの第１４表に、町道の改良舗装の状況

は３８ページの第１５表に添付してございますので、後ほどごらんいただきたいと存じま

す。 

次に、今後の財政運営の指標となります経常収支比率、地方債、債務負担行為、積立金

の状況について説明させていただきます。 

まず、２６ページの第７表をごらんください。 

経常収支決算額の推移でありますが、歳入では、町税以下、経常収入である一般財源の

額を、歳出では、人件費以下、経常的経費に充当された一般財源の額の推移を表したもの

であります。 

経常収支比率は、財政構造の弾力性があるかどうかの指標となりますが、表の右側、令

和元年度の欄、下から２行目の歳出合計３６億８６６万５,０００円を、中ほどにあります

歳入合計３９億８,９２２万６,０００円で除した率が一番下の欄の９０．５％となってお

りますが、前年度より４．５ポイント上昇しており、依然として財政構造は硬直化した状

況が続いております。 

次に、飛びまして４６ページの第２０表をごらんください。 

町債現在高の状況でありますが、令和元年度末における地方債の現在高は、右から４列

目、差引現在高Ｅ欄の一番下、合計の欄になりますが７３億１,８４２万３,０００円とな

っております。 

左端の３０年度末現在高Ａ欄と比較いたしますと１億４,０１７万円、２．０％の増とな

ります。 

これは、借入額が臨時財政対策債で減となったものの、一般単独事業債、緊急防災、減

災事業債等の借入額の増により、元利償還金を発行額が上回ったことが要因であります。 

次に、４８ページの第２２表をお開きください。 

この表は、令和元年度までに借入した町債の令和２年度以降の年度別償還見込額を推計
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したものであります。 

なお、この表は令和２年度以降の借入を加味しておりませんので、あくまでも目安とし

て作成したものであります。 

次に、４９ページの第２３表をごらんください。 

町債繰上償還額及び公債費比率の状況であります。中段にございます財政構造の弾力性

を判断する指標の公債費比率でありますが、令和元年度は４．８％となり、前年度を０．

４ポイント下回っております。 

その下の公債費が財政に及ぼす負担を表す指標であります起債制限比率は、３カ年平均

で３．４％となり、前年度を１．０ポイント上回っております。 

 次に、５０ページの第２４表をごらんください。 

 債務負担行為比率は、債務負担行為額の標準財政規模に占める割合でありますが、表の

令和元年度の欄、下から２行目にありますとおり３．１％となっており、住民情報システ

ム導入事業、ごみ収集運搬業務委託料等の増加により一般財源が増加し、前年度を１．６

ポイント上回りました。 

なお、年度別の内訳は次ページ以降に掲載をしております。 

次に、５４ページの第２６表をごらんください。 

積立金の状況でありますが、表の下から２段目の合計欄をごらんください。 

令和元年度末における土地開発基金を含めた基金積立金の現在高でありますが、表の右

端、決算年度末現在高の欄、合計額２９億４,７２１万２,０００円で、前年度末現在高と

比較すると、４億８,２６９万６,０００円、１４．１％の減となっております。 

 令和元年度は、基金から８億８,６２９万円を取り崩しており、財政調整基金を中心に４

億３５９万４,０００円を積み戻しておりますが、新規積立額は、財政調整基金２億４,７

６９万１,０００円、減債基金２,３３６万６,０００円、農業振興基金２,２００万７,００

０円、個性あるふるさとづくり基金１億４２４万２,０００円となっております。この結果、

取り崩し額全額を積み戻すことができませんでした。 

 なお、説明いたしました内容につきましては、決算資料の８ページ以降に記載されてお

ります。 

次の５５ページ、第２７表をごらんください。 

健全化判断比率の状況であります。 

次の５６ページ、第２８表は連結実質赤字比率等の算出表、次の５７ページ、第２９表

は実質公債費比率の算出表、次の５８ページ、第３０表は将来負担比率の算出表となって

おりますが、各指標の算定結果につきましては、８日に報告第１６号で報告しております

ので、ここでの説明は省略させていただきます。 

令和元年度の一般会計決算の特徴は、歳入では、町税が前年度と比較して２．８％増、

地方消費税交付金が５．４％減となりましたが、地方交付税については、普通交付税は０．

８％の増、特別交付税が８．６％の減となったことから、臨時財政対策債を含めた総額に
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ついても、対前年度比１．６％の減となっております。 

地方交付税の歳入総額に占める割合は３８．０％と依然として高い状況が続いておりま

すが、交付税総額でピーク時の平成１２年度４３億６,４７３万９,０００円と比較すると、

１５億１,５８９万４,０００円、３４．７％の大幅減少となっており、これは歳入決算額

の２０．２％に相当する額であり、本町の財政は依然厳しいものとなっております。 

先ほど説明いたしました、積立金につきましても平成２５年度をピークに減少を続け、

財政調整基金はこの４年間で４９．７％の減となっております。財政調整基金については、

その残高の目安を標準財政規模の１５％から２０％としておりますが、令和元年度末で２

０．３％となっております。 

このような状況ではありますが、歳出では、経常経費の削減、事業の選択と限られた財

源の計画的、重点的配分に努め、引き続き黒字決算で終わることが出来ましたが、依然、

財政の硬直化は続いております。 

今後の経済情勢も、人口の減少、高齢化の進展、雇用問題などにより依然として厳しい

状況が続き、さらに新型コロナウイルス感染症の終息時期が見通せない中、その対策のた

めの財政支出が必要となる一方で、町税収入が落ち込むことが懸念され、また、地方交付

税の原資となる国税である法人税、所得税の減収に伴う地方交付税総額の減少など、財政

運営は一層厳しい状況となることが予想されております。 

これからの財政運営の方針といたしましては、地方財政対策、地方交付税制度の改正な

ど国の動向を注視するとともに、基金依存度の縮小や経常経費の削減など、行政改革の推

進により財政運営の安定化を図り、歳入に見合った歳出の原則のもと、地方の活性化や諸

課題を解決していくため、予算の重点化、効率化に取り組む中で、町民生活に密着した事

業の確保と、町民が夢と希望の持てる施策の展開を進めつつ、後年度に負担を残す町債の

抑制に努め、簡素で効率的な行政組織の実現を図っていくことが必要があると認識してい

るところであります。 

今後とも、議員各位の御助言と御協力をお願い申し上げ、令和元年度本別町一般会計決

算の説明とさせていただきます。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第６ 認定第２号ないし日程第７ 認定第３号 

○議長（高橋利勝） 次に、日程第６ 認定第２号令和元年度本別町国民健康保険特別会

計歳入歳出決算認定について、ないし日程第７認定第３号令和元年度本別町後期高齢者医

療特別会計歳入歳出決算認定についてを議題とします。 

 以上、２件について提案理由の説明を求めます。 

 久司住民課長。 

○住民課長（久司広志） 認定第２号令和元年度本別町国民健康保険特別会計歳入歳出決

算認定について、概要を説明させていただきます。 

 はじめに、令和元年度本別町各会計決算資料をごらんください。 
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６０ページをお開きください。 

国民健康保険は、これまで市町村を単位とする公的医療保険制度として、国民皆保険を

支える重要な役割を果たしてきました。 

令和元年度は国民健康保険制度の安定的な運営に向け、北海道が財政運営の責任主体と

なり、市町村と共に運営を担う新制度２年目となり、北海道と市町村が一体となり、国民

健康保険に関する事務を共通認識のもとで進めてきたところでございます。 

次に、６２ページをお開きください。 

 （１）加入世帯数及び被保険者の動向ですけども、２行目になります。加入世帯数は、

令和元年度年間平均１,１１１世帯で、総世帯の３１．５％を占め、前年度対比は６２世帯

の減となっております。 

 被保険者数は、年間平均１,９９１人で、総人口に対し２９．７％の加入率で、前年度対

比は１３６人の減となっております。 

次に、７３ページをお開きください。 

（１）国民健康保険税課税額、収納額、収納率の推移ですけども、中段からの表の収納

額の一番下段、令和元年度の収納額の計は２億７,６２０万３,０００円で、前年度の収納

額に対して２,６３９万６,０００円の減額となっております。 

収納率では現年度分が９７．８％、滞納分が１９．４％、合わせて９０．１％となって

おります。 

次に、７９ページをお開きください。 

 医療費の状況について、御説明申し上げます。 

 表の右側表記の一番下段、令和元年度の件数と費用額の合計についてですが、件数が３

万３,０３０件、費用額が８億１,７１９万４,０００円で、右隣の一人当たりの費用額です

けども４１万４４４円となっております。前年度に対しましての一人当たりの費用額は４

万４８円の増となってございます。 

以上が、本別町国民健康保険特別会計決算資料の概要説明であります。 

次に、令和元年度本別町特別会計歳入歳出決算書により説明させていただきます。 

２ページ、３ページをお開きください。 

歳入の決算状況です。一番下段の歳入合計ですが、予算現額１１億８,８１９万３,００

０円。収入済額１１億６,２６９万８,５０４円、前年度対比１．７％減。不納欠損額１５

６万５,５００円。収入未済額２,８８３万７０６円となっております。 

４ページ、５ページをお開きください。 

歳出の決算状況です。一番下段の歳出合計ですが、予算現額１１億８,８１９万３,００

０円。支出済額１１億４,３００万１,６７７円、前年度対比ですけども０．５％減。不用

額４,５１９万１,３２３円。歳入歳出差引き残額は１,９６９万６,８２７円となりました。 

続きまして、６ページをお開きください。 

実質収支に関する調書です。歳入総額は１１億６,２６９万９,０００円。歳出総額は１
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１億４,３００万２,０００円。翌年度へ繰越すべき財源はありませんので、実質収支額は

１,９６９万７,０００円となります。 

次に、８ページをお開きください。 

下段の３、基金の状況です。本別町国民健康保険基金につきましては、前年度末現在高

７,５５３万９,０００円。決算年度中増減高２,８０６万３,０００円の増、決算年度末現

在高１億３６０万２,０００円となりました。 

次に、１０ページ、１１ページをお開きください。 

歳入になります。１款国民健康保険税の収入済額は、前年度対比８．７％減の２億７,６

２０万３,１３４円、歳入に占める割合は２３．８％になっております。 

不納欠損額は１５６万５,５００円、２４人の３３件となっております。 

一番下段の３款道支出金でございます。 

保険給付費と保険者努力支援交付金、特別調整交付金の合計で、前年度に比べ５．９％

増の７億３,５８９万８８７円となっております。 

１２ページ、１３ページをお開きください。 

３段目の５款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金は、低所得者の保険税軽

減や保険者支援分の保険基盤安定繰入金分、事務費分、健康管理センター事業費などの合

計で、前年度対比１２．９％の減。１億９０５万３,２６３円となっております。 

次の２項１目基金繰入金については、前年度は０円でしたが、５７５万２,０００円にな

っております。 

１４ページ、１５ページをお開きください。 

２段目の６款繰越金は、前年度対比４１．４％の減で３,４６９万３０１円となっており

ます。 

１６ページ、１７ページをお開きください。 

歳出でございます。上段の１款総務費は、事業運営に係る事務的経費であります。 

支出済額は、前年対比１４．８％増の３,８２８万４,１６５円となっております。 

次の段の２款保険給付費は、国保連合会に支払う経費で、前年度対比４．６％増の６億

８,３８５万８,５４７円となっております。 

給付費の内訳ですけども、その下の１項療養諸費ですけども、４．３％増の６億２１万

２,６６８円となっております。 

引き続き１８ページ、１９ページをお開きください。 

項の２段目の２項高額療養費ですけども、１,４７４件分で前年度に対し７．０％増の７,

９２６万６,２１５円となっております。 

その次の次の４項になります。出産育児諸費、1目出産育児一時金は１０件で、前年度対

比２．９％増の４０４万７,７７４円となっております。 

 次の５項葬祭費につきましては１１件で、前年度対比８．３％減の３３万円となってお

ります。 
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款の一番下段になります。３款国民健康保険事業費納付金は、北海道から示される額に

基づき、国民健康保険制度の運営費として北海道に支払う経費であります。前年度対比は

２．８％減の３億３,２０９万３,０００円となっております。 

２０ページ、２１ページをお開きください。 

款の３段目になります。５款保健事業費は、特定健診などを実施することにより、被保

険者の健康の保持増進及び生活の質の向上、医療費の適正化対策などを実施する経費で、

前年度に対し４．８％減の４,８０５万４,７３８円となっております。 

２２ページ、２３ページをお開きください。 

款の２段目になります。 

６款基金積立金は、前年度に対し３４．７％減の３,３８１万５,８３７円となっており

ます。 

次の７款でございます。諸支出金は、過年度分国保税の税額更正による還付金、病院事

業会計への繰出金などの合計で、前年度対比６０．７％減の６８９万５,１００円となって

おります。 

以上で、認定第２号令和元年度本別町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定の説明と

させていただきます。 

続きまして、認定第３号になります。令和元年度本別町後期高齢者医療特別会計歳入歳

出決算認定について、概要を説明させていただきます。 

はじめに、令和元年度本別町各会計決算資料をごらんください。 

８０ページをお開きください。 

平成２０年４月に市町村単位の老人保健制度から都道府県単位の広域連合による後期高

齢者医療制度になり１２年が経過しました。この間、広域連合は保険料の賦課、医療の給

付などの財政運営を担い、市町村は保険料徴収、資格の得喪届出、被保険者証の引渡し、

医療費払戻しの申請受付を担うなど、安定的な制度の運営に努めてきました。 

令和元年度の加入状況ですけども、同じページの下段の表をごらんください。 

令和元年度の加入者数の年間平均は１,５７１人で、前年度に対して５人の減となってお

り、町の人口に対する加入割合は２３．４％になっております。 

次に、８１ページをお開きください。 

上段の表、保険料の収納状況になります。左から３番目の一番下の欄、収納額の計は９,

５７１万９,８００円で、前年度の収納額に対し９４９万７,１２０円の増額となっており

ます。収納率では現年度分が９９．２％、滞納繰越金分が１７．４％、合わせて９９．０％

になっております。 

 以上が、本別町後期高齢者医療特別会計決算資料の概要説明でございます。 

次に、令和元年度本別町特別会計歳入歳出決算書により説明させていただきます。 

２５ページ、２６ページをお開きください。 

歳入決算の状況です。一番下段の歳入合計ですけども、予算現額１億３,８２８万５,０
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００円。収入済額１億３,７６２万４,９１８円、前年対比５．４％の増。不納欠損額１,２

００円。収入未済額９９万８,５００円となっております。 

２７ページ、２８ページをお開きください。 

歳出の決算状況です。一番下段の歳出合計ですけども、予算現額１億３,８２８万５,０

００円。支出済額１億３,７３４万２,９３３円、前年度対比５．３％増。不用額９４万２,

０６７円。歳入歳出差引き額残額は２８万１,９８５円となりました。 

続きまして、２９ページをお開きください。 

実質収支に関する調書です。歳入総額は１億３,７６２万５,０００円。歳出総額は１億

３,７３４万３,０００円。翌年度へ繰越すべき財源はありませんので、実質収支額は２８

万２,０００円となります。 

次に、３１ページ、３２ページをお開きください。 

歳入ですけども、１款後期高齢者医療保険料は、収入済額で前年度対比１１．０％の増、

９,５７１万９,８００円、歳入に占める割合は６９．６％となっております。不納欠損額

は１,２００円で、１人の１件となってございます。次の２款繰入金は、一般会計からの繰

入で前年度と比べ５．０％減の４,１２５万７,８７４円となっております。 

３３ページ、３４ページをお開きください。 

支出ですけども、上段の１款総務費は、事業運営に係る事務的経費で、支出済額は２０

７万５７２円となっております。次の２款後期高齢者医療広域連合納付金は、徴収した保

険料と一般会計から繰入した保険基盤安定分を広域連合へ納付する経費で、前年度対比５．

５％増の１億３,４６４万７,１７４円となっており、歳出総額の９８．０％を占めており

ます。 

以上で、認定第３号令和元年度本別町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定の説明

とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（高橋利勝） お諮りします。 

 認定第１号令和元年度本別町一般会計歳入歳出決算認定について、ないし認定第３号令

和元年度本別町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定については、明日１８日議事予

定の認定第４号から第９号の説明を受けたのち設置する、令和元年度各会計決算審査特別

委員会に付託して、閉会中の継続審査とすることを予定したいと思いますが、御異議あり

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 異議なしと認めます。 

 したがって、認定第１号令和元年度本別町一般会計歳入歳出決算認定について、ないし

認定第３号令和元年度本別町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定については、明日

１８日議事予定の認定第４号から認定第９号の説明を受けたのち設置する、令和元年度各

会計決算審査特別委員会に付託して、閉会中の継続審査とすることを予定いたします。 

◎散会宣告 
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○議長（高橋利勝） 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

 本日は、これで散会いたします。 

 御苦労さまでした。 

散会宣告（午前１１時０９分） 
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令和２年本別町議会第３回定例会会議録（第４号） 

令和２年９月１８日（金曜日） 午前１０時００分開議 

──────────────────────────────────────────── 

○議事日程 

日程第 １ 認定第 ４号 令和元年度本別町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定

について 

日程第 ２ 認定第 ５号 令和元年度本別町介護サービス事業特別会計歳入歳出決算

認定について 

日程第 ３ 認定第 ６号 令和元年度本別町簡易水道特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 

日程第 ４ 認定第 ７号 令和元年度本別町公共下水道特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 

日程第 ５ 認定第 ８号 令和元年度本別町水道事業会計決算認定について 

日程第 ６ 認定第 ９号 令和元年度本別町国民健康保険病院事業会計決算認定につ

いて 

日程第 ７ 諮問第 １号 人権擁護委員候補者の推薦について意見を求める件 

日程第 ８ 意見書案 

第 ４号 

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な

悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書 

日程第 ９ 意見書案 

第  ５号 

国土強靭化に資する道路の整備等に関する意見書 

日程第１０ 意見書案 

第  ６号 

種苗法の改定に関する意見書 

日程第１１ 

 

 常任委員会の閉会中の所管事務調査の件 

（総務常任委員会、産業厚生常任委員会、広報広聴常任委員

会） 

日程第１２  議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件 

（閉会中の継続調査申出書） 

──────────────────────────────────────────── 

○会議に付した事件 

日程第 １ 認定第 ４号 令和元年度本別町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定

について 

日程第 ２ 認定第 ５号 令和元年度本別町介護サービス事業特別会計歳入歳出決算

認定について 

日程第 ３ 認定第 ６号 令和元年度本別町簡易水道特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 
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日程第 ４ 認定第 ７号 令和元年度本別町公共下水道特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 

日程第 ５ 認定第 ８号 令和元年度本別町水道事業会計決算認定について 

日程第 ６ 認定第 ９号 令和元年度本別町国民健康保険病院事業会計決算認定につ

いて 

日程第 ７ 諮問第 １号 人権擁護委員候補者の推薦について意見を求める件 

日程第 ８ 意見書案 

第 ４号 

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な

悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書 

日程第 ９ 意見書案 

第  ５号 

国土強靭化に資する道路の整備等に関する意見書 

日程第１０ 意見書案 

第  ６号 

種苗法の改定に関する意見書 

日程第１１ 

 

 常任委員会の閉会中の所管事務調査の件 

（総務常任委員会、産業厚生常任委員会、広報広聴常任委員

会） 

日程第１２  議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件 

（閉会中の継続調査申出書） 

──────────────────────────────────────────── 

○出席議員（１２名） 

議 長 １２番 高 橋 利 勝 副議長 １１番 藤 田 直 美 

 １番 水 谷 令 子  ２番 柏 崎 秀 行 

 ３番 梅 村 智 秀  ４番 石 山 憲 司 

 ５番 篠 原 義 彦  ６番 大 住 啓 一 
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──────────────────────────────────────────── 
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──────────────────────────────────────────── 

○説明のため出席した者の職氏名 

町 長 髙 橋 正 夫 副 町 長 大和田   収 
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選 管 事 務 局 長 村 本 信 幸   
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開議宣告（午前１０時００分） 

──────────────────────────────────────────── 

◎開議宣告 

○議長（高橋利勝） これから、本日の会議を開きます。 

 昨日に引き続き、決算提案とします。 

 なお、マスクの着用については、発言する場合は外されても構いませんので、お知らせを

しておきます。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第１ 認定第４号 

○議長（高橋利勝） 日程第１ 認定第４号令和元年度本別町介護保険事業特別会計歳入歳

出決算認定についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 飯山保健福祉課長。 

○保健福祉課長（飯山明美） 認定第４号令和元年度 本別町介護保険事業特別会計 歳入歳

出決算認定につきまして、決算の概要を説明申し上げます。 

はじめに各会計決算資料により、決算と介護保険事業の概要につきまして説明させてい

ただきます。 

各会計決算資料の８２ページをお開きください。 

本別町介護保険事業特別会計は、平成１２年４月に創設された介護保険制度に基づき、本

別町が保険者として実施する介護保険事業に関する収入、支出を会計区分するもので、令和

元年度は第７期介護保険事業計画の２年目になります。 

中段から決算の概要を記載しておりますが、歳出は、支出済額１０億１,５４２万４,００

０円で、予算現額１０億２,１９７万９,０００円に対しまして９９．４％の執行率であり、

歳入は、収入済額１０億２,７５７万８,０００円で、予算現額１０億２,１９７万９,０００

円に対しまして１００．５％の執行率となっております。 

令和元年度の運営状況でありますが、８３ページから説明させていただきます。 

一般状況ですが、（１）の介護保険対象人口は、前年度より１７７人減の６,７３５人で、

（２）の第１号被保険者数は 前年度末より４６人減の２,８５０人となっております。 

年齢区分ごとの状況は、６５歳から７４歳の前期高齢者は前年より２０人減少。７５歳以

上の後期高齢者につきましては２６人の減少となっております。 

（６）の要介護認定者数は４９７人で、前年度と比較して９人の増となっております。 

次に、１ページ飛びまして、８５ページをお開きください。 

（２）の介護保険料の収納状況につきましては、収納率は９７．５％で、滞納繰越分を含

めた未収額は１０４件、４９３万６,７３０円。不納欠損額は１３万９,８００円となってお

ります。 

 次に、８６ページをお開きください。  
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４、保険給付状況につきましては、一番下の列、給付費合計が８億８,６９２万１,０５０

円で前年度と比べて３．８％増加しております。 

上に戻りまして、居宅サービスの主な内容ですが、訪問介護は１８．２％の増、通所リハ

ビリが５．1％の減、短期入所生活介護が１４％の増、上から４段目の訪問リハビリが１９

２％の増となっているのは、介護老人保健施設からの訪問や住所地特例者の利用が増加し

ていることによるものです。 

地域密着型サービスは、小規模多機能型居宅介護が２．５％の増、認知症対応型共同生活

介護が１．６％の減、居宅サービスから変更となった地域密着型通所介護が６．８％の減と

なっており、在宅サービス給付費全体の５８％を占めております。 

居宅サービスと地域密着型サービスを併せた在宅サービス全体では１．９％の増となっ

ております。 

施設サービスは介護療養型医療施設が１１．７％減少しているものの、介護老人福祉施設、

介護老人保健施設の給付が増加し全体では５．２％の増となっております。 

下段の５、計画と実績ですが、第７期介護保険事業計画の令和元年度における給付見込額

９億７６３万９,０８５円に対し、実績額は８億８,６９２万１,０５０円となり達成度は９

７．７％となっております。 

以上が、令和元年度における介護保険事業の概要であります。 

次に、決算の内容につきまして、特別会計歳入歳出決算書により御説明いたします。 

決算書の３６ページ、３７ページをお開きください。 

 歳入決算の状況です。一番下段の歳入合計ですが、予算現額１０億２,１９７万９,０００

円。収入済額１０億２,７５７万７,８８３円、前年度対比０．２％の増。不納欠損額２６万

８,４２７円。収入未済額４７９万６,９３０円となっております。 

３８ページ、３９ページをお開きください。 

 歳出決算の状況です。一番下段の歳出合計ですが、予算現額１０億２,０９７万９,０００

円。支出済額１０億１,５４２万４,４８５円、前年度対比２．８％増。不用額６５５万４,

５１５円となっております。 

 歳入歳出差引残額は１,２１５万３,３９８円となりました。 

続きまして、４０ページをお開きください。 

実質収支に関する調書です。歳入総額は１０億２,７５７万８,０００円、歳出総額が１０

億１,５４２万４,０００円で、歳入歳出差引額が１,２１５万４,０００円、翌年度へ繰越す

べき財源はありませんので、実質収支額は１,２１５万４,０００円となります。 

次に、４２ページをお開きください。 

基金の状況です。介護保険基金につきましては、前年度末現在高が３,８３６万３,０００

円、決算年度中増減高が１,８３０万３,０００円の増、決算年度末現在高は５,６６６万６,

０００円となりました。 

４４ページ、４５ページをお開きください。 
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歳入です。１款１項介護保険料は、前年度比２．４％減の１億９,２０２万９,４５０円で、

歳入総額に占める割合は１８．７％となっております。 

２款分担金及び負担金は、地域支援事業に伴う利用者負担金で、通所型介護予防事業、認

知症高齢者見守り事業など合わせて３１万２,９００円となっております。 

３款国庫支出金は、保険給付額に対する法定負担割合による負担金と、調整交付金、地域

支援事業交付金、事業費補助金、保険者機能強化推進交付金の合計で、前年度と比べ０．７％

減の２億３,６８１万８,３９４円となっております。 

４款１項支払基金交付金は、介護給付費交付金と地域支援事業交付金で、２号被保険者の

保険料から交付されるものです。前年度と比べ２．０％増の２億４,３８４万３,００２円と

なっております。 

４６ページ、４７ページをお開きください 

５款道支出金は、保険給付額に対する法定負担割合による負担金と財政安定化基金交付

金及び地域支援事業交付金で、1項道負担金から３項道補助金までの合計で、前年度と比べ

０．８％増の１億４,５３８万１,２２４円となっております。 

７款繰入金、１項他会計繰入金は、前年度対比１．９％減の１億７,０６９万円で、歳入

総額に占める割合は１６．６％となっております。 

次に、５０ページ、５１ページをお開きください。 

歳出ですが、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費につきましては、介護保険事

業の一般管理経費と地域包括ケアプロジェクト推進事業、権利擁護人材育成事業及び総合

的な介護人材確保策などに係る経費であります。 

２項賦課徴収費は、保険料の賦課徴収に係る経費で、３項介護認定審査会費は、十勝東北

部介護認定審査会の負担金及び認定調査等に伴う経費であります。 

２款保険給付費、１項介護サービス諸費は、居宅、施設サービス給付に係る経費であり、

合計で前年度比３．８％増の８億８,６９２万１,０５０円となっており、歳出総額の８７．

３％を占めております。 

５２ページ、５３ページをお開きください。 

３款地域支援事業費、１項１目介護予防、日常生活支援総合事業費は、通所型介護予防事

業及び介護予防、生活支援サービス事業などに係る経費となっております。 

２項包括的支援事業、任意事業費は、地域包括支援センターの運営及び介護相談員に係る

経費、生活支援体制整備事業費などとなっております。 

５４ページ、５５ページをお開きください。 

４款１項１目基金積立金につきましては、介護保険基金の利子と平成３０年度決算など

による積み戻し分を積み立てたところであります。 

５款諸支出金は、第１号被保険者への介護保険料還付、国庫、支払基金及び一般会計への

前年度精算償還金となっております。 

以上で、認定第４号令和元年度本別町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定の説明と
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させていただきます。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第２ 認定第５号 

○議長（高橋利勝） 日程第２ 認定第５号令和元年度本別町介護サービス事業特別会計歳

入歳出決算認定についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 前佛老人ホーム所長。 

○老人ホーム所長（前佛清治） 認定第５号令和元年度本別町介護サービス事業特別会計歳

入歳出決算認定につきまして、決算の概要を御説明申し上げます。 

 はじめに、各会計決算資料により、介護サービス事業運営の概要と決算の概要につきまし

て、説明させていただきます。 

 各会計決算資料の８７ページをお開き願います。 

 本別町介護サービス事業特別会計は、特別養護老人ホームの施設運営費及び在宅要介護

認定者の居宅介護支援事業、要支援認定者の介護予防支援事業をあわせた会計であります。 

 中段にあります決算の概要でありますが、歳出は、支出済額２億９,７９７万４,０００円

で、予算現額２億９,９５４万５,０００円に対しまして９９．５％の執行率であります。 

 歳入は、収入済額２億９,９０９万７,０００円で、予算現額２億９,９５４万５,０００円

に対しまして９９．９％の執行率となっております。 

 それでは、令和元年度のサービス事業内容でありますが、次の８８ページをお開き願いま

す。 

 特別養護老人ホームの状況につきましては、施設利用者の年度末の利用者数は定員５０

人に対しまして５０人で、内訳は男性１４人、女性３６人です。なお、令和元年度の入退所

者の内訳は、入所者が１９人、退所者１９人となっております。また、平均利用年数は３年

４カ月となっております。 

 介護度別の利用者数は、要介護４と５の方を合わせまして、３７人で、全体の７４％を占

めており、全体要介護度の平均は４．１２となっております。なお、前年度は４．１６でご

ざいます。 

 次に、ショートステイの利用状況ですが、５人の定員で、年間１日当り平均利用人数は３．

４９人の利用となっております。 

 次に、８９ページをお開き願います。 

 居宅介護及び介護予防サービス計画実績状況につきましては、居宅介護支援では１,１９

２件で対前年度比１９件の減、介護予防支援では５３６件で対前年度比８７件の増となっ

ております。 

続きまして、決算内容につきましては、特別会計歳入歳出決算書の事項別明細書により主

なものを御説明いたします。 

決算書の６５ページ、６６ページをお開き願います。 
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 歳入ですが、１款サービス収入、１項１目介護給付費収入は、対前年度比３．２％増の１

億９,６１８万４,２７９円で、歳入総額の６５．６％を占めています。そのうち、１節施設

介護サービス費収入及び、２節短期入所生活介護費収入合わせて１億７,３３９万６,８３

９円、２目自己負担金収入は３,６４５万２,５９８円で収納率は９９．９７％となっており

ます。 

 次に、１目３節居宅介護サービス計画費収入は、対前年度比１．７％減の２,０４２万６,

３７０円、４節居宅予防支援サービス計画費収入は、対前年度比１８．８％増の２３６万１,

０７０円となっております。 

次に、３款寄付金は、個人４人から２３万円の御寄付をいただいております。 

次に、４款繰入金は、対前年度比４．７％減の６,３７７万９,１０１円であります。 

次に、５款繰越金は、対前年度比３４．３％減の２４０万９,５０４円であります。 

６７ページ、６８ページをお開き願います。 

６款諸収入、１項１目１節雑入は２万９,０１３円であります。 

 ６９ページ、７０ページをお開き願います。 

 歳出ですが、１款介護サービス事業費、１項施設介護サービス事業費は、対前年度比２．

１％増の２億６,１３８万３,６５４円で、歳出総額の８７．７％を占めています。人件費が、

賃金を含めまして２億１,２１９万４,２４８円で、施設介護サービス事業費総額の８１．

２％になります。 

 １８節の備品購入費の内容につきましては、当初予算でリクライニング車椅子２台、補正

予算で故障に伴う更新によりガスレンジ１台、また寄付をいただいたその都度補正させて

いただき、リクライニング車椅子２台、移乗用スライドボード１台を購入したものでありま

す。 

 次に、２項居宅介護サービス事業費、１目居宅介護支援事業費及び７１ページ、７２ペー

ジの２目介護予防支援事業費は、サービス計画作成に伴う経費で、人件費、居宅介護支援事

業所職員４名分を含めまして、対前年度比２％減の３,６５９万２８３円となっております。 

 歳出総額は２億９,７９７万３,９３７円となりまして、歳入歳出差し引き額は１１２万

３,２３２円になっております。 

 次に、６１ページにお戻り願います。 

実質収支に関する調書につきましては、歳入総額は２億９,９０９万７,０００円、歳出総

額は２億９,７９７万４,０００円となり、実質収支額は１１２万３,０００円となります。 

 以上で、令和元年度本別町介護サービス事業特別会計決算認定の説明とさせていただき

ます。よろしく御審議のほどお願いいたします。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第３ 認定第６号ないし日程第４ 認定第８号 

 

○議長（高橋利勝） 日程第３ 認定第６号令和元年度本別町簡易水道特別会計歳入歳出決
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算認定について、ないし日程第５ 認定第８号令和元年度本別町水道事業決算認定につい

て、以上３件について提案理由の説明を求めます。 

 坪建設水道課長。 

○建設水道課長（坪忠男） 認定第６号令和元年度本別町簡易水道特別会計歳入歳出決算認

定について、決算の概要を説明申し上げます。 

決算資料の９０ページをお願いいたします。 

最初に、本別町全体の給水状況について説明させていただきます。本町の水道は、本別市

街地の上水道を中心に４カ所の簡易水道、２カ所の専用水道、勇足西営農用水道により、給

水が行なわれています。本町が管理運営している簡易水道は勇足・仙美里・美里別の３カ所

です。農業用防除施設は、勇足及び美里別簡易水道区域内で１９２基に給水しております。 

 令和元年度における、総配水量は２５万２,２００立方メートル、総有収水量は２３万８,

９００立方メートル、また年度末の給水人口は、前年度比３．５１％減の１,１８３人。普

及率は前年度より０．０９ポイント増の７９．０８％となっております。なお、有収率につ

きましては、前年度より１．５ポイント増の９４．７３％となったところであります。 

 令和元年度の主な事業と決算の概況につきましては、決算書の事項別明細書により主な

内容について、歳出から説明させていただきます。 

別冊の特別会計歳入歳出決算書の８９ページ、９０ページをお願いいたします。  

 １款１項簡易水道費、中ほどの２目維持修繕費、１５節工事請負費の主な内容は、老朽化

による機器更新３機種と配水管の移設工事、計量法による９６基の量水器の更新工事を実

施しました。 

３目基金費は基金の利子を積み立てるもので、年度末の簡易水道基金は１５２万５,９３

９円となっております。 

３款公債費、１項公債費は起債償還の元金、利子で、年度末における起債未償還元金は５

億５,３５９万９,７１７円となっております。 

次のページ、９１ページ、９２ページをお願いいたします。 

下段の歳出の合計は予算額１億２,５１０万１,０００円に対し、支出済額は１億２,３４

９万４,４９６円で、執行率は９８．７２％となりました。 

 次に、歳入でありますが８５ページ、８６ページをお願いいたします。 

 ２款１項使用料及び手数料、１目水道使用料、収入済額は前年度比４．９５％増の４,３

６８万７,７３３円で、収納率は現年度分で９９．６０％、過年度分で１５．３４％であり

ます。 

次のページ、８７ページ、８８ページをお願いいたします。 

下段の歳入の合計は予算額１億２,５１０万１,０００円に対し、収入済額は１億２,６１

８万８,３７１円となっております。 

 次に、７８ページをお願いいたします。 

実質収支に関する調書でありますが、歳入、歳出差し引き額２６９万４,０００円が実質



- 10 - 
 

収支額となり翌年度へ繰り越すこととしております。 

以上で、令和元年度本別町簡易水道特別会計決算の説明とさせていただきます。 

次に、認定第７号令和元年度本別町公共下水道特別会計歳入歳出決算認定について、決算

の概要を説明申し上げます。 

決算資料の９９ページをお願いいたします。 

最初に、本別町全体の下水道の普及状況について説明をさせていただきます。中段になり

ますが、本町の令和元年度における下水道の普及状況につきましては、処理区域面積が２８

８．０ヘクタール、管渠延長が５万１,４３９メートル、世帯数が２,８７９戸、人口が４,

６０６人となっております。 

また、都市計画区域内の下水道普及率は９６．４０％、水洗化率は９２．６２％となって

おります。 

なお、浄化槽を含めた汚水処理人口は５,７４２人となり、汚水処理人口普及率は８３．

９６％となったところであります。 

令和元年度の主な事業と決算の概況につきましては、決算書の事項別明細書により主な

内容について、歳出から説明をさせていただきます。 

別冊の特別会計歳入歳出決算書１０６ページ、１０７ページをお願いいたします。 

 １款総務費、２項施設管理費、２目処理場管理費、１３節委託料のうち、業務委託料４,

００１万２,３３７円の内訳は、終末処理場の維持整備業務委託料３,２２４万２,２００円、

水処理タンク清掃委託が１０４万５,０００円、汚泥の産業廃棄物に係る運搬処理委託料が

５７０万２,２８９円、汚泥利用組合への汚泥運搬委託料が９６万２０８円とコンポスト運

搬委託料が６万２,６４０円であります。 

 ２款土木費、１項下水道費、次のページ、１０８ページ、１０９ページをお願いいたしま

す。 

１目下水道新設費、１５節工事請負費５,８３４万４,０００円の内訳は、汚水管渠新設工

事として、マンホール施設改修及び国道２４２号線道路改良に伴う汚水管渠移設、町道山手

町通り道路改良舗装に伴うマンホール改修を２,２９４万６,０００円で、管渠更新工事と

して、東部マンホールポンプ所の機器更新を１,６５６万６,０００円で、終末処理場機器更

新工事として高圧気中負荷開閉器、引込受電盤等の機器更新を１,８８３万２,０００円で

実施しております。 

 ２目個別排水処理施設新設費、１５節工事請負費４,１６８万３,２００円は、合併処理浄

化槽１３基分の新設工事費であります。 

３款１項公債費は起債償還元金、利子で、年度末における起債の未償還元金は２４億３,

７６５万２,０５８円となっております。 

次のページ、１１０ページ、１１１ページをお願いいたします。 

下段、歳出の合計は予算額４億６,７５０万８,０００円に対し、支出済額４億６,３０９

万２,２８６円で、執行率は９９．０６％となりました。 
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次に、歳入でありますが、１０２ページ、１０３ページをお願いいたします。 

 ２款使用料及び手数料、１項使用料、１目公共下水道使用料の収入済額は６,６０６万５,

９６８円で、収納率は現年度分で９９．６２％、過年度分は３５．６８％、２目の個別排水

処理施設使用料は、収入済額が１,２６６万６,４１４円で、収納率は９９．９１％となって

おります。 

次のページ、１０４ページ、１０５ページをお願いいたします。 

下段の歳入の合計は、予算額４億６,７５０万８,０００円、収入済額４億６,７２３万９,

８５７円となったところであります。 

次に、９８ページにお戻り願います。 

 実質収支に関する調書でありますが、歳入、歳出差し引き額は４１４万８,０００円とな

っており、翌年度に繰り越すこととしております。 

以上で、令和元年度本別町公共下水道特別会計決算の説明とさせていただきます。 

次に、認定第８号令和元年度本別町水道事業会計決算認定について、決算の概要を説明申

し上げます。 

別冊になっております水道事業決算書の１１ページをお願いいたします。 

 令和元年度における水道事業の概況ですが、給水戸数は２,６０２戸、給水人口は４,７５

８人、総配水量は５２万５,３７４立方メートル、総有収水量は前年度比２．８６％減の４

２万１１１立方メートル、有収率は７９．９６％となっております。 

 次に、１４ページをお願いいたします。 

令和元年度の主な工事でありますが、配水管整備事業として給水区域連絡管整備工事、道

道美里別本別停車場線水道管更新工事、国道２４２号線歩道改良舗装工事に伴う水道管移

設工事を行ないました。 

次、１５ページになりますが、計量法による量水器更新工事により、３７６個のメーター

器の取替えを行なっております。 

 次に、決算の概況について説明させていただきます。 

１ページ、２ページをお願いいたします。 

１の収益的収入及び支出は、消費税込みの数字となっております。 

収入の総額では、前年度比７．２５％減の１億５,８３２万７６９円となっており、内訳

は水道使用料が主な１項営業収益では、前年度比１．１３％減の１億１,８０７万９,８０９

円、２項営業外収益では、前年度比２１．５０％減の４,０２４万９６０円となっておりま

すが、減額の主なものは一般会計からの補助金が対前年１,００５万９,０００円の減によ

るものです。 

 次に、支出の総額ですが、前年度比７．８４％減の１億５,３８４万３,２９４円となり、

１項営業費用は、総係費、減価償却費等の減により、前年度比６．８９％減の１億３,７９

１万５,９０８円となり、２項営業外費用は、消費税納付の減等により、前年度比１５．２

８％減の１,５９２万７,３８６円、３項特別損失はありませんでした。 
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なお、税抜き額の詳細は２０ページから２７ページに記載しておりますが、説明は省略さ

せていただきます。 

 次に、３ページ、４ページをお願いいたします。 

２、資本的収入及び支出につきましても、消費税込みの数字となっております。 

収入総額は、配水管整備工事等の企業債の増により、前年度比４４．５８％増の４,０１

８万９,１０７円となっております。 

 支出の総額では、前年度比２０．３５％増の１億３４３万８,５３３円で、内訳は１項建

設改良費では、主に工事費の増により対前年度比２２．２６％増の６,００１万３,５６０円、

２項企業債償還金では、前年度比１３．０５％増の４,３４２万４,９７３円となっておりま

す。 

資本的収支では、６,３２４万９,４２６円の不足が生じましたが、過年度分損益勘定留保

資金５,８２２万９,０８６円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額５０２万

３４０円で補てんいたしました。 

なお、税抜き額の詳細は２８ページ、２９ページに記載されていますが、説明は省略させ

ていただきます。 

次に、５ページをお願いいたします。 

損益計算書でありますが、消費税抜きの数字となっております。 

１の営業収益は給水収益が主で、合計は前年度比１．７１％減の１億８７０万５,８９３

円となっております。 

２の営業費用は、合計で前年度比７．１６％減の１億３,５４２万３,８６３円。 

３の営業外収益は、前年度比２１．７６％減の４,０１０万３,２１５円となっております。 

４の営業外費用は、企業債利息が主であり、前年度比５．４０％減の１,４３８万３０円

となっております。 

 ５の特別損失は、ありません。 

なお、令和元年度末における未償還元金は９億３,２１６万１,５３７円となっておりま

す。 

全ての項目を差し引きしますと、当年度は９９万４,７８５円の純損失となったところで

あります。 

６ページから１０ページまでの剰余金計算書、剰余金処分計算書、貸借対照表、注記表に

つきましては、説明を省略させていただきます。 

次に、１６ページをお願いいたします。 

下段に記載されています、供給単価と給水原価でありますが、１立方メートルあたり、供

給単価は対前年２円５５銭増の２５７円４１銭、給水原価は経常費用と有収水量ともに減

少していますが、経常費用の減少率の方が多いため、対前年１３円８６銭減の３３３円１０

銭となっております。 

 以上で、令和元年度水道事業会計決算の説明とさせていただきます。よろしく御審議をお
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願いいたします。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第６ 認定第９号 

○議長（高橋利勝） 日程第６ 認定第９号令和元年度本別町国民健康保険病院事業会計決

算認定について、提案理由の説明を求めます。 

 藤野病院事務長。 

○病院事務長（藤野和幸） 認定第９号令和元年度本別町国民健康保険病院事業会計決算認

定について、決算の概要を御説明いたします。 

 決算書の１１ページをお願いいたします。 

 令和元年度の病院事業報告書から説明させていただきます。 

１、概況の（１）総括事項でありますが、令和元年度における病院事業会計の決算は、損

益勘定において、消費税抜きで、収入１３億６,７１２万７０７円、消費税込みでは１３億

７,１０５万６,５７９円、このうち一般会計からの繰入金は昨年度比２億２,６７７万５,

０００円増の５億８,８３７万３,０００円であります。 

 支出は、１２億４,７６１万６,８０４円、消費税込みでは１２億３,７０４万６,５７１円

となり、差し引き１億１,９５０万３,９０３円の利益をもって終了したところであります。 

 また、資本勘定につきましては、消費税込みで、収入６,２５１万６,０１１円、支出９,

９４９万９,０８１円で、差し引き３,６９８万３,０７０円の不足額を生じたところであり

ます。 

 次に、１５ページをお願いいたします。 

２、工事（１）建設工事の概況、②器械及び備品購入費は、内視鏡洗浄消毒装置１台、消

費税込みで２０３万４００円の器械を購入いたしました。 

 次に、１６ページの３、業務（１）業務量でありますが、イの入院は、延べ患者数合計で

１万７,００６人、１日平均４６．５人で、前年度比、延べ患者数で１,５５０人、１日平均

では４．２人の増となり、ロの外来は、延べ患者数合計で３万９,６３０人、１日平均１６

３．１人で、前年度比、延べ患者数で１,８２４人、１日平均で８．２人の減少となったと

ころであります。 

 次の１７ページ、１８ページをお願いいたします。 

上段の表(２)事業収入に関する事項でありますが、消費税抜きの数値となっております。

医業収益は１０億７,１４０万２,３１９円、前年度比２０．５％の増で、うち入院収益は３

億８,７０４万６,８６５円、前年度比７．６％の増、外来収益は３億８２１万３,５８８円、

前年度比０．９％の減となっております。 

 入院収益の増加は、１日平均患者数が４２．３人から４６．５人に増加したことなどによ

るもの、また、外来収益の減少は、１日平均患者数が１７１．３人から１６３．１人に減少

したことが主な要因で、入院は外科、耳鼻咽喉科で患者数の増加、外来は内科、外科、耳鼻

咽喉科共に患者数の減少が影響しているものと考えております。 
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 その他医業収益は３億７,６１４万１,８６６円で、前年度比７２．３％の増で、主な要因

は一般会計負担金１億５,８２８万６,０００円の増によるものです。 

医業外収益は２億９,５７１万８,３８８円で、前年度に比べ７,００６万５,０３１円、３

１．０％の増加となりましたが、一般会計負担金６,８２３万６,０００円の増が主な要因で

あります。 

 下の事業収入合計は１３億６,７１２万７０７円で、前年度比２億５,２３８万３,２６０

円、２２．６％増の決算となったところでございます。 

下段の表、(３)事業費に関する事項でありますが、医業費用は１１億９,６８０万３,４９

１円で、前年度比０．５％の増となりました。内訳は給与費が７億７,８５２万６６１円で、

前年度に比べ２７５万９,４６３円、０．４％の増でありますが、うち給料が２億９,５６０

万５３６円で、前年度比３９６万９４６円、１．３％の減、手当が１億７,３２８万１,８０

７円で、前年度比４６４万１,４０１円、２．６％の減となりましたが、賃金が１億１,８９

７万５,６４７円、前年度比１,２３９万１,４９９円、１１．６％の増となったためです。 

材料費は１億４,０５２万８,５２６円で、前年度比４．８％の増でありますが、うち、薬

品費が６,２９７万８,０１０円、前年度比６９３万４,９１７円、１２．４％の増となった

ためです。 

経費は１億８,８８６万２,６９０円で、前年度比２６２万１,６９５円、１．４％の減で

あります。 

 減価償却費は、リース資産減価償却費の増により８,４３７万９,６２６円となり、前年度

比７５万２,１５２円、０．９％の増です。 

 研究研修費は３４６万６,１７０円で前年度比５３万７,１３８円、１３．４％の減です。 

 資産減耗費は１０４万５,８１８円で、前年度比１２１万７,１８８円、５３．８％の減で

ありますが、固定資産除却費が１２７万２,７７３円、８４．７％減となったのが主なもの

です。 

医業外費用は５,０８１万３,３１３円で前年度比３１９万８,３６７円、６．７％増とな

りました。 

 下から４段目、特別損失は支出ございません。 

以上、事業費合計は１２億４,７６１万６,８０４円、前年度比８７８万１,９５６円、０．

７％増の決算となったところでございます。 

 次に、戻りまして５ページをお開きください。 

 財務諸表の令和元年度の損益計算書でありますが、消費税抜きの数字となっております。 

１の医業収益の合計１０億７,１４０万２,３１９円から、２の医業費用合計１１億９,６

８０万３,４９１円を差し引いた医業収支は１億２,５４０万１,１７２円の医業損失とな

り、３の医業外収益合計２億９,５７１万８,３８８円から、４の医業外費用合計５,０８１

万３,３１３円を差し引いた医業外収支は、２億４,４９０万５,０７５円の黒字となり、事

業収支合計では１億１,９５０万３,９０３円の当年度純利益となります。 
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一番下段、当年度未処理欠損金は、前年度繰越欠損金２０億４,４２３万６,２３８円から

１９億２,４７３万２,３３５円に減少となりました。 

次に、８ページの貸借対照表をごらんください。 

資産の部の中段から少し下になりますが、２の流動資産合計は１億６,２７６万５,９０

０円。次の９ページ、負債の部、４、流動負債合計は２億１１３万３,５３４円となってお

り、そのうち上段（２）イの１年以内に償還予定の企業債９,２１１万９,１９１円は、補て

ん財源を算出する際には含まれないとされていることから、これを除いた流動負債は、１億

９０１万４,３４３円となり、流動資産が流動負債を上回り、資金不足という状況にはなっ

ておりません。 

 次に、戻りまして、３ページ、４ページをお願いします。 

 資本的収支でありますが、消費税込みの数値となっております。収入の１款資本的収入決

算額は６,２５１万６,０１１円で、１項企業債は借り入れなし、２項出資金５,８７９万円

は、企業債元金償還にかかる財源として受け入れたものであります。 

 支出では、１款資本的支出決算額９,９４９万９,０８１円で、内訳は、１項建設改良費は

５８０万７,２７２円で、先ほど事業報告で申し上げました器械備品購入費とリース債務支

払額であり、２項企業債償還金９,３５９万１,７９８円は、企業債償還金の元金分。３項投

資１０万１１円は寄付金及び基金利子を医療施設等整備基金に積み立てたものであります。 

資本的収入額が資本的支出額に不足する額は３,６９８万３,０７０円となりますが、過

年度分損益勘定留保資金３,６８２万１,４８５円及び当年度分消費税及び地方消費税資本

的収支調整額１６万１,５８５円で補てんしたところであります。 

 以上、令和元年度本別町国民健康保険病院事業会計決算の説明とさせていただきます。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

○議長（高橋利勝） お諮りします。 

ただいま、提案のありました認定第４号令和元年度本別町介護保険事業特別会計歳入歳

出決算認定について、ないし認定第９号令和元年度本別町国民健康保険病院事業会計決算

認定について、及び昨日１７日議事とした認定第１号令和元年度本別町一般会計歳入歳出

決算認定について、ないし認定第３号令和元年度本別町後期高齢者医療特別会計歳入歳出

決算認定について、以上９件については議長及び議会選出監査委員を除く１０名の委員を

もって構成する令和元年度各会計決算審査特別委員会を設置し、これに付託して閉会中の

継続審査にしたいと思います。 

 御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 異議なしと認めます。 

 したがって、昨日から本日にかけて提案がありました、認定第１号令和元年度本別町一般

会計歳入歳出決算認定について、ないし認定第９号令和元年度本別町国民健康保険病院事

業会計決算認定について、以上９件については議長及び議会選出監査委員を除く１０名の
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委員をもって構成する令和元年度各会計決算審査特別委員会を設置し、これに付託して閉

会中の継続審査とすることに決定いたしました。 

 暫時休憩をいたします。 

休憩宣告（午前１１時０２分） 

（休憩中に、委員会条例第８条第２項の規定によって、正副委員長の互選を行なってくださ

い。委員会条例第９条第１項の規定によって、議長において令和元年度各会計決算審査特別

委員会を招集します。ただちに、議員控室に参集願います。これをもって通知済みといたし

ます。） 

再開宣告（午前１１時２０分） 

○議長（高橋利勝） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ただいま設置されました、令和元年度各会計決算審査特別委員会の正副委員長の互選の

結果について申し上げます。 

 委員長に、篠原義彦委員。 

 副委員長に、大住啓一委員と決定いたしました。 

 以上、報告といたします。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第７ 諮問第１号 

○議長（高橋利勝） 日程第７ 諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦について意見を求め

る件について、提案理由の説明を求めます。 

 髙橋町長、御登壇ください。 

○町長（髙橋正夫）〔登壇〕 人権擁護委員候補者の推薦について意見を求める件について、

提案の理由を説明申し上げます。 

 令和２年１２月３１日をもって、任期満了となります人権擁護委員につきまして、中川郡

本別町○○○○○○○○にお住まいの、福家立雲さんを人格識見とも適任と判断し、人権擁

護委員の候補者として推薦いたしたく人権擁護委員法第６条第３項の規定により、議会の

意見を求めるために提案をするものであります。 

 よろしくお願い申し上げまして、提案理由の説明といたします。 

○議長（高橋利勝） 暫時休憩をいたします。 

休憩宣告（午前１１時２１分） 

（議員の皆さんには、ただちに議員控室に御参集ください。） 

再開宣告（午前１１時２４分） 

○議長（高橋利勝） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 本件は、お手元に配布いたしました意見のとおり、答申したいと思います。 

 御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 異議なしと認めます。 
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 したがって、諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦について意見を求める件は、お手元に

配布しました意見のとおり、適任と答申することに決定いたしました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第８ 意見書案第４号 

○議長（高橋利勝） 日程第８ 意見書案第４号新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地

方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書についてを議題とします。 

 提案趣旨の説明を求めます。 

 阿保静夫議員、御登壇ください。 

○１０番（阿保静夫）〔登壇〕 意見書案第４号新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地

方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書。 

 上記の議案を別紙のとおり、会議規則第１４条の規定により提出します。 

 なお、案文朗読によって説明に代えさせていただきます。 

 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保

を求める意見書案。 

新型コロナウイルス感染症の拡大は、甚大な経済的、社会的影響をもたらしており、国民

生活への不安が続いている中で、地方税、地方交付税等の一般財源の激減が避けがたくなっ

ている。 

地方自治体は、福祉、医療、教育、子育て、防災、減災、地方創生、地域経済活性化、雇

用対策など喫緊の財政需要への対応をはじめ、長期化する感染症対策にも迫られ、今後の地

方財政は、かつてない厳しい状況になることが予想される。 

よって、国においては、令和３年度地方財政対策及び地方税制改正に向け、下記事項を確

実に実現されるよう、強く要望する。 

 記。 

１、地方の安定的な財政運営に必要な地方税、地方交付税等の一般財源総額を確保・充実

すること。その際、臨時財政対策債が累積することのないよう、発行額の縮減に努めるとと

もに、償還財源を確保すること。 

２、地方交付税については、引き続き財源保障機能と財源調整機能が適切に発揮できるよ

う、総額を確保すること。 

３、令和２年度の地方税収が大幅に減少することが予想されることから、万全の減収補填

措置を講じるとともに、減収補填債の対象となる税目についても、地方消費税を含め弾力的

に対応すること。 

４、税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系の構築に努めるとともに、国税・

地方税の政策税制については、積極的な整理合理化を図り、新設・拡充・継続に当たっては、

有効性・緊急性等を厳格に判断すること。 

５、特に、固定資産税は、市町村の極めて重要な基幹税であり、制度の根幹を揺るがす見

直しは、家屋・償却資産を含め、断じて行わないこと。また、新型コロナウイルス感染症緊



- 18 - 
 

急経済対策として講じられた特例措置は、本来国庫補助金等により対応すべきものであり、

今回限りの措置として、期限の到来をもって確実に終了すること。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出するものです。 

なお、提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、厚生労

働大臣、経済産業大臣、内閣官房長官、経済再生担当大臣、まち・ひと・しごと創生担当大

臣となっております。 

 議員各位の賛同のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（高橋利勝） これから質疑を行ないます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、意見書案第４号新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪

化に対し地方税財源の確保を求める意見書についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 異議なしと認めます。 

 したがって、意見書案第４号新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な

悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書については、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第９ 意見書案第５号 

○議長（高橋利勝） 日程第９ 意見書案第５号国土強靭化に資する道路の整備等に関する

意見書についてを議題とします。 

 提案趣旨の説明を求めます。 

 阿保静夫議員、御登壇ください。 

○１０番（阿保静夫）〔登壇〕 意見書案第５号国土強靭化に資する道路の整備等に関する

意見書。 

上記の議案を、別紙のとおり会議規則第１４条の規定により提出いたします。 

なお、案文の朗読をもって説明に代えさせていただきます。 

国土強靱化に資する道路の整備等に関する意見書案。 

北海道は、豊かで美しい自然環境や広大な大地と海に育まれた豊富で新鮮な食など、多様

な魅力を有しており、国内外より訪れる観光客の増加が続いていたが、今般の新型コロナウ
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イルス感染症拡大の影響により、本道の経済は食産業や観光業、農林水産業など幅広い分野

において、大きな打撃を受けている。 

 今後は、感染抑制のための取り組みを継続しながら、経済活動との両立を図ることや復興

に向けた取り組みを加速することが必要であり、そのためには、北海道の強みである食や観

光に関連する地域、生産空間が持つ潜在力が最大限発揮されるよう、生産性の向上に資する

高規格幹線道路ネットワークの早期形成や機能向上が必要不可欠である。 

 また、本道は近年、豪雨、暴風雪、地震、津波などの自然災害時に発生する交通障害、多

発する交通事故、道路施設の老朽化など、様々な課題を抱えている。加えて、本州に比べ積

雪寒冷の度合いが特に甚だしく、除排雪等に要する費用も多額となっている。 

 こうした中、地方財政は依然として厳しい状況にあることから、国と地方の適切な役割分

担のもと、道路整備、管理に必要な予算を安定的かつ継続的に確保することが重要である。 

 よって、国においては、国土の根幹をなす高規格幹線道路から住民に最も密着した市町村

道に至る道路網の計画的、体系的整備の必要性や、新型コロナウイルス収束後の物流、観光

をはじめとする経済活動の復興における道路の重要性などを踏まえ、より一層の道路整備

の推進や管理の充実・強化が図られるよう、次の事項について特段の措置を講ずるよう強く

要望する。 

 記。 

１、長期安定的に道路整備・管理が進められるよう、新たな財源を創設するとともに、道

路関係予算は所要額を満額確保すること。 

２、高規格幹線道路については、着手済み区間の早期開通はもとより、未着手区間の早期

着手及び暫定２車線区間における４車線化といった機能向上を図ること。 

３、令和２年度までの限定的な措置となっている防災・減災、国土強靱化のための３カ年

緊急対策を継続し、対象事業の範囲を拡充すること。また、地方が国土強靱化地域計画に基

づく事業を着実に推進するため、必要な予算を確保するとともに、緊急自然災害防止対策事

業債等の継続を含めた地方財政措置制度の充実を図ること。 

４、道路施設の老朽化対策を推進するため、点検・診断・補修などのメンテナンスサイク

ルを確立し、予防保全を含む戦略的な維持管理・更新事業を行うための技術的支援の充実を

図るとともに、対策予算を確保すること。 

５、冬期交通における安全性の確保、通学路などの交通安全対策、無電柱化の推進、安全

で快適な自転車利用環境の創出、北海道観光の発展に資する交通ネットワークの形成など、

地域の暮らしや経済活動の復興を支える道路の整備や管理の充実を図ること。 

６、泊発電所周辺の道路は、複合災害発生時における避難道路としての機能も有している

ことから、こうした道路の事業について、国の負担割合を引き上げるとともに、早急な整備

と適切な管理を図るために必要な予算を別枠で確保すること。 

７、災害発生時の迅速かつ円滑な復旧等のため、北海道開発局及び開発建設部の人員体 

制の維持・強化を図ること。 
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 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

なお、提出先は衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、国土交通

大臣、国土強靱化担当大臣です。 

議員各位の御賛同のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（高橋利勝） これから質疑を行ないます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行ないます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、意見書案第５号国土強靭化に資する道路の整備等に関する意見書についてを

採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 異議なしと認めます。 

 したがって、意見書案第５号国土強靭化に資する道路の整備等に関する意見書について

は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第１０ 意見書案第６号 

○議長（高橋利勝） 日程第１０ 意見書案第６号種苗法の改定に関する意見書についてを

議題とします。 

 提案趣旨の説明を求めます。 

 阿保静夫議員、御登壇ください。 

○１０番（阿保静夫）〔登壇〕 意見書案第６号種苗法の改定に関する意見書。 

上記の議案を、別紙のとおり会議規則第１４条の規定により提出いたします。 

なお、案文の朗読を主に説明に代えさせていただきます。 

種苗法の改定に関する意見書案。 

種苗法改定案は先の通常国会で全く審議されることなく継続審議となりました。 

農業競争力強化支援法が２０１７年に施行し、公的試験機関が長年の研究、品種改良で蓄

積してきた種子生産に関する知見を民間企業に提供することが義務付けられ、種子の開発、

生産、普及の事業が公的機関から民間企業に移ることとなりました。種苗法改定案は、この

農業競争力強化支援法にもとづくものであり次の問題点があります。 

種苗は、農民の長年の努力によって食料を作るために次世代に引き継がれ、改良が繰り返
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され、種苗交換会などをとおして在来種をはじめ優れた種苗は全国各地に広がり、歴史的に

も公共の財産といえ、本来利益を目的とするものではありませんでした。今日、サツマイモ

など種苗の自家増殖で生産されているものも多くあり、自家増殖の原則禁止、自家増殖の許

諾性導入の種苗法改定案は、安定的な食料生産と農民の経営を脅かす危険性があります。遺

伝子組み換え種子など世界に出回る種子の７割が多国籍企業によって生産され、育種権者

保護の名目で多国籍企業の種苗の独占が進むことで、食の安全安心が脅かされる危惧が消

費者、国民に広がっています。 

また、自家増殖が国内品種の海外流出の要因という指摘がありますが、国民の食を支えて

きたすぐれた種苗を守るためには、従来国が行なってきた海外での品種登録を、さらに積極

的に進めることが現実的といえ、実際他国も自国の品種をまもるために日本での品種登録

を勧めています。 

よって以上の理由で、種苗法改定案の取りやめを強く求めます。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出するものです。 

なお、提出先は衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、農林水産大臣です。 

意見書の中の説明の中でも申し上げました、種苗法の改定に至る流れを大きく言うと、ま

ず最初に種子法が廃止され、研究機関での種子等の知見を民間にという中身のほうにとい

う方向になりました。 

そして、更にそれを裏付けるように農業競争力強化支援が制定され、そしてさらに今回の

流れのもとに今回の種苗法の改定という大きな流れです。中でも述べていたように、例えば

本別で言うと、金時豆などは非常に種子の量が必要な豆なので、少なからず農家の方が自分

のところで作った金時豆を来年用の種に作るというような場面が多々見られます。 

 これらは、ここで言える自家栽培ということに当たるわけですけども、もしこれが許諾性、

制限が加わるということになると、これはなかなか大変なことになるなと、経済的に大変な

ことになる。 

 それから、最近豆の改良というのは非常に進んでおり、これから出てくる新品種の種とい

うのは、この改定されるとしている種苗法の対象になるわけですから、自家増殖、自家取り、

自家種取りと言っていますが、それが許諾性になるという形に繋がっていくと思います。 

 種子の量が非常に大きな豆類は、経済的に大きな影響を受ける可能性があるということ

と、今までこれまでも議論してきたように世界的に見ると種会社というのは、日本の種会社

も優秀なのですが、世界的には全然比較にならないくらい大きな種会社です。そこが種とセ

ットで農薬を売るというようなことをやっています。ラウンドアップという強力な農薬に

耐えうる大豆、遺伝子組み換えした大豆、これを多量にアメリカを中心に今、作っているの

が現状です。 

 このようなことが儲けに繋がってはいけないという考え方も含めて、今回の提案という

ことになりましたので、議員各位の御賛同のほど、よろしくお願いをいたします。 

○議長（高橋利勝） これから質疑を行ないます。 
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 梅村議員。 

○３番（梅村智秀） それでは、意見書案第６号種苗法の改定に関する意見書について質疑

を行ないます。 

 まず１点目でございますが、本意見書は８月２５日受付で農民運動北海道連合会委員長

名で議長宛てに種苗法改定に関する意見書採択のお願いとの文章が送付されており、同会

に示された意見書案文のうち、ひらがな表記２カ所程度を漢字に改められた以外は、そのま

ま採用された同文の意見書案とお見受けするところでございます。 

 そこから道内農業者関係組織において、こうした一定の意見集約がなされているという

ことについては伺えるとこでございます。 

 ちなみにこの本別町内の農業者間においては、どのような実態にあるのかお伺いをいた

します。 

 ２点目でございます。本町の営農実態等において、この改定案によって特に懸念されるよ

うな具体的事項はあるのかという点についてお伺いをいたします。 

 つまりは、広い意味で将来的な懸念等ではなく、特定の作物、特定の品種等について登録

品種になり、現在の営農に即時、直接的に影響を及ぼす具体的事情があるかというところで

ございます。 

 今、提案理由の中で金時豆の事例が示されたところでございますが、この金時豆を栽培し

ていくに当たって、いわゆるこの登録品種とされてしまって、一般品種ではなくて、こうし

た営農に影響を及ぼすような具体的事情等があるのかというところをお伺いしてございま

す。 

 ３点目でございます。意見書案文の中に、後段のほうでございますが、自家増殖が国内品

種の海外流出の要因という指摘がありますが、といったくだりの部分でございますが、この

件について懸念される事項だというような、この海外に種苗が流出していくというものに

ついて、懸念事項だという認識はお持ちなのかどうかという点を、まずお伺いいたします。 

 また、従来国が行なってきた海外での品種登録をさらに積極的に進めることが現実的と

ありますが、具体的などのような取り組みを想定されていらっしゃるのか、お伺いをいたし

ます。 

○議長（高橋利勝） 暫時休憩いたします。 

休憩宣告（午前１１時４９分） 

再開宣告（午前１１時４９分） 

○議長（高橋利勝） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 阿保議員。 

○１０番（阿保静夫） 聞いてすぐメモしているものですから、抜けていたら御指摘をくだ

さい。 

 まず１点目ですが、この元々の案文は先ほど御質疑のとおり、農民運動北海道連合会、全

国組織ですが北海道では連合会という形でやっている農民組織、農民の運動体ですが、そこ
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が案文を全道の市町村議会に送っております。 

 今日の時点で、管内の状況しかわかりませんが、いくつかの町で、大樹なんかもこないだ

聞きましたけども、この意見書が取り上げられているというのが現状の実態です。まだこれ

から広がりは見せるものというふうに思っています。 

 また、管内だけで言うと、農協単位で同趣旨の署名が行なわれておりまして、ある町では

全農協職員によって署名がいただいている、あるいは本町においても自治体の職員も含め

て一般の方も含めて、私の手元で言うと２００数十筆の署名が現在中身に賛同する意味で、

署名が集まっているというのが現状です。 

 それで町内の実態では、申し上げたとおり国会の中でまだ一度も具体的に議論がされて

いない、項目としては挙げられていますけど、議論がされていないという状況なので、中身

については十分な話し合いはされていないかというふうに思います。 

 ただ、先ほど申し上げたように、署名はかなり早くから私自身も含めて取り組んでいるも

のですから、こんなことでは困るねという話はあります。何が困るかと言ったら、一番のポ

イントは自家増殖の部分なのですね。これは改定前の法では２１条の第２項というところ

が、農家における自家増殖、我々は自取り種というのですか、自分のところで次の来年のた

めの種を取っておくと、最初にまくのは、いわゆる調整されたきちんとした種苗を使うので

すが、いわゆる売っている種をきちんと使うわけですけども、その中の一部を来年用に使う。 

 金時を例に挙げたように、非常に多量に使うのですよね。小豆や何かと違って非常に種の

量が多量に必要な品目なものですから、１俵２俵という単位ではないので、１０俵２０俵と

いう単位になるものですから、これはなかなか全額購入した種というわけにはいかないと

いうのが、実際の営農の実態です。 

 そういう中で町内の農家は、そういうことがもし仮にできなくなったとしたら、それは大

変なことだなという声は署名という形の中でですけども、集まっているところです。これが

一応町内の、私が今掴んでいる実態という形です。 

 具体的懸念で、金時のことを言いました。改定の案ですから、そのとおり決まるかどうか

は別として、国や農水が考えていることは、２５年だったと思うのですけど、一定の期間が

過ぎたものは特許が外れるみたいな形な扱いになると。要するにさっき、金時の例を私は出

しましたけども、今使っているのは従来からの金時豆ですから、仮にこの法律が先ほど申し

上げたような中身で決まったとしても、おそらくそれについてはオッケーだと思います。普

通に使えると思います。自取りできると思います。 

 ただし、畑作物の種子というのは米から見ると、改良が遅れてきているのが現状なのです

けど、最近、お調べになっているかと思うのですけども、例えば金時豆だけでも１０数種類

の種が今作られつつあります。ですから、私が今作っている金時が今の中では一番いい金時

だと思って作っていますが、これから新品種でこれがいいよと、それから使っているメーカ

ーなんかがこの豆いいよということになると、当然そっちにシフトしていきますよね。そう

なると新品種になるわけで、これがもし法律にかかるとなると、作っちゃだめよということ
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にはならないかもしれませんけども、いちいち許諾をするというようなことになるので、そ

れが２１条２項の影響を受けるというのが具体的な懸念です。 

 最近のここ２、３年で言いますと、小豆が新しい品種とか全品種の改良型というのが出て

きました。ＡっていうやつのＡダッシュみたいなのが出てくるのですよ。それが新品種とし

て扱われていくと、この情報に当てはまっていく可能性があるということで、非常に農家と

しては 

○議長（高橋利勝） 阿保議員。 

 もう少し短めにお願いします。 

○１０番（阿保静夫） すみません。 

 いわゆる、そういうことで具体的な懸念というのは、現状の中からも少しずつ伺えるとい

うのが状況です。 

 ３つ目です。自家増殖が海外流出という懸念はあるのか。以前に、元々はシャインマスカ

ットというぶどうの高級品種ですね。これが外国で出回っちゃったと、これは先に意見書で

も申し上げましたが、品種登録されていなかったのです、外国のね。だから簡単に言うと、

外国から見れば自由に作れるという状態でシャインマスカットというのはぶどうの中で非

常に高級品種で、非常に農家としては作るのに値があるものだというのが、出回ってしまっ

たという懸念、ことが事実にあるし、その前は確かいちごもオリンピック関係だったと思い

ますが、これも同じような形で出回ってしまった。しかし、地元では、これは地元の重要な

財産だというような認識のいちごだったけど、海外での品種登録してなかったのでそうい

うことが、私が知っている限りでというか、調べた限りでは二つの例がありますので、そう

いうことのないようにするためには、やはり日本でこの品種は大事な品種だと、これから育

てていこうということはきちんと海外登録することが大事だということがあります。 

 付け加えますけど、今国が決めようとしているのは国内法ですから、海外に通じる中身で

はありません。だから、海外での品種登録のほうが有効性があるということは農水の担当官

も２０１７年に述べておりますので、その辺も一つ関係しているというふうに思っていま

す。 

 ４番目の品種登録の具体例と言ったか、すいません。品種登録についての具体的な見解と

かっていうような意味だったと思うのですけども、メモしきれませんでした。 

 ４問目、議長お願いいたします。 

○議長（高橋利勝） 梅村議員。 

○３番（梅村智秀） 今２回目の質疑ではなくて、今の問いに答えればいいですか。 

○議長（高橋利勝） １回目のです。 

○３番（梅村智秀） それでは、１度目に行いました質疑につきまして阿保議員のほうから

改めてというところがございましたので、申し上げます。 

 私が４番目にお伺いした点でございますが、従来国が行なってきた海外での品種登録を

さらに積極的に進めることが現実的というような記載がありますが、具体的にはどのよう
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な取り組みを想定されていますかというようなお伺いをいたしました。 

○議長（高橋利勝） 阿保議員。 

○１０番（阿保静夫） 現実的に、法的に海外でのその国の優良品種の品種登録というのは、

国際法的にも認められていて、先ほどもちらっと申し上げましたが、日本の中にも日本で勝

手に作れない海外品種というのは、かなりあるというのが実態です。一つひとつは申し上げ

ませんけども、特に野菜と果物の分野が非常に多いというふうに理解をしているところで

すけど、ですから先ほど申し上げたとおり、シャインマスカットやいちごについても海外で

品種登録していれば、そのような問題になることはなかったのかなという意味で、海外登録

ということは必要なことだという趣旨で話をさせていただきました。 

○議長（高橋利勝） 梅村議員。 

○３番（梅村智秀） それでは改めまして、お伺いをいたします。 

 まず１番目にお伺いした点でございますが、阿保議員のほうで本町に置いても２００数

十筆の署名が集まっているというところでございました。町内においては、農業者の関係団

体等もございますし、そういったところに加盟されない個々の農家さんというところもご

ざいますが、阿保議員の認識といたしましては、そういった町内の農家さん、または町民の

中において、またはこうした我々本別町議会として出す意見書でございますから、町議会議

員の中においても、本件種苗法の改定案について成熟された議論がなされていたり、理解が

進んでいるというようなお考えなのか、お伺いをいたします。 

 また、合わせてその理由についてもお伺いをいたすところでございます。 

 ２番目でございますが、金時豆の本町において具体的な事例としてあるのですかという

問いでございましたが、本町において金時豆の事例が示されたところでございますが、この

金時豆については現時点では懸念されるものから外される、いわゆる一般品種であるので、

例えば登録品種に指定されない限りは懸念されるような事態には陥らないというふうに思

うところで、これまでどおりの営農が可能だというふうに理解するところでございます。 

 また、仮にそうしたもの、登録品種というふうに指定がされたとしても議員おっしゃると

おり、改正前は１８年、現在は３０年、例えば一般品種になりますので通常どおりになると

いうところでございます。 

 また、そういったところで、新品種、新しい品種が改良、開発された場合というようなお

話もございましたが、当然それは誰かが開発するわけであって、当然開発された方々の権利

というものについては考えが及ばないのかというところでございます。 

 当然やはりそれについて開発する方にも、道楽でやるわけじゃないでしょうから、そうい

った方々の権利というものが守られない中で、新たな開発の意欲というものが醸成されて

いくのかというような疑問がございますが、その辺についての御認識について改めてお伺

いをいたします。 

 ３番目にお伺いした点でございます。３番目、４番目というふうにくくります。 

 お伺いした点でございますが、海外にそうした種苗が流出してしまってというところで、
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議員おっしゃるとおり、シャインマスカットであったりとかいちごであったりとかという

ところの現実的な、すでに実害というものも出ている中で、なぜ海外での品種登録を行なわ

なったのかというところについて、どのような御理解があるのかなという点でございます

が、当然これは国際条約、いわゆるユポフ条約に基づいて定められているところでございま

すが、自国内で譲渡開始後４年以内、一部においては６年以内に出願申請を行なわなければ

ならないというところでございまして、その期間を過ぎると品種登録はできなくなるよと、

当然新しいものを開発した時にこれは本当に売れるのかという点も含めて、市場性や評価

等を検討している、時間的猶予がないのだよと。でもあとはそこに対して金銭的な負担も大

きくなると、そういった諸事情があってなかなか進まないという現状がある中、育成賢者に

とっては大きな負担であるというふうに考えるところでございますが、当然また相手国の

事情等、通関や植物検疫等で予期せぬ期間がかかってしまうとか、そういった実情もあると

いうなか、そしてまた昨今のこの世界的なコロナ禍の状況下、民間レベルにおいても人の往

来が制限されていたりとか荷物が送れない、受け取れないというような実態もありますが、

現状このコロナ禍におけるこうした世界的な現状下においても、これまでどおりの海外で

の登録をすることが有効、効果的だという御見解なのかについてお伺いをいたします。 

○議長（高橋利勝） 阿保議員。 

○１０番（阿保静夫） まず１番目は、町内の皆さん、あるいは議員の皆さんとの議論が十

分にされてきた中身としての提案なのかということです。町内の農家の皆さんとは、主にそ

の署名の文章を通じ、また電話をいただいたりもしておりまして、そういう意味でのやり取

りはしておりますが、例えば席を設けて、別な会をもってそういう議論をするとかそういう

ことは現実には行なっておりません。 

 主としては署名をもって、意見のやり取りをしている、その署名についての御意見をいた

だいていろいろな懸念も供されていると。 

 ここには書きませんでしたけども、樹木の苗もどうやらこれに引っかかってくるようで、

自然に生えたカラマツの苗までも国が指定した品種だったら、許可とってくださいみたい

な話を受けたということも現実にきています。 

 ですから、種苗法というのが、そういう山に植えたり、自然に生えた苗木にまで影響する

のかなということが、その担当の農家の人と一緒に話し合った経過はありますし、実際に農

水の担当のところにそのことを聞いて、一応許可とってくださいみたいな話になっていま

した。そういうことで、一般の農民の方、町民の方とは若干のやり取り、議論はやっており

ます。 

 議員の皆さんとは普通の平場での話し合い、話の中で何回かしたことがありますが、この

ような形で正式に議場に提案したのは今回が初めてです。 

 ただ、議員の皆さんの中にも先ほど申し上げたような署名用紙も回っている方もいらっ

しゃって、返答をいただいたりもしていますので、十分ではないのですが、ここをスタート

にしたいなと、私自身の運動としては考えております。 
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 ２つ目ですが、これまで３０年経った種については自由に作れるということで、これまで

どおり行ける可能性もあるのではないかということです。 

 先ほど申し上げたように、農業振興、農業の新しい技術開発ということが近年特に若い農

家を中心に、非常にその要求が上がってきております。それで米に次いで、畑作物、でも北

海道の畑作物ですから、種子の開発が今非常に重要視されていますし、農薬によらない生物

学的な防災というのですか、例えば病気に強い品種を作るというのが今課題になっており

ますので、今まで以上に新しい品種の開発、とりわけ病気に対する、あるいは虫に対する品

種の開発というのはこれまで以上に力が入ってくるものと思っております。 

 そういう意味では、これまで古い品種については私も中生光黒というのを作っています

が、これは対象外になりますけども、これから出てくる特に主に作っている金時やあずき、

小豆類、それから大豆も可能性があるのかなというふうに思っております。 

 それで、新品種の開発している人たちの権利を守ることができないのではないのという

趣旨の話だったと思います。先ほど申し上げたように、種子法の改正というのは研究機関が、

例えば小麦で言うと５年以上の年月をかけて、今作っている品種が出回ってくるのですけ

ども、ものすごい労力と、お金に直せばものすごい金額だと思います。 

 ただ、今までは公的機関でそれを仕事としてやってきたと、これを民間に渡していくと。

民間がだめだという意味で捉えられては困るのですけども、経営の概念からいくとかかっ

た経費や時間というのはコストとして、非常に反映してくるのではないかなという意味で

は、なかなか手放しでそれがいいというふうには私は思えないので、その部分は今までどお

りのほうがいい、公的機関が開発して、民間でそれをさらに増やしていくような、そういう

ようなあり方が望ましいのではないかなと、私は思っていますけども、改定すべきだと思っ

ている方々は議員おっしゃるような意見の方もいらっしゃいまして、二つの意見があると

いうのが今の現状だというふうに思っております。 

 ３番、４番ですが、なぜ海外での登録ができなかったのか、私これの原因を明確に調べて

いるわけではありませんが、簡単に言うと一部の有力な農家さん、生産者、あるいは法人的

な方々がいちごやシャインマスカットを作っていて、何かの機会でそういう海外で売る機

会があったのではないだろうかということで、その時に種子法、種苗法というような認識の

中で動かれていなかったかもしれない、これは私の想像なのできちんとした説明はと言わ

れるとわかりません。 

 ただ、そういうことがされていたというのも、２例、３例あるというのも現実です。以上。 

○議長（高橋利勝） 梅村議員。 

○３番（梅村智秀） 改めましてお伺いをいたします。 

 ただいま御答弁いただいた中で、カラマツというような事例も示されましたが、それは例

えとしての話であって、カラマツが登録品種になりますよというものではないですよね、こ

の改定案で。仮にカラマツがなった場合はそうなりますよというところであって、カラマツ

が登録品種に挙げられているということではないというふうに理解するところでございま
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すから、その辺についてはちょっと解釈の仕方として、あまりにも飛躍しすぎなのかなと考

えるところですが、その辺改めてお伺いをいたします。 

 そして、またこうした部分について、町内の農業者、関係団体や個々の農家さん、また我々

本別町議会議員間においても成熟した議論や理解が進んでいるのかという問いの部分でご

ざいますが、ここをスタートとしていきたいというところでございますが、そもそも意見書

の性質というものについてでございますけども、当然我々は町民の有権者の方々から付託

を受けて、この場に立っており、住民全体の代表者であると、それを住民全体の代表者で構

成される議会が内外に発布するこの意見書というものについては、やはりしっかりとした

成熟された議論を経て出されるべきであり、これがスタートですと言っている段階で出す

のは時期尚早であるというふうに考えるところではありますが、改めてその御見解、意見書

の性質というものについてお伺いをいたすところでございます。 

 また、内容についてもでございますが、御答弁の中で、いわゆるこの農家さんにおいても

二つの意見があると。この種苗法の改定に関して、賛成の方、反対の方がいらっしゃるとい

うところも御答弁からありましたし、私自身もそのように了知しているところでございま

す。 

 先ほどのところに関連してくるところでございますが、そうした各々の立場によって意

見が分かれるものを議会の総意として内外に発布することについては、特にも慎重審議と

いうものがなされた上で出されるべきだというふうに私自身は考えるところでございます

が、その辺の考え方についてもお伺いをいたします。 

 また３番目の、やはりこの種苗法改定案の主たる目的というところが国内品種の海外流

出を阻止しようと、国益を守っていこうというところでございますが、その辺について私一

例として、先ほど何故海外での品種登録が進まなかったのかという例を述べたところでご

ざいますが、その辺についても原因について調べておらず、わからないということであれば、

これを現段階で出されるということについては、いかがかと私自身考えるところでござい

ますが、そのお考えを改めてお伺いいたします。 

○議長（高橋利勝） 阿保議員。 

○１０番（阿保静夫） 今回の意見書提案について、先ほど来、私お答えしているのは、東

大教授の鈴木宜弘先生がこのことについて述べられていたことを参考にしながら伺ってお

りますし、自分の農業生活の中での具体的な事例として言っているつもりです。 

 それで、まず再々質問のカラマツの苗の関係ですが、実際の山林育成されている方からこ

の署名の下に、ところでカラマツの苗もこの制約を受けるのかいというような質問があり

まして、もちろんまだ国会で審議されていない段階ですから、内容については十分にわから

ない状況ではありましたが、農水の森林担当の部局に、先ほど紹介していただいた組織を通

じて伺ったところ、現時点で日本の公的な研究機関ですが、カラマツの苗を育種したそうで

す。それの苗木は当然買うという形になるのですが、その木が育って実が落ちますよね。自

然に生えてきますよね。その農家の方、この書面を見てこれも許可いるのかということで来
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たものですから、実際の担当に聞いたところ、だめとは言わないが一応連絡してくれという

話なのですよ。 

 これは樹木の苗は、この法律にまだ具体的にかかっていません。かかっていませんけども、

農家や農林者が育種する時に、網がかかる可能性もあるということはぞんぶんに伺えると

いうことで、先ほど例としても申し上げました。 

 事実経過は以上のとおりで、実際に農水の見解としてもだめとは言わないが、一応許可と

ってねという話だったのは事実です。それで先ほど申し上げました。 

 意見書としての、しっかりとした準備とかされてなかったのではないのかということで

す。この意見書に関する取り組みは、私自身は先ほど申し上げたとおり、２００数十筆の署

名は２カ月くらい前から始めていたので、全道的にも私のような形、あるいは先ほど申し上

げました農協単位に署名を持って、同趣旨で署名をかなり集めた、管内にも農協名は申し上

げませんが全職員が、組合長先頭にやってくれたと。本別はまだ私行っていませんけども、

そういう意味で農民運動としては、そういう意味で取り組んできた中の一つの形として現

れてきたので、私としては一定の知らしめることはしてきたのですが、議員の皆さんと具体

的に一つひとつのことについて会議やなんかの中でやったという経過はありませんけれど

も、先ほど申し上げたように中には署名に応じてくれた方もいらっしゃったりしています

し、今回、国会でいよいよ審議されるというふうに、内閣が変わったのでまたわかりません

けども、いずれにしても国会もいよいよ審議されるという、ここまできて私の中では瀬戸際

だと思っているものですから、土俵際だと思っているものですから、町村議員としてできる

一つの方策として、このことを皆さんに賛同者の方にもお願いをして、内容を知らせながら

意見書という形で提案した次第です。 

 それから内容で二つの意見がある、先ほど申し上げた鈴木教授の中にも最後にこう述べ

ています。やるべきだという意見と、だめだよという意見が両方ある。それぞれの理由があ

ります。それで、どちらも共通しているのは固有の種子は守らなければならないということ

を共通しているのですよ。方法論が違うのですね。それで、方法論の一つが今回の改定では

守れないのではないの、しかも自家増殖の現状の農家の利益も奪っちゃうということで、そ

れはまずいというのが今回の意見書の中身です。すべきだという方々は、簡単に言うと自家

増殖した人たちが海外に種を流しているのじゃないかという、事実関係はないのですけど

も、そういうことが考え方の主なようです。 

 先ほど申し上げた２例、シャインマスカットといちごは一農家ではありませんので、本当

に法人的な、企業的な農家がそういうことになったという、農家というか農業者がなったと

いうことなので一般農家ということではないということを、一つ追加をしておきたいと思

います。 

 これを出すということは現時点で今、町村議員としてできる、私の中でできることとして、

皆さんにお願いをしているところです。 

 海外流出をなぜ防げなかったというのは、品種登録がされなかった。おそらく現実的に品
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種登録しなかったから流出したのですよね。やはり先ほど来言っているように、海外での品

種登録を、そういう議論がされない状況で、先ほど上げた二つの例は行なわれてしまったと

いうことです。事実関係だけで言うとそうです。想像は色々しますけども、そういう事実の

経過で現在に至っている。ですから今回の意見書はそこの部分をこうやればいいのじゃな

いかという提案です。 

○議長（高橋利勝） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行ないます。 

 まず原案に反対者の発言を許します。 

 梅村議員、御登壇ください。 

○３番（梅村智秀）〔登壇〕 それでは、意見書案第６号種苗法の改定に関する意見書につ

いて、反対の立場で討論を行ないます。 

 質疑の中でも事例が挙げられましたが、昨今の事例によれば畜産においては和牛の精液

や受精卵が中国に持ち出されたり、また果樹、野菜等におきましてはシャインマスカットの

苗木が中国に持ち出されたり、一昨年のピョンチャン冬季五輪においては我らが北海道の

カーリング女子が韓国産のいちごを食べ、話題にも上りました。これについては元々日本の

品種ではないかというような御指摘があったところでございます。 

 こうしたところは記憶に新しく、そもそも種苗法の改定案については、農家の権利を守る

ために登録品種の海外流出に歯止めをかけさせるという大きな目的があり、国益にも適う

ものであります。 

 野菜や果実の種苗が中国、韓国など海外に持ち出され、そこで栽培がなされ、すでに中韓

におきまして、中国産、韓国産の野菜や果物として東南アジア等を中心に輸出等がなされて

おり、一部は日本にも逆輸入される始末でございます。十勝管内の大手商業施設においても

韓国産いちごが販売されているという事実もございます。 

 ５年や１０年という長い月日、またそこに多大なる費用を要して開発された新種が自家

増殖され、さらに海外流出までされるということであれば、だれが苦労して新たな品種を生

み出そうとするのでありましょうか。これこそ、まさに農家の競争力の低下につながること

と思慮するものであります。 

 また、登録品種とされるものにつきましては、全体の８割から９割程度で、残りは一般品

種であり、一定期間を経ると登録品種も一般品種となる、よって直ちに影響を受けるという

のは誤った印象でもございます。 

 然るに、一定の懸念等があることも承知をしているところであり、だからこそ国会の場で

慎重審議・徹底討論がなされるべきであり、それを妨げるべく改定案を審議せずうちに取り

止めろという本意見書案につきましては、反対をいたすところでございます。 

 議員諸兄姉の御英断を願い、討論を閉じます。 
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○議長（高橋利勝） 次に、原案に賛成者の発言を許します。 

 大住議員、御登壇ください。 

○６番（大住啓一）〔登壇〕 意見書案第６号種苗法の改定に関する意見書について、賛成

の立場で討論をさせていただきます。 

 先ほど来、趣旨説明、また質疑の中を聞いております。ごもっともな点も多々ありますが、

農業従事者の方々からの真摯な意見、それと国の根幹を成している農業に関わる重要な施

策を国が決めようとしている時に、地方議会として国に意見を求めるものは何らやぶさか

なことではございません。 

 したがいまして、この趣旨に賛同されている議員、私も含めてでございますが、本町、ま

た十勝、北海道の農業のあり方というものを国のほうでも問いていくべきでないかという

ふうに考えるところでございます。 

 したがいまして、この趣旨に賛同する立場から、議員諸氏におかれまして賛同いただきた

く、私の討論とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（高橋利勝） 次に、原案に反対者の発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 次に、原案に賛成者の発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） これで討論を終わります。 

 これから、意見書案第６号種苗法の改定に関する意見書についてを採決します。 

 この採決は、起立によって行ないます。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（高橋利勝） 起立者１０人。 

 よって、起立多数です。 

 お座りください。 

 したがって、意見書案第６号種苗法の改定に関する意見書については、原案のとおり可決

されました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第１１ 

○議長（高橋利勝） 日程第１１ 常任委員会の閉会中の所管事務調査の件を議題とします。 

 総務、産業厚生、広報広聴各常任委員長から所管事務のうち、会議規則第７５条の規定に

よって、お手元に配布しました所管事務の調査事項について、閉会中に継続調査の申し出が

ありました。 

 お諮りします。 

 本件、申し出のとおり閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（高橋利勝） 異議なしと認めます。 

 したがって、総務、産業厚生、広報広聴の各常任委員長から申し出のあった、所管事務調

査について閉会中の継続調査の申し出は、申し出のとおり決定いたしました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第１２ 

○議長（高橋利勝） 日程第１２ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件を議題とし

ます。 

 議会運営委員長から、会議規則第７５条の規定によってお手元に配布しました所掌事務

の調査事項について、閉会中の継続調査の申し出がありました。 

 お諮りします。 

 本件、申し出のとおり閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 異議なしと認めます。 

 したがって、議会運営委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定い

たしました。 

◎閉会宣告 

○議長（高橋利勝） これで、本日の日程は全部終了いたしました。 

 お諮りします。 

 本定例会に付されました事件は、全部終了しました。 

 会議規則第７条の規定によって、本日で閉会したいと思います。 

 御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 異議なしと認めます。 

したがって、本定例会は本日で閉会することに決定いたしました。 

会議を閉じます。 

令和２年第３回本別町議会定例会を閉会いたします。 

 御苦労さまでした。 

閉会宣告（午後 ０時２８分） 
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